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�

封
鎖
実
施
に
至
る
経
緯

昭
和

年

月

日

在
天
津
田
中
総
領
事
代
理
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1462

13

12

10

天
津
英
仏
租
界
内
の
抗
日
策
動
を
阻
止
す
る
た
め
現

地
日
本
軍
が
租
界
を
包
囲
す
る
鉄
条
網
の
構
築
準
備

を
開
始
に
つ
い
て

付

記

昭
和
十
三
年
十
二
月
三
日
付
在
本
邦
ク
レ
ー
ギ
ー
英

国
大
使
よ
り
沢
田
外
務
次
官
宛
半
公
信

日
本
軍
が
天
津
英
仏
租
界
よ
り
日
本
人
撤
退
を
命
じ

た
理
由
に
関
し
注
意
喚
起天

津

月

日
後
発

12

10

本

省

月

日
後
着

12

10

第
一
一
三
一
號
(
極
祕
)

�
電
第
一
〇
七
三
號
ニ
關
シ

最
�
英
佛
租
界
內
抗
日
分
子
ノ
策
動
再
ヒ
活
潑
ヲ
加
ヘ
來
レ
ル
ニ
鑑

ミ
當
地
軍
側
ニ
於
テ
ハ
愈
實
效
的
租
界
�
圍
ノ
必
	
ア
リ
ト
爲
シ
之

カ
準
備
ト
シ
テ
先
ツ
日
佛
租
界
境
界
線
秋
山
街
佛
側
步
�
上
ニ
鐵
條

網
用
﹁
セ
メ
ン
ト
﹂
棒
杭
ヲ
建
立
シ
始
メ
居
タ
ル
カ
今
直
ニ
鐵
條
網

ヲ
張
リ
テ
交
�
ヲ
制
限
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ナ
ク
暫
ク
樣
子
ヲ
見
ル
積
リ

ナ
ル
由
右
不
取
敢

(
付

記
)

天
津
英
佛
租
界
問
題

十
二
月
三
日
附
在
京
英
國
大
使
發

官
宛
�
公
信
	
譯

(
昭
和
�
�
︑
�
�
︑
�

亞
一
)

拜
�
陳
者
閣
下
ノ
御
記
憶
相
成
ル
�
リ
日
本
陸
軍
當
局
ハ
九
月
一
日

附
ヲ
以
テ
日
本
臣
民
ハ
在
天
津
英
佛
租
界
ヨ
リ
撤
�
ス
ヘ
キ
旨
ノ
命

令
ヲ
發
ス
ル
ト
共
ニ
其
ノ
理
由
ト
シ
租
界
當
局
ハ
﹁
日
本
側
カ
友
好

的
關
係
ヲ
維
持
ス
ル
爲
接
�
ス
ル
ニ
對
シ
何
等
�
意
ア
ル
態
度
ヲ
﹂

示
サ
ス
ト
Ú
シ
タ
リ
是
等
手
段
ニ
鑑
ミ
本
使
ハ
九
月
二
日
附
書
翰
ヲ

堀
內

官
ニ
提
出
シ
本
使
ト
シ
テ
ハ
日
本
陸
軍
官
憲
カ
其
ノ
�
當
ト

思
考
ス
ル
此
ノ
種
命
令
ヲ
自
國
臣
民
ニ
對
シ
發
出
ス
ル
權
利
ヲ
有
ス

ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
云
爲
セ
サ
ル
モ
�
解
ヲ
誘
發
シ
根
據
ニ
乏
シ
キ
言
明
ヲ
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公
表
ス
ル
コ
ト
ハ
英
國
當
局
カ
租
界
內
ニ
於
ケ
ル
﹁
テ
ロ
﹂
犯
人
及

其
ノ
他
ノ
不
當
ナ
ル
行
爲
ヲ
抑
制
セ
ン
ト
ス
ル
努
力
ヲ
益
々
困
難
ナ

ラ
シ
ム
ル
ノ
ミ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
申
�
ヘ
タ
リ
本
使
ハ
又
堀
內

官
ニ
於

テ
此
ノ
種
報
�
カ
事
實
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ヲ
�
報
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希

�
シ

テ
九
月
十
五
日
附
書
翰
ヲ
以
テ
右
	
�
ヲ
繰
 
シ
�
ヘ
申
候

本
使
ノ
知
リ
得
タ
ル
!
ニ
依
レ
ハ
英
國
大
使
館
財
務
官
(
ホ
ー
ル
・

パ
ッ
チ
)
カ
北
京
ニ
滯
在
中
日
本
大
使
館
參
事
官
ハ
同
財
務
官
ニ
對

シ
英
國
官
憲
カ
﹁
事
態
ヲ
一
層
能
ク
了
解
﹂
セ
サ
ル
限
リ
日
本
居
留

民
ニ
對
シ
天
津
英
佛
兩
租
界
ヨ
リ
撤
�
方
命
令
ス
ル
ト
共
ニ
臨
時
政

府
ニ
於
テ
モ
支
%
人
ニ
關
シ
同
樣
ノ
措
置
ヲ
$
ス
ル
樣
手
配
セ
サ
ル

ヲ
得
サ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
趣
旨
ヲ
�
ヘ
タ
リ
更
ニ
又
本
使
ノ
承
知
ス
ル
!

ニ
依
レ
ハ
本
使
ノ
申
出
ニ
拘
ラ
ス
且
在
天
津
英
國
當
局
カ
兩
租
界
ノ

中
立
性
ヲ
保
持
セ
ン
ト
ス
ル
引
續
キ
ノ
努
力
ニ
拘
ハ
ラ
ス
日
本
居
留

民
ノ
撤
�
ハ
愈
强
&
セ
ラ
レ
其
ノ
結
果
租
界
內
日
本
居
留
民
ハ
八
月

一
日
一
千
名
以
上
ナ
リ
シ
ニ
比
較
シ
現
在
ハ
唯
五
十
名
ヲ
殘
ス
ノ
ミ

ト
ナ
リ
タ
リ
此
ノ
如
キ
强
硬
手
段
ヲ
執
ル
ニ
對
シ
何
等
ノ
說
明
ヲ
與

ヘ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
無
ク
又
何
故
一
時
京
奉
鐵
�
支
%
人
從
業
員
ニ
對

シ
英
國
租
界
ヲ
撤
�
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
强
	
シ
タ
ル
ヤ
將
又
稅
關
長
ニ
對

シ
稅
關
建
物
ヲ
租
界
外
ニ
移
轉
ス
ル
コ
ト
カ
必
	
ト
ナ
ル
ヤ
モ
知
レ

ス
ト
ノ
示
唆
ア
リ
タ
ル
ヤ
ニ
對
シ
テ
モ
何
等
ノ
說
明
ア
リ
タ
ル
コ
ト

無
シ
本
使
ハ
反
對
ノ
證
據
存
在
セ
サ
ル
限
リ
是
等
ノ
手
段
ハ
在
天
津

英
國
權
益
目
標
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
且
是
等
ノ
手
段
ハ
友
好
關
係
ノ

存
在
ヲ
最
必
	
ト
ス
ル
場
!
及
時
期
ニ
於
テ
惡
感
)
ヲ
一
層
誘
發
セ

ン
ト
ス
ル
目
的
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
確
カ
ナ
リ
ト
推
斷
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
本

件
ハ
今
ヤ
焦
眉
ノ
問
題
ト
ナ
リ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ
ト
*
メ
ラ
ル
ル
ニ
付

何
等
カ
ノ
御
說
明
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ニ
於
テ
ハ
甚
タ
幸
甚
ト
存
候敬

+

編

注

本
文
書
の
原
文
(
英
文
)
は
省
略
︒

昭
和

年

月

日

在
天
津
田
中
総
領
事
代
理
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1463

13

12

13

天
津
租
界
の
境
界
に
お
け
る
わ
が
方
検
問
の
開
始
に

つ
い
て

天

津

月

日
後
発

12

13

本

省

月

日
夜
着

12

13

第
一
一
三
七
號

�
電
第
一
一
三
一
號
ニ
關
シ
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軍
側
ニ
於
テ
ハ
十
四
日
ヨ
リ
日
佛
租
界
交
�
路
ト
シ
テ
殘
サ
レ
タ
ル

山
口
︑
旭
︑
芙
蓉
街
及
萬
國
橋
北
側
ノ
四
箇
!
ニ
於
テ
�
行
人
ヲ
檢

束
檢
問
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
レ
リ
但
シ
右
ハ
主
ト
シ
テ
支
%
人
ヲ
目
標
ト

ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
日
本
︑
第
三
國
人
ハ
此
ノ
限
リ
ニ
ア
ラ
ス
又
支
%

人
モ
現
在
市
政
府
ヨ
リ
發
給
シ
ツ
ツ
ア
ル
寫
眞
入
身
分
證
明
書
ヲ
携

帶
ス
ル
場
合
ハ
右
ニ
準
ス
ル
由
尙
老
西
開
方
面
英
佛
租
界
出
入
路
ハ

當
分
閉
-
特
一
袷
方
面
ト
英
租
界
ト
ノ
�
路
ハ
當
分
其
ノ
儘
ト
爲
シ

置
ク
趣
ナ
リ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年

月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛

1464

13

12

16

天
津
租
界
に
対
す
る
わ
が
方
特
別
警
備
計
画
に
つ
き
報
告

/
密
第
一
九
一
五
號

(
接
受
日
不
明
)

昭
和
十
三
年
十
二
月
十
六
日

在
天
津
日
本
總
領
事
館

總
領
事

田
代

重
德

外
務
大
臣

有
田

八
郞
殿

對
英
佛
租
界
特
別
警
備
計
畫
ニ
關
ス
ル
件

當
地
2
屯
軍
ニ
於
テ
ハ
英
佛
租
界
內
ニ
根
據
ヲ
3
エ
頻
リ
ニ
我
租
界

ニ
潛
入
テ
ロ
行
爲
ヲ
敢
行
シ
ツ
ツ
ア
ル
抗
日
テ
ロ
分
子
租
界
4
入
防

遏
ノ
タ
メ
租
界
境
界
線
一
帶
ニ
亘
リ
檢
問
檢
索
實
施
計
畫
中
ナ
リ
シ

處
去
ル
十
四
日
午
5
六
時
ヨ
リ
一
齊
ニ
施
行
シ
當
館
警
察
官
三
十
五

名
6
捕
百
名
モ
之
ニ
協
力
中
ナ
ル
ハ
曩
ニ
電
報
ノ
�
リ
ナ
ル
處
右
ニ

對
シ
軍
側
ヨ
リ
當
館
宛
7
付
越
タ
ル
﹁
對
英
佛
租
界
特
別
警
備
計

畫
﹂
﹁
關
!
竝
ニ
監
視

衞

(
!
ヵ
)

兵
:
務
規
定

(
編
注
一
)

﹂
竝
ニ
﹁
檢
問
檢
索
實
施

	
領

(
省
略
)

﹂
左
記
ノ
如
ク
ナ
ル
ニ
付
何
等
御
參
考
迄
此
段
報
吿
申
=
ス

>
而
本
規
定
ハ
軍
參
謀
長
ヨ
リ
特
ニ
極
祕
扱
方
申
出
ア
リ
タ
ル
モ

ノ
ナ
ル
ニ
付
御
含
ミ
迄

左

記

對
英
佛
租
界
特
別
警
備
計
畫

第
一
︑
總

則

�
︑
本
計
畫
ハ
北
支
%
方
面
軍
司
令
部
ニ
於
テ
企
畫
セ
ル
﹁
支
%
人
及

支
%
?
ノ
英
佛
租
界
出
入
取
締
計
畫
﹂
ニ
準
據
シ
第
百
十
師
團
長

ノ
擔
任
ス
ヘ
キ
事
項
ヲ
規
定
ス

�
︑
本
計
畫
實
施
ニ
方
リ
師
團
長
ハ
!
	
ニ
應
シ
防
衞
上
ノ
袷
處
部
@

ヲ
使
用
ス
又
左
記
/
關
ハ
師
團
ニ
協
力
ス

天
津
特
務
/
關
︑
天
津
憲
兵
@
︑
茂
川
︑
多
喜
兩
/
關
︑
日
本
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總
領
事
館
︑
支
%
側
諸
/
關

�
︑
本
計
畫
ヲ
實
行
ス
ル
ニ
方
リ
英
佛
軍
若
シ
挑
戰
的
態
度
ニ
出
ツ
ル

コ
ト
ア
ラ
ハ
師
團
ハ
斷
乎
之
ニ
應
戰
ス
ル
ノ
決
意
ト
準
備
ト
ヲ
保

有
ス

B
︑
本
計
畫
ヲ
實
行
ス
ル
ニ
方
リ
生
ス
ル
外
交
交
涉
ハ
方
面
軍
司
令
部

ニ
於
テ
之
ヲ
處
理
シ
師
團
ハ
之
ニ
干
與
セ
ス

第
二
︑
方

針

�
︑
英
佛
租
界
內
ニ
蟠
踞
ス
ル
抗
日
共
產
分
子
ノ
活
動
ヲ
封
止
ス
ル
目

的
ヲ
以
テ
英
佛
租
界
ト
外
部
ト
ノ
交
�
ヲ
制
限
シ
關
!
ヲ
設
ケ
テ

�
行
人
及
出
入
?
物
ノ
檢
問
檢
索
ヲ
實
施
ス

第
三
︑
	

領

E
︑
英
佛
租
界
ヲ
�
繞
ス
ル
障
碍
物
ヲ
設
置
シ
!
	
ノ
個
!
ニ
關
!
ヲ

設
ケ
關
!
以
外
ハ
交
�
シ
得
サ
ラ
シ
ム

F
︑
英
佛
租
界
ニ
�
ス
ル
白
河
上
ノ
渡
G
場
ハ
H
部
閉
-
セ
シ
ム

I
︑
白
河
ヲ
航
行
ス
ル
G
舶
ハ
英
佛
租
界
外
ニ
停
止
セ
シ
メ
!
	
ノ
檢

問
︑
檢
索
ヲ
實
施
ス

J
︑
各
關
!
及
停
G
碼
頭
ニ
於
テ
檢
問
檢
索
ヲ
實
施
ス

K
︑
檢
問
檢
索
ノ
實
施
ヲ
確
實
且
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
目
的
ヲ
以
テ
特
定

ノ
モ
ノ
ニ
對
シ
寫
眞
附
證
明
書
ヲ
交
付
ス

第
四
︑
陸
上
交
�
制
限

K
�
︑
障
碍
物
及
關
!
竝
ニ
監
視
!
ノ
設
置
	
領
附
圖

(
編
注
二
)

第
一
ノ
如
シ

K
�
︑
關
!
及
監
視
!
衞
兵
ノ
L
成
竝
ニ
其
差
出
擔
任
附
表
第
一
ノ
如

シ
K
�
︑
交
�
制
限
ヲ
嚴
守
セ
シ
ム
ル
爲
!
	
ニ
應
シ
密
偵
ヲ
使
用
シ
又

ハ
M
民
ヲ
シ
テ
密
吿
セ
シ
メ
N
反
者
ノ
檢
擧
ニ
努
ム

第
五
︑
水
上
交
�
制
限

K
B
︑
英
佛
租
界
ニ
�
ス
ル
白
河
上
ノ
渡
G
ハ
總
テ
英
佛
租
界
對
岸
ニ

抑
留
シ
渡
G
場
ハ
H
部
閉
-
セ
シ
ム

K
�
︑
外
洋
G
舶
ハ
入
O
ノ
際
總
テ
大
連
碼
頭
第
一
關
!
若
ハ
日
本
租

界
碼
頭
第
一
關
!
ニ
停
G
シ
支
%
人
乘
G
又
ハ
陸
揚
ハ
姐
岸
ニ
於

テ
實
施
セ
シ
メ
當
姐
關
!
ニ
於
テ
檢
問
檢
索
ヲ
實
施
ス

K
E
︑
英
佛
租
界
ニ
出
入
ス
ル
河
用
G
舶
ハ
總
テ
大
連
碼
頭
第
二
關
!

若
ハ
日
本
租
界
碼
頭
第
二
關
!
ニ
一
旦
繫
留
セ
シ
メ
!
定
ノ
檢
問

檢
索
ヲ
實
施
ス

K
F
︑
十
四
乃
至
十
六
項
ノ
實
施
ヲ
監
督
ス
ル
爲
水
上
警
備
@
ヲ
置
ク

其
L
成
ハ
附
表
第
二
ノ
如
シ

第
六
︑
檢
問
檢
索

K
I
︑
檢
問
檢
索
ノ
目
的
ハ
抗
日
分
子
共
產
黨
員
間
諜
等
ヲ
發
見
Q
捕
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ス
ル
ト
共
ニ
武
器
彈
藥
爆
發
物
抗
日
共
產
圖
書
等
ヲ
發
見
押
收
ス

ル
ニ
在
リ

K
J
︑
檢
問
檢
索
ハ
各
關
!
ニ
於
テ
行
ヒ
關
!
衞
兵
ハ
憲
兵
ト
協
力
シ

支
%
側
警
務
/
關
ヲ
指
S
シ
テ
之
ヲ
實
施
ス
其
實
施
	
領
ハ
別
册

關
!
衞
兵
:
務
規
定
ニ
據
ル

�
K
︑
佛
租
界
ニ
�
ス
ル
電
車
ハ
�
復
共
日
本
租
界
又
ハ
特
三
袷
內
ニ

停
車
セ
シ
メ
乘
客
(
?
物
)
ハ
H
部
下
車
(
卸
下
)
シ
檢
問
(
檢
索
)
T

了
後
乘
車
(
搭
載
)
セ
シ
ム

�
K
�
︑
自
動
車
ハ
英
佛
租
界
外
ニ
停
メ
檢
査
ス

�
K
�
︑
電
車
自
動
車
及
自
轉
車
以
外
ノ
車
馬
ハ
英
佛
租
界
ニ
出
入
ス
ル

ヲ
禁
止
ス

�
K
�
︑
各
關
!
ニ
於
テ
檢
問
檢
索
ヲ
實
施
ス
ル
外
憲
兵
@
長
ハ
支
%
側

警
務
/
關
ヲ
指
S
シ
テ
北
站
︑
東
站
︑
西
站
ニ
於
テ
之
ヲ
實
施
ス

左
記
地
握
ニ
ハ
臨
/
檢
問
!
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
ア
リ

土
城
︑
八
里
臺
︑
楊
柳
靑
︑
楊
村

�
K
B
︑
留
置
者
及
押
收
物
件
ノ
取
扱
及
留
置
!
ノ
設
備
ハ
憲
兵
@
之
ヲ

擔
任
ス(

以
下
省
略
)

編
注
一

本
文
書
は
原
本
の
写
し
で
あ
り
︑
末
尾
に
﹁
關
!
竝
監
視
!
衞

兵
:
務
規
W
省
略
﹂
と
書
か
れ
て
い
て
︑
同
規
定
は
見
当
ら
な

い
︒

二

本
文
書
の
附
図
︑
附
表
は
す
べ
て
見
当
ら
な
い
︒

昭
和

年

月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1465

13

12

16

天
津
租
界
で
の
わ
が
方
検
問
に
対
し
領
事
団
が
方
面

軍
司
令
部
参
謀
と
の
懇
談
希
望
に
つ
い
て

天

津

月

日
後
発

12

16

本

省

月

日
夜
着

12

16

第
一
一
四
二
號

本
官
發
北
京
宛
電
報

第
三
二
八
號

本
官
發
大
臣
宛
電
報
第
一
一
三
七
號
ニ
關
シ

本
十
六
日
米
總
領
事
館
ニ
於
テ
領
事
團
會
議
開
催
(
田
中
領
事
出
席

英
︑
米
︑
佛
︑
伊
各
司
令
官
同
席
)
主
ト
シ
テ
英
佛
總
領
事
ヨ
リ
今

囘
ノ
措
置
ノ
目
的
︑
實
施
期
間
︑
檢
問
!
ニ
於
ケ
ル
外
國
人
ノ
取
扱

振
(
詳
細
郵
報
)
等
ニ
付
質
問
シ
タ
ル
ニ
付
英
佛
當
局
ノ
租
界
內
抗
日

共
產
分
子
取
締
不
徹
底
ナ
ル
結
果
最
�
其
ノ
活
動
著
シ
ク
活
潑
ト
ナ

1 封鎖実施に至る経緯
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リ
タ
ル
爲
自
衞
上
已
ム
ヲ
得
サ
ル

第
及
實
施
期
間
ハ
結
果
ノ
如
何

ニ
懸
リ
今
ヨ
リ
豫
斷
シ
得
サ
ル
旨
然
ル
ヘ
ク
說
明
シ
置
キ
タ
ル
カ
結

局
滿
場
一
致
ヲ
以
テ
㈠

天
津
ノ
實
)

ニ
付
軍
ヨ
リ

d
e
fin
ite

sta
te
m
e
n
t
ヲ
發
表
セ
ラ
レ
度
キ
コ
ト
㈡
領
事
竝
ニ
司
令
官
ノ
連
席

會
議
ヲ
開
催
シ
自
由
討
議
ヲ
行
フ
コ
ト
萬
事
圓
滿
ニ
行
ク
ヘ
キ
ニ
付

北
京
司
令
部
ヨ
リ
重
安
參
謀
ノ
出
席
可
能
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
照
會
方
希
�

シ
タ
ル
ニ
付
㈠
ニ
付
テ
ハ
早
d
軍
側
ニ
聯
絡
ノ
上
然
ル
ヘ
ク
取
計
フ

ヘ
キ
旨
㈡
ニ
付
テ
ハ
主
ト
シ
テ
何
ヲ
討
議
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ

ト
e
ネ
見
タ
ル
ニ
英
總
領
事
及
司
令
官
ハ
f
今
囘
ノ
措
置
ノ
目
的
g

實
施
期
間
h
特
三
袷
出
入
ニ
關
シ
外
國
人
ニ
對
ス
ル
制
限
(
特
三
袷

ハ
兵
站
基
地
ニ
シ
テ
最
�
頻
々
タ
ル
放
火
ノ
爲
一
般
人
ノ
出
入
制
限

特
ニ
嚴
重
ヲ
極
メ
居
レ
リ
)
ノ
三
握
カ
主
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
答
ヘ
タ

ル
ニ
付
然
ラ
ハ
特
ニ
連
席
會
議
ヲ
開
ク
必
	
モ
ナ
カ
ル
ヘ
ク
今
直
ニ

各
司
令
官
一
緖
ニ
桑
木
兵
團
參
謀
部
ヲ
訪
問
シ
意
見
ヲ
交
換
セ
ラ
レ

テ
ハ
如
何
ト
勸
メ
タ
ル
處
兎
ニ
角
北
京
司
令
部
ノ
意
�
ヲ
照
會
願
度

シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
シ
ニ
付
之
ヲ
承
諾
シ
置
キ
タ
リ

就
テ
ハ
5
顯
㈠
及
㈡
ニ
付
至
k
貴
地
司
令
部
ニ
御
聯
絡
ノ
上
然
ル
ヘ

ク
御
取
計
相
煩
度
ク
何
分
ノ
儀
御
囘
電
ア
リ
度
シ
(
當
地
軍
側
ト
モ

聯
絡
濟
)

尙
明
十
七
日
ヨ
リ
英
租
界
及
特
一
袷
境
界
線
ニ
於
テ
モ
檢
閱
檢
索
開

始
ノ
筈

大
臣
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年

月

日

在
北
京
堀
内
大
使
館
参
事
官
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1466

13

12

19

天
津
領
事
団
の
懇
談
希
望
に
対
す
る
方
面
軍
司
令
部

の
対
応
振
り
に
つ
い
て

北

京

月

日
後
発

12

19

本

省

月

日
夜
着

12

19

第
一
八
三
〇
號

本
官
發
天
津
宛
電
報

第
二
二
三
號

貴
電
第
三
二
八
號
ニ
關
シ

領
事
團
會
議
ノ
希
�
ニ
對
シ
テ
ハ
旣
ニ
田
中
領
事
會
議
出
席
5
重
安

參
謀
ト
打
合
セ
同
領
事
カ
會
議
ニ
於
テ
充
分
當
方
ノ
意
�
ヲ
說
明
シ

居
ル

第
ニ
付
軍
側
ト
シ
テ
ハ
﹁
デ
フ
イ
ニ
ツ
ト
︑
ス
テ
ー
ト
メ
ン

ト
﹂
ノ
發
表
ハ
言
質
ヲ
取
ラ
レ
爾
後
差
支
モ
出
ツ
ル
惧
ア
リ
(
尤
モ

檢
問
時
間
等
ノ
布
吿
ヲ
出
ス
コ
ト
ハ
差
支
ナ
シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
)
又
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今
更
列
席
會
議
ヲ
行
フ
ノ
	
モ
ナ
カ
ル
ヘ
ク
旁
一
應
事
態
ヲ
見
7
ル

コ
ト
然
ル
ヘ
シ
ト
ノ
意
�
ナ
ル
ニ
付
右
含
ニ
テ
然
ル
ヘ
ク
折
衝
ア
リ

タ
シ

大
臣
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年

月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1467

13

12

21

天
津
租
界
問
題
に
関
連
し
て
英
仏
総
領
事
に
対
し
中

国
の
新
事
態
を
認
識
し
対
日
協
力
の
積
極
的
態
度
を

示
す
よ
う
要
望
に
つ
い
て

付

記

昭
和
十
三
年
十
二
月
二
十
日
付
在
本
邦
ク
レ
ー
ギ
ー

英
国
大
使
よ
り
沢
田
外
務
次
官
宛
半
公
信

天
津
租
界
で
の
検
問
措
置
緩
和
方
要
請

天

津

月

日
後
発

12

21

本

省

月

日
夜
着

12

21

第
一
一
五
四
號

本
官
發
北
京
宛
電
報
第
三
三
〇
號
英
佛
總
領
事
ト
會
談
ノ
際
豫
期
ノ

如
ク
先
方
ヨ
リ
租
界
問
題
ニ
言
及
セ
ル
ニ
付
本
官
ヨ
リ
廣
東
︑
漢
口

陷
落
シ
支
%
ノ
事
態
ニ
一
大
變
&
ヲ
來
シ
タ
ル
今
日
英
佛
側
カ
依
然

ト
シ
テ
舊
套
ヲ
脫
セ
サ
ル
ハ
極
メ
テ
p
憾
ニ
シ
テ
此
ノ
際
新
事
態
ニ

對
シ
積
極
的
協
力
ノ
態
度
ニ
出
ツ
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
到
底
空
氣
ハ
q

和
セ
サ
ル
ヘ
シ
ト
吿
ケ
タ
ル
ニ
佛
總
領
事
ハ
例
ニ
依
リ
佛
國
側
カ
新

政
府
ヲ
未
タ
承
*
シ
居
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
楯
ニ
取
リ
議
論
ヲ
始
メ
タ
ル

ヲ
以
テ
今
ヤ
從
來
s
度
カ
繰
 
シ
タ
ル
此
ノ
種
論
議
ヲ
重
ヌ
ル
ノ
	

ヲ
*
メ
ス
	
ハ
實
際
的
見
地
ヨ
リ
新
事
態
ニ
協
力
ス
ル
カ
否
ヤ
ニ
在

リ
現
ニ
本
官
歸
t
中
耳
ニ
シ
タ
ル
!
ニ
依
レ
ハ
上
海
ニ
於
ケ
ル
英
國

官
憲
ハ
工
部
局
問
題
等
ニ
關
シ
新
事
態
ニ
卽
應
ス
ヘ
ク
大
分
態
度
ヲ

改
メ
出
シ
タ
ル
ヤ
ノ
趣
(
在
京
中

官
ヨ
リ
御
話
ア
リ
タ
ル
ニ
付
持

出
シ
タ
リ
)
ナ
ル
カ
北
支
ニ
於
テ
ハ
尙
更
其
ノ
	
ヲ
*
ム
ヘ
キ
ナ
リ

ト
�
ヘ
タ
ル
ニ
英
總
領
事
ハ
御
話
ノ
如
キ
上
海
ニ
於
ケ
ル
事
)
ハ
承

知
セ
ス
ト
�
ヘ
佛
總
領
事
ハ
出
來
得
ル
限
リ
協
力
ニ
努
メ
居
ル

第

ニ
シ
テ
本
日
御
話
シ
セ
ル
現
銀
ノ
問
題
又
永
ラ
ク
懸
案
ト
ナ
レ
ル
電

話
局
問
題
モ
天
津
市
長
ト
ノ
間
ニ
話
合
略
成
立
シ
唯
字
句
ノ
問
題
カ

殘
レ
ル
ノ
ミ
斯
ク
折
角
努
力
シ
居
レ
ル
ニ
拘
ラ
ス
日
本
軍
カ
今
囘
ノ

擧
ニ
出
テ
タ
ル
ハ
甚
タ
p
憾
ニ
シ
テ
右
報
�
ハ
旣
ニ
歐
米
方
面
ニ
モ

逸
早
ク
傳
ヘ
ラ
レ
結
果
ニ
於
テ
日
本
ノ
爲
ニ
決
シ
テ
利
益
ニ
ア
ラ
ス

何
時
モ
申
ス
コ
ト
乍
ラ
焦
ラ
ス
ニ
藉
ス
ニ
時
ヲ
以
テ
ス
レ
ハ
萬
事
日

本
側
ノ
希
�
ス
ル
カ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
ト
愚
痴
交
リ
ニ
零
シ
居
レ
リ
依
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テ
本
官
ヨ
リ
	
ハ
貴
方
ノ
�
意
カ
實
績
ニ
依
リ
テ
示
サ
ル
ル
ヤ
否
ヤ

ニ
シ
テ
日
本
側
ト
シ
テ
ハ
p
憾
乍
ラ
其
ノ
實
績
ヲ
*
メ
得
ス
抗
日
分

子
取
締
ニ
付
テ
モ
充
分
ナ
ル
協
力
ノ
實
ヲ
*
ム
ル
能
ハ
ス
現
ニ
最
�

放
火
等
ノ
﹁
テ
ロ
﹂
行
爲
ノ
頻
發
セ
ル
ア
リ
軍
側
ト
シ
テ
モ
w
ニ
非

常
措
置
ヲ
執
ル
ノ
已
ム
ナ
キ
ニ
至
レ
ル
ナ
リ
其
ノ
結
果
﹁
テ
ロ
﹂
行

爲
モ
一
時
收
マ
レ
リ
ト
�
ヘ
タ
ル
ニ
兩
總
領
事
共
事
態
q
和
ニ
付
本

官
ノ
盡
力
斡
旋
ヲ
切
�
シ
引
取
レ
リ

北
京
︑
上
海
ニ
轉
電
セ
リ

(
付

記
)

天
津
英
租
界
問
題

十
二
月
二
十
日
在
京
英
國
大
使
發

官
宛
�
公
信
	
譯

(
昭
和
一
三
︑
一
二
︑
二
二
︑
亞
一
)

拜
�
陳
者
本
使
ハ
日
本
陸
軍
官
憲
ノ
行
爲
ニ
依
リ
在
天
津
英
佛
租
界

カ
嘗
メ
ツ
ツ
ア
ル
困
難
ニ
付
テ
ノ
十
二
月
三
日
附
拙
信
ニ
對
シ
閣
下

ノ
x
意
ヲ
喚
起
致
シ
度
存
候
本
件
カ
焦
眉
ノ
問
題
ナ
ル
ニ
鑑
ミ
右
拙

信
ニ
對
シ
御
囘
答
ヲ
接
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
期
待
致
シ
居
リ
候
處
玆
ニ
再

ヒ
書
面
ヲ
差
上
ク
ル
ハ
單
ニ
英
佛
兩
租
界
カ
�
圍
セ
ラ
レ
英
國
臣
民

ニ
對
シ
テ
ハ
旅
{
ノ
提
示
ヲ
	
求
セ
ラ
レ
居
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
租
界
ニ

入
ル
ヘ
キ
⻝
糧
品
ノ
供
給
ニ
對
シ
テ
迄
現
ニ
干
涉
行
ハ
レ
居
ル
爲
ニ

有
之
候
是
等
ノ
得
手
}
手
ナ
ル
手
段
ニ
對
シ
日
本
陸
軍
當
局
ノ
擧
ク

ル
理
由
ハ
甚
タ
不
充
分
ナ
リ
ト
*
メ
ラ
レ
候
處
本
使
ハ
是
等
ノ
手
段

カ
日
本
政
府
ノ
承
*
ヲ
得
居
ル
モ
ノ
ト
信
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス
仍
テ
現

ニ
行
ハ
レ
居
ル
峻
嚴
ナ
ル
措
置
ヲ
q
和
ス
ル
樣
訓
令
ヲ
發
セ
ラ
レ
ン

コ
ト
ヲ
期
待
致
ス
モ
ノ
ニ
有
之
候
本
書
翰
ニ
對
シ
成
ヘ
ク
d
カ
ニ
囘

答
ヲ
賜
ハ
ラ
ハ
幸
甚
ニ
存
候

敬

+

編

注

本
文
書
の
原
文
(
英
文
)
は
省
略
︒

昭
和

年

月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1468

13

12

23

天
津
租
界
で
の
検
問
の
打
切
り
時
期
に
関
し
桑
木
師

団
長
ら
と
意
見
交
換
に
つ
い
て

天

津

月

日
後
発

12

23

本

省

月

日
夜
着

12

23

第
一
一
六
二
號
(
部
外
祕
)

本
二
十
三
日
桑
木
中
將
司
會
ノ
許
ニ
參
謀
長
︑
特
務
/
關
長
︑
憲
兵

@
長
等
各
/
關
幹
部
小
人
數
會
合
シ
租
界
問
題
ニ
關
ス
ル
)
報
交
換
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竝
ニ
對
策
等
ニ
付
協
議
會
開
催
セ
ラ
レ
タ
ル
席
上
本
官
ヨ
リ
檢
問
開

始
ノ
直
接
動
/
ニ
付
質
問
シ
タ
ル
ニ
桑
木
中
將
ハ
最
�
放
火
等
ノ

﹁
テ
ロ
﹂
行
爲
頻
出
セ
ル
上
十
二
月
中
旬
ニ
ハ
臨
時
政
府
成
立
一
周

年
等
種
々
記
念
日
ニ
際
シ
抗
日
分
子
ノ
不
穩
計
畫
等
ノ
)
報
入
手
シ

タ
ル
ニ
付
抗
日
分
子
取
締
ノ
爲
ノ
一
時
的
措
置
(
本
月
十
八
日
頃
ニ

ハ
打
切
ル
考
ナ
リ
シ
ト
言
フ
)
ト
シ
テ
k
遽
檢
問
ヲ
開
始
シ
タ
ル
處

其
ノ
後
北
京
司
令
部
方
面
ニ
於
テ
租
界
問
題
諸
懸
案
ノ
解
決
促
=
ニ

利
用
ス
ヘ
キ
旨
ノ
意
�
ヲ
有
シ
タ
ル
爲
引
續
キ
實
施
ノ
コ
ト
ト
ナ
レ

リ
ト
�
ヘ
タ
ル
ニ
付
本
官
ハ
租
界
問
題
諸
懸
案
ノ
經
梓
竝
ニ
歸
任
以

來
ノ
對
外
折
衝
ヲ
說
明
シ
タ
ル
上
今
ヤ
內
外
共
ニ
檢
問
カ
何
日
迄
續

行
セ
ラ
ル
ル
ヤ
ニ
付
多
大
ノ
關
心
ヲ
有
シ
居
ル
處
右
打
切
時
期
ニ
付

若
シ
諸
懸
案
ノ
徹
底
的
解
決
迄
ト
ナ
レ
ハ
中
ニ
ハ
現
銀
引
渡
ノ
如
キ

到
底
短
時
日
ニ
解
決
シ
得
サ
ル
問
題
モ
ア
リ
相
當
長
期
間
ニ
亘
ル
コ

ト
ヲ
覺
悟
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
處
當
僂
ノ
目
的
カ
抗
日
分
子
ノ
取
締

ニ
ア
リ
ト
セ
ハ
右
ノ
握
ニ
關
ス
ル
英
佛
側
ノ
態
度
改
善
ヲ
切
懸
ニ
打

切
ル
時
期
モ
ア
ル
ヘ
シ
ト
�
ヘ
タ
ル
ニ
列
席
者
モ
同
樣
ノ
意
見
ニ
テ

檢
問
開
始
以
來
﹁
テ
ロ
﹂
行
爲
モ
T
熄
シ
相
當
ノ
效
果
ア
リ
タ
ル
ヲ

以
テ
豫
テ
反
日
的
色
�
ア
ル
英
工
部
局
6
捕
長
ノ
更
�
︑
英
佛
警
察

ニ
日
本
人
(
已
ム
ヲ
得
サ
レ
ハ
支
%
人
)
ノ
聯
絡
員
ヲ
常
2
セ
シ
ム
ル

等
主
ト
シ
テ
支
%
側
ヲ
シ
テ
內
面
的
工
作
ヲ
爲
サ
シ
メ
其
ノ
結
果
ヲ

見
テ
�
當
ノ
時
/
ニ
檢
問
ヲ
打
切
リ
(
餘
リ
檢
問
制
度
長
引
ク
ニ
於

テ
ハ
惰
性
ト
ナ
リ
效
果
�
ト
ナ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
意
見
モ
出
テ
タ
リ
)
將

來
更
ニ
必
	
ニ
應
シ
何
時
ニ
テ
モ
再
開
ス
ル
ノ
態
度
ヲ
示
シ
置
ク
コ

ト
必
	
ナ
リ
ト
ノ
意
見
ニ
一
致
ヲ
見
タ
リ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年

月

日

在
北
京
堀
内
大
使
館
参
事
官
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1469

13

12

26

天
津
租
界
の
検
問
解
除
に
向
け
軍
側
が
設
定
し
た
目

途
に
つ
い
て

北

京

月

日
後
発

12

26

本

省

月

日
夜
着

12

26

第
一
八
五
九
號
(
部
外
祕
)

本
官
發
天
津
宛
電
報

第
二
二
五
號

大
臣
宛
貴
電
第
一
一
六
二
號
ニ
關
シ

軍
側
ト
シ
テ
ハ
本
件
檢
問
ハ
�
當
ノ
時
/
ニ
於
テ
打
切
ル
意
�
ヲ
有

ス
ル
モ
少
ク
ト
モ
此
ノ
際
㈠
排
日
抗
日
分
子
取
締
ニ
關
シ
英
佛
側
カ

1 封鎖実施に至る経緯
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一
定
ノ
讓
步
ヲ
爲
ス
コ
ト
㈡
排
日
抗
日
犯
人
引
渡
ノ
完
了
㈢
中
國
交

�
兩
銀
行
ノ
檢
査
竝
ニ
聯
合
準
備
銀
行
員
ノ
立
會
ニ
依
ル
現
銀
檢
査

ヲ
爲
サ
シ
ム
ル
コ
ト
等
ヲ
目
�
ト
シ
テ
打
切
ル
コ
ト
ト
致
度
キ
趣
ナ

ル
ニ
付
右
御
含
ノ
上
此
ノ
上
ト
モ
御
盡
力
願
度
シ

大
臣
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年

月

日

沢
田
外
務
次
官
よ
り

在
本
邦
ク
レ
ー
ギ
ー
英
国
大
使
宛
(
半
公
信
)

1470

13

12

30

天
津
租
界
英
国
当
局
が
抗
日
策
動
の
徹
底
取
締
と
華

北
の
新
事
態
に
即
応
し
た
対
日
協
力
を
実
行
し
な
い

か
ぎ
り
検
問
緩
和
の
理
由
な
き
旨
通
報

付

記

昭
和
十
四
年
一
月
二
十
三
日
付
在
本
邦
ク
レ
ー
ギ
ー

英
国
大
使
よ
り
沢
田
外
務
次
官
宛
半
公
信

天
津
租
界
英
国
当
局
に
対
す
る
日
本
側
非
難
は
根
拠

な
き
旨
反
駁

拜
�
陳
者
本
月
三
日
附
貴
翰
ヲ
以
テ
在
天
津
英
國
租
界
ニ
對
シ
�
國

官
憲
ノ
取
リ
タ
リ
ト
謂
ハ
ル
ル
措
置
ニ
關
シ
御
申
越
相
成
更
ニ
本
月

二
十
日
附
貴
翰
ヲ
以
テ
御
>
申
相
成
閱
悉
致
候

本
件
ニ
關
シ
�
國
政
府
ノ
有
ス
ル
)
報
ニ
依
レ
ハ
在
天
津
�
國
官
憲

ニ
於
テ
英
國
租
界
及
佛
國
租
界
ト
ノ
交
�
ニ
對
シ
一
定
ノ
手
段
ヲ
$

シ
タ
ル
ハ
事
實
ナ
ル
カ
右
ハ
最
�
再
燃
セ
ル
抗
日
犯
罪
行
爲
ノ
頻
發

ヲ
豫
防
セ
ン
カ
爲
執
リ
タ
ル
緊
k
且
已
ム
ヲ
得
サ
ル
措
置
ニ
有
之
︑

主
ト
シ
テ
日
本
租
界
及
各
特
別
袷
等
ノ
地
域
ニ
不
�
分
子
ノ
潛
入
ヲ

阻
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
シ
居
リ
從
テ
例
ヘ
ハ
貴
翰
ニ
謂
ハ
ル
ル
英

佛
租
界
ヘ
ノ
⻝
料
品
ニ
對
ス
ル
干
涉
等
ハ
事
實
ニ
非
ス
ト
*
メ
ラ
レ

候抑
々
從
來
不
�
支
%
人
カ
英
佛
租
界
ヲ
濫
用
シ
テ
單
ニ
治
安
ノ
破
壞

ノ
ミ
ナ
ラ
ス
一
般
的
後
方
攪
亂
ノ
策
動
ニ
耽
リ
居
ル
ニ
對
シ
租
界
當

局
ノ
取
締
徹
底
セ
ス
且
又
租
界
當
局
カ
地
方
的
官
憲
ト
シ
テ
北
支
ノ

新
事
態
ニ
卽
應
ス
ル
ノ
態
度
ニ
出
ツ
ル
ヲ
拒
否
シ
來
リ
シ
コ
ト
ハ
�

國
官
憲
ノ
不
滿
且
p
憾
ト
シ
タ
ル
!
ニ
シ
テ
︑
是
等
ノ
握
ニ
付
テ
ハ

在
天
津
�
國
總
領
事
ヨ
リ
貴
國
官
憲
ニ
對
シ
其
ノ
都
度
!
	
ノ
申
入

ヲ
爲
シ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
去
ル
九
月
十
九
日
堀
內

官
ヨ
リ
貴
大
使

ノ
x
意
ヲ
喚
起
シ

テ
九
月
二
十
二
日
宇
垣
大
臣
ヨ
リ
モ
詳
細
ナ
ル

說
明
ア
リ
タ
ル

第
ハ
御
記
憶
相
成
居
ル
�
ニ
有
之
候
然
ル
ニ
其
ノ

後
貴
國
官
憲
ノ
態
度
ニ
ハ
殆
ン
ト
改
善
ノ
�
無
ク
却
テ
例
ヘ
ハ
抗
日

犯
人
ノ
�
魁
ノ
引
渡
ヲ
拒
否
シ
テ
實
際
上
租
界
ニ
依
リ
此
ノ
種
不
�

分
子
ニ
庇
僉
ヲ
與
ヘ
ツ
ツ
ア
ル
カ
如
キ
ハ
決
シ
テ
貴
我
官
憲
間
ノ
友
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好
的
關
係
ヲ
維
持
ス
ル
!
以
ニ
非
ス
此
ノ
如
キ
事
態
ノ
存
續
ス
ル
限

リ
之
カ
對
策
ノ
一
部
ト
シ
テ
現
ニ
�
國
官
憲
カ
已
ム
ヲ
得
ス
�
リ
ツ

ツ
ア
ル
手
段
ハ
q
和
セ
ラ
ル
ヘ
キ
理
由
無
シ
ト
被
存
候

御
承
知
ノ
�
リ
�
國
官
憲
カ
貴
國
官
憲
ニ
	
�
ス
ル
!
ハ
租
界
內
ニ

於
ケ
ル
一
切
ノ
抗
日
策
動
ノ
徹
底
的
取
締
ハ
勿
論
︑
北
支
ノ
復
興
及

建
設
ニ
對
シ
好
意
ア
ル
協
力
ヲ
爲
サ
ル
ル
ニ
在
リ
︑
其
ノ
+
体
的
事

項
ニ
關
シ
テ
ハ
現
地
貴
國
官
憲
ニ
於
テ
承
知
セ
ラ
レ
居
ル
筈
ナ
ル
ニ

付
今
後
是
等
ノ
問
題
ヲ
處
理
ス
ル
ニ
當
リ
テ
ハ
一
層
ノ
友
好
的
態
度

ヲ
以
テ
臨
ム
コ
ト
可
然
旨
�
當
ノ
訓
令
發
出
方
御
配
慮
相
煩
度
此
段

囘
答
申
=
候

敬
+

昭
和
拾
參
年
十
二
月
卅
日

外
務

官

澤
田

廉
三

大
不
列
顚
國
特
命
H
權
大
使

｢
サ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂
閣
下

(
欄
外
記
入
)

陸
海
軍
ト
協
議
ス
ミ

(
付

記
)

天
津
英
租
界
問
題

一
月
二
十
三
日
附
澤
田

官
宛
在
京
英
國
大
使
�
公
信
	
譯
文

(
昭
和
�
B
︑
�
︑
�
︑
亞
一
)

拜
�
陳
者
本
使
ハ
在
天
津
英
國
租
界
ノ
狀
態
ニ
關
シ
十
二
月
三
十
日

附
閣
下
御
書
翰
ヲ
受
領
シ
殊
ニ
英
國
官
憲
ハ
從
來
租
界
內
ノ
﹁
不
�

支
%
人
﹂
ニ
對
シ
�
切
ナ
ル
取
締
ヲ
爲
サ
ザ
リ
シ
ト
ス
ル
非
難
ニ
依

リ
驚
キ
ヲ
禁
シ
得
ザ
リ
シ

第
ニ
候
日
本
軍
官
憲
ノ
日
本
臣
民
ニ
對

ス
ル
租
界
地
域
ヲ
撤
去
ス
ベ
キ
旨
ノ
命
令
ニ
關
シ
右
命
令
發
出
當
時

九
月
二
日
附
及
九
月
十
五
日
附
堀
內
閣
下
宛
申
�
ベ
タ
ル

第
及
日

本
政
府
ハ
本
使
ニ
對
シ
英
國
官
憲
ノ
!
謂
協
力
缺
如
ノ
證
據
ト
ナ
ル

ベ
キ
關
係
當
局
ニ
�
報
セ
ラ
ル
ベ
キ
何
等
カ
ノ
)
報
ヲ
供
與
セ
ラ
ル

ベ
キ
充
分
ナ
ル
/
會
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
旨
閣
下
ニ
申
�
ブ
ル

第

ニ
候
本
使
�
翰
ニ
對
シ
何
等
囘
答
無
キ

第
ニ
モ
鑑
ミ
本
使
ハ
日
本

政
府
ハ
�
報
ス
ベ
キ
何
等
ノ
)
報
モ
有
シ
居
ラ
ズ
ト
推
定
ス
ル
外
無

ク
從
テ
本
使
ハ
日
本
軍
官
憲
ガ
�
當
ナ
リ
ト
*
メ
ラ
レ
タ
ル
將
來
ノ

措
置
ヲ
了
解
ス
ル
ニ
苦
シ
ム
モ
ノ
ニ
候

閣
下
ハ
﹁
反
日
犯
人
ノ
首
魁
引
渡
﹂
ヲ
英
國
官
憲
ガ
拒
否
セ
リ
ト
�

ベ
ラ
レ
候
右
ハ
似
警
吾
ニ
關
ス
ル
モ
ノ
ト
被
存
候
本
人
ガ
刑
事
犯
罪

人
タ
ル
コ
ト
又
ハ
刑
事
犯
罪
的
活
動
ニ
從
事
シ
タ
ル
的
確
ナ
ル
證
據

1 封鎖実施に至る経緯
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ノ
提
出
無
キ
モ
英
國
官
憲
ハ
右
ヲ
留
置
シ
外
界
ト
ノ
連
絡
ヲ
斷
チ
タ

ル

第
ハ
御
承
知
ノ
コ
ト
ト
存
シ
候
本
使
ハ
右
ニ
關
シ
十
月
十
日
旣

ニ
堀
內
閣
下
ニ
說
明
ヲ
爲
シ
且
十
二
月
二
十
四
日
閣
下
ニ
對
シ
日
本

領
事
館
警
察
官
ハ
右
ノ
留
置
及
�
離
ガ
嚴
重
ニ
施
行
セ
ラ
レ
居
ル
コ

ト
ヲ
*
定
ス
ベ
キ
/
會
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ヲ
示
ス
書
類
ヲ
手
交

致
候

故
ニ
英
國
租
界
當
局
ノ
取
締
缺
如
ニ
關
ス
ル
非
難
ハ
日
本
軍
側
ノ

﹁
テ
ロ
リ
ズ
ム
﹂
ヲ
防
遏
ス
ル
爲
租
界
當
局
ノ
協
力
缺
如
ガ
現
行
措

置
ヲ
必
	
ナ
ラ
シ
メ
タ
リ
ト
ス
ル
主
張
ト
共
ニ
根
據
無
キ
モ
ノ
ニ
候

閣
下
ハ
租
界
當
局
ノ
﹁
一
層
友
好
的
態
度
﹂
ヲ
	
�
セ
ラ
レ
候
日
本

政
府
ハ
英
國
政
府
ガ
日
支
兩
國
政
府
ニ
對
シ
完
H
ナ
ル
友
好
關
係
ヲ

有
シ
居
ル
ヲ
以
テ
日
本
官
憲
ハ
租
界
當
局
ニ
對
シ
一
方
ニ
友
好
的
ニ

シ
テ
他
方
ニ
非
友
好
的
ナ
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ヲ
爲
ス
樣
理
論
上
	
求
シ

得
ズ
且
日
本
官
憲
ノ
	
求
シ
得
ベ
キ
限
度
ハ
租
界
當
局
ガ
公○

正○

ナ
ル

態
度
ヲ
執
ル
ベ
キ
コ
ト
ニ
シ
テ
之
ハ
英
國
官
憲
ガ
出
來
得
ル
限
リ
ヲ

盡
シ
居
ル
コ
ト
御
了
解
相
成
ル
モ
ノ
ト
存
シ
候

右
狀
態
ノ
說
明
ニ
依
リ
閣
下
ハ
天
津
英
國
官
憲
ニ
對
ス
ル
非
難
ハ
根

據
無
ク
且
右
說
明
ニ
依
リ
在
天
津
諸
團
體
ト
日
本
軍
側
間
ノ
關
係
ニ

惡
影
�
ヲ
與
ヘ
タ
ル
取
締
措
置
ヲ
除
去
セ
ラ
レ
ル
樣
日
本
軍
當
局
ニ

對
シ
訓
令
發
出
セ
ラ
レ
ル
モ
ノ
ト
本
使
ハ
信
ズ
ル
モ
ノ
ニ
候敬

+

編

注

本
文
書
の
原
文
(
英
文
)
は
省
略
︒

昭
和

年
�
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1471

14

28

天
津
租
界
の
検
問
打
切
り
を
現
地
軍
検
討
中
に
つ
い
て

天

津

�
月

日
後
発

28

本

省

�
月

日
夜
着

28

第
三
六
號
(
部
外
祕
)

一
月
中
旬
桑
木
部
@
ニ
代
リ
テ
當
地
ニ
2
屯
セ
ル
本
間
部
@
ニ
於
テ

ハ
引
續
キ
檢
問
ヲ
實
施
シ
來
レ
ル
處
今
囘
同
問
題
再
檢
討
ノ
爲
本
間

中
將
主
宰
ノ
下
ニ
廿
七
日
(
民
間
代
表
招
致
)
︑
二
十
八
日
(
參
謀
長
︑

特
務
/
關
長
︑
憲
兵
@
長
竝
ニ
本
官
︑
民
團
長
參
集
)
兩
日
會
議
ノ

結
果
現
在
W
度
ノ
檢
問
ニ
テ
ハ
!
期
ノ
效
果
ヲ
擧
ケ
難
キ
ノ
ミ
ナ
ラ

ス
開
始
以
來
旣
ニ
一
箇
月
�
ニ
�
ク
些
カ
惰
性
ト
ナ
レ
ル
感
ア
リ
他

方
支
%
商
民
ヨ
リ
ハ
舊
正
月
ノ
繁
忙
期
ニ
臨
ミ
一
時
的
ニ
モ
撤
廢
方

切
ナ
ル
	
�
ア
リ
旁
本
間
部
@
ト
シ
テ
ハ
二
月
上
旬
自
主
的
ニ
檢
問
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ヲ
一
應
打
切
リ
將
來
必
	
ニ
應
シ
テ
何
時
ニ
テ
モ
再
ヒ
實
施
ス
ル
ノ

態
勢
ヲ
示
シ
其
ノ
際
ニ
ハ
今
囘
ノ
經
驗
ニ
鑑
ミ
!
期
ノ
目
的
ヲ
�
成

シ
得
ヘ
キ
最
モ
效
果
的
ノ
方
法
ヲ
$
ス
ヘ
ク
硏
究
準
備
ス
ル
コ
ト
ト

ナ
レ
リ
尤
モ
右
ハ
北
京
司
令
部
ノ
指
示
ヲ
待
ツ
テ
最
T
的
ニ
決
定
ス

ル
コ
ト
ト
シ
若
シ
北
京
ノ
意
�
ニ
依
リ
續
行
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
モ
實

施
方
法
ニ
付
テ
ハ
再
檢
討
ス
ル
コ
ト
ト
セ
リ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月
�
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1472

14
天
津
租
界
の
日
英
間
諸
問
題
に
関
す
る
駐
華
英
国
大

使
と
の
意
見
交
換
に
つ
い
て

天

津

�
月
�
日
後
発

本

省

�
月
�
日
夜
着

第
五
〇
號

滯⑴

津
中
ノ
英
國
大
使
ノ
求
メ
ニ
應
シ
四
日
同
大
使
ヲ
�
訪
天
津
ニ
於

ケ
ル
日
英
間
諸
問
題
ニ
關
シ
忌
憚
ナ
キ
!
見
ノ
交
換
ヲ
致
度
シ
ト
5

提
ノ
上
對
坐
時
餘
ニ
亘
リ
會
談
セ
シ
	
領
左
ノ
�
リ

�
︑
先
ツ
抗
日
共
產
分
子
取
締
ニ
關
ス
ル
從
來
ノ
經
梓
ヲ
�
ヘ
タ
ル
上

似
警
吾
問
題
ニ
言
及
シ
同
人
ノ
引
渡
未
タ
ニ
實
現
セ
サ
ル
爲
頗
ル

氣
マ
ツ
キ
關
係
ニ
在
リ
議
論
ハ
兎
ニ
角
ト
シ
テ
當
地
日
英
間
ノ
空

氣
ヲ
一
新
ス
ル
爲
ニ
モ
大
局
的
見
地
ヨ
リ
d
ニ
引
渡
方
盡
力
ア
リ

タ
キ
旨
日
本
側
一
般
ノ
不
滿
ノ
實
)
ヲ
訴
フ
ル
ト
共
ニ
依
賴
シ
タ

ル
處
英
國
大
使
ハ
本
件
ノ
經
梓
ハ
能
ク
承
知
シ
居
ル
モ
本
國
政
府

カ
主
義
上
ノ
問
題
ト
シ
テ
引
渡
ニ
同
意
セ
ス
唯
同
人
ノ
策
動
ヲ
封

ス
ル
爲
引
續
キ
拘
禁
ス
ル
ノ
他
ナ
キ

第
ナ
リ
現
ニ
自
分
モ
�
日

拘
禁
中
ノ
似
警
吾
ヲ
實
見
シ
タ
ル
カ
同
人
ノ
問
題
ノ
爲
日
英
間
ニ

氣
マ
ツ
キ
關
係
ヲ
持
續
ス
ル
コ
ト
ハ
面
白
カ
ラ
サ
ル
ニ
付
自
分
一

己
ノ
!
見
ナ
ル
カ
同
人
ヲ
天
津
ヨ
リ
他
ニ
移
シ
拘
禁
シ
熱
リ
ヲ
冷

ス
コ
ト
ハ
如
何
ト
持
出
シ
タ
ル
ニ
付
日
本
側
ニ
於
テ
ハ
旣
ニ
斯
ル

)
報
ニ
接
シ
神
經
ヲ
尖
ラ
シ
居
ル
矢
先
ナ
ル
ニ
付
若
シ
右
カ
實
現

ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ア
レ
ハ
由
々
シ
キ
大
事
ナ
リ

似⑵

警
吾
問
題
ニ
對
シ
テ
ハ
日
本
側
ト
シ
テ
大
イ
ニ
不
滿
ナ
ル
隱
�

自
重
英
國
側
カ
態
度
ヲ
更
メ
引
渡
ニ
應
ス
ル
コ
ト
ヲ
期
待
シ
ツ
ツ

ア
ル
狀
況
ナ
ル
ニ
付
他
地
ヘ
ノ
移
7
ハ
斷
シ
テ
不
可
ナ
リ
ト
强
ク

反
對
シ
置
ケ
リ

�
︑

テ
本
官
ヨ
リ
英
國
警
察
夷
制
問
題
ニ
言
及
シ
英
人
警
察
官
ニ
付

テ
兎
角
ノ
疑
惑
ヲ
有
ス
ル

第
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
支
%
人
警
察
官
中

1 封鎖実施に至る経緯
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ニ
ハ
抗
日
共
產
分
子
ト
�
謀
ノ
疑
ア
ル
者
ア
リ
ト
ノ
)
報
ニ
接
シ

居
リ
殊
ニ
警
察
副
署
長
李
漢
元
ニ
付
テ
ハ
疑
頗
ル
濃
厚
ニ
シ
テ
日

本
側
一
般
ノ
間
ニ
不
�
快
ナ
ル
印
象
ヲ
有
シ
居
ル
ニ
付
日
英
關
係

改
善
ノ
爲
同
人
更
�
方
	
�
シ
タ
ル
ニ
大
使
ハ
疑
惑
ノ
ミ
ニ
テ
ハ

何
ト
モ
措
置
シ
難
キ
ニ
付
實
證
提
供
セ
ラ
レ
タ
ク
若
シ
事
實
ナ
ル

ニ
於
テ
ハ
善
處
ス
ヘ
キ
旨
答
ヘ
タ
リ

�
︑

⑶

轉
シ
テ
現
銀
引
渡
問
題
ニ
關
ス
ル
日
本
側
主
張
ノ
根
據
ヲ
說
明
シ

租
界
內
現
銀
封
印
ノ
件
ニ
付
テ
ハ
英
佛
側
ト
多
少
ノ
步
寄
リ
ヲ
見

タ
ル
モ
其
ノ
條
件
中
ニ
ハ
當
方
ノ
	
�
ニ
副
ハ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
結

局
日
本
側
ト
シ
テ
ハ
現
銀
ノ
引
渡
ヲ
�
迄
求
ム
ル
ノ
他
ナ
キ

第

ナ
リ
ト
�
ヘ
タ
ル
ニ
大
使
ハ
日
本
側
ノ
主
張
ハ
頗
ル
巧
妙
ニ
作
ラ

レ
居
ル
モ
當
方
ニ
モ
當
方
ノ
主
張
ア
ル
譯
ナ
ル
ニ
付
目
下
ノ
!
如

何
ト
モ
シ
難
キ
旨
�
ヘ
タ
リ
=
ン
テ
本
官
ヨ
リ
不
法
﹁
ラ
ヂ
オ
﹂

取
締
問
題
︑
排
日
敎
科
書
修
正
問
題
等
ニ
關
ス
ル
從
來
ノ
經
梓
ヲ

說
明
シ
善
處
方
希
�
シ
タ
ル
ニ
大
使
ハ
是
等
ノ
問
題
ニ
付
テ
ハ
然

ル
ヘ
キ
方
法
ヲ
見
出
ス
ヘ
シ
ト
思
考
セ
ラ
ル
ル
ニ
付
﹁
ヂ
エ
ミ
ソ

ン
﹂
總
領
事
ト
モ
能
ク
打
合
セ
置
ク
ヘ
キ
旨
�
ヘ
タ
リ

B
︑
最
後
ニ
英
國
大
使
ハ
本
官
ノ
忌
憚
ナ
キ
!
見
ノ
開
陳
ヲ
謝
シ
タ
ル

上
英
國
側
ト
シ
テ
モ
出
來
得
ル
限
リ
¡
和
裡
ニ
問
題
ヲ
處
理
シ
タ

キ
方
針
ナ
ル
ニ
付
日
本
側
ノ
	
�
ニ
對
シ
テ
モ
事
)
ノ
許
ス
限
リ

之
ニ
應
シ
タ
キ
意
�
ナ
リ
ト
�
ヘ
明
日
北
京
ヘ
赴
ク
ヘ
キ
處
最
�

迄
北
京
方
面
ニ
於
ケ
ル
)
報
ニ
依
レ
ハ
自
分
ノ
北
京
滯
在
中
自
分

ニ
對
ス
ル
¢
殺
計
畫
ア
リ
ト
ノ
コ
ト
ナ
ル
カ
別
段
氣
ニ
留
メ
居
ル


第
ニ
ア
ラ
サ
ル
モ
﹁
ヂ
エ
﹂
總
領
事
ヨ
リ
貴
官
宛
書
面
ヲ
以
テ

不
祥
事
ノ
豫
防
方
依
賴
シ
置
キ
タ
ル
筈
ナ
リ
ト
語
レ
リ

尙
大
使
ハ
午
後
十
二
時
五
十
分
天
津
發
北
京
ニ
赴
キ
十
一
日
迄
滯
在

北
京
ヨ
リ
¥
山
ニ
赴
キ
十
四
日
迄
同
地
滯
在
ノ
上
秦
皇
島
ヲ
經
テ
歸

¦
ノ
豫
定
ナ
ル
由

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月
§
日

在
北
京
堀
内
大
使
館
参
事
官
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1473

14
天
津
租
界
の
検
問
打
切
り
を
軍
側
決
定
に
つ
い
て

北

京

�
月
§
日
後
発

本

省

�
月
§
日
夜
着

第
一
二
七
號
(
部
外
極
祕
)

本
官
發
天
津
宛
電
報

第
一
六
號

2472



貴
官
發
大
臣
宛
電
報
第
三
六
號
ニ
關
シ

當
地
軍
司
令
部
ニ
於
テ
モ
先
般
本
間
部
@
長
︑
柴
山
/
關
長
其
ノ
他

關
係
者
ヲ
召
集
シ
討
議
ヲ
重
ネ
タ
ル
趣
ナ
ル
カ
結
局
一
應
軍
ノ
威
力

ヲ
示
シ
タ
ル

第
ニ
テ
モ
ア
リ
又
/
關
ニ
於
テ
モ
再
考
ス
ル
コ
ト
今

後
ノ
交
涉
ニ
ハ
寧
ロ
便
ナ
リ
ト
ノ
意
見
ア
リ
且
目
下
舊
正
モ
©
リ
居

リ
金
融
其
ノ
他
ノ
關
係
ヨ
リ
一
般
支
%
人
ノ
便
宜
ヲ
モ
考
慮
シ
來
ル

八
日
頃
一
應
本
件
檢
査
ヲ
打
切
リ
租
界
問
題
交
涉
ノ
模
樣
ニ
應
シ
更

ニ
有
效
ナ
ル
措
置
ヲ
執
ル
コ
ト
ニ
相
成
リ
タ
ル
趣
ニ
テ
軍
側
係
官
ヨ

リ
右
ニ
關
シ
大
使
館
側
ノ
了
解
ヲ
求
ム
ル
ト
共
ニ
今
後
外
務
官
憲
ニ

於
テ
モ
此
ノ
/
ニ
然
ル
ヘ
ク
善
處
ア
リ
タ
キ
旨
申
出
ノ

第
ア
リ
タ

リ
尙
本
件
ニ
關
シ
本
日
山
下
參
謀
長
赴
津
ノ
上
英
佛
側
ニ
對
ス
ル
今

後
ノ
措
置
及
打
切
ニ
對
ス
ル
說
明
其
ノ
他
詳
細
ニ
付
現
地
關
係
當
局

ト
打
合
ヲ
爲
ス
コ
ト
ト
ナ
リ
居
レ
リ
本
件
ハ
右
打
合
濟
ム
迄
部
外
極

祕
ト
セ
ラ
レ
タ
シ

大
臣
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛

1474

14

15

天
津
租
界
検
問
実
施
の
効
果
と
交
通
制
限
の
解
除
に

つ
き
報
告

/
密
第
二
〇
六
號

(
�
月

日
接
受
)

28

昭
和
十
四
年
二
月
十
五
日

在
天
津

總
領
事

田
代

重
德
〔
印
〕

外
務
大
臣

有
田

八
郞
殿

英
佛
租
界
境
界
線
ニ
於
ケ
ル
檢
問
檢
索
一
時
q
和
ニ
關
ス
ル
件

本
件
ニ
關
シ
テ
ハ
本
月
八
日
附
電
報
ノ

第
ア
ル
處
客
年
十
二
月
十

四
日
以
來
我
カ
軍
部
ニ
於
テ
ハ
英
佛
租
界
內
ニ
潛
居
¢
¬
シ
ツ
ツ
ア

ル
抗
日
共
產
份
子
ノ
策
動
ニ
對
ス
ル
意
味
ニ
於
テ
日
佛
境
界
線
ニ
�

永
久
的
ノ
鐵
條
網
ヲ
張
𢌞
ラ
シ
日
本
租
界
側
ノ
旭
街
︑
芙
蓉
街
︑
山

口
街
ノ
三
個
!
及
特
三
袷
側
ノ
萬
國
橋
竝
ニ
英
租
界
特
一
袷
間
ノ
中

街
及
泰
安
�
︑
英
國
競
馬
場
ノ
七
個
!
ヲ
午
5
六
時
ヨ
リ
午
後
十
二

時
迄
開
放
シ
軍
警
協
力
シ
嚴
重
檢
問
檢
索
ヲ
實
施
シ
ツ
ツ
ア
リ
タ
ル

カ
姐
地
域
ノ
交
�
制
限
以
來
英
佛
租
界
內
ニ
居
M
セ
ル
®
人
及
同
商

社
ハ
續
々
兩
租
界
外
ニ
移
轉
シ
一
般
®
人
ノ
殘
留
ス
ル
モ
ノ
一
月
末

ニ
於
テ
僅
々
四
十
三
戶
百
六
十
名
ニ
�
キ
サ
ル
減
少
振
ヲ
示
シ
爲
之

兩
租
界
內
ニ
ハ
日
本
側
ノ
英
佛
租
界
內
抗
日
份
子
ニ
對
ス
ル
積
極
的

肅
淸
工
作
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
種
々
謠
言
續
出
シ
英
佛
側
ニ
於
テ

1 封鎖実施に至る経緯
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ハ
義
勇
@
ヲ
組
囲
ス
ル
外
軍
ノ
增
强
︑
軍
艦
ノ
³
´
等
ア
リ
之
カ
爲

一
般
外
人
方
面
ニ
於
テ
モ
之
ニ
衝
動
ヲ
受
ケ
µ
女
子
ノ
他
地
ヘ
ノ
¶

難
者
續
出
シ
タ
ル
模
樣
ニ
テ
兩
租
界
內
ノ
居
M
者
ハ
交
�
制
限
ニ
因

リ
極
度
ノ
不
便
ヲ
來
シ
兩
租
界
內
ノ
諸
物
價
ハ
k
·
シ
華
人
商
店
娯

樂
場
等
ノ
客
足
ハ
k
ニ
減
少
シ
左
ナ
キ
タ
ニ
不
況
ニ
在
リ
タ
ル
昨
今

ノ
市
況
ニ
加
ヘ
舊
年
關
ヲ
控
ヘ
華
商
筋
ニ
於
テ
ハ
頓
ニ
¸
慌
ヲ
來
シ

華
人
有
力
者
ハ
寄
々
協
議
ノ
上
英
佛
租
界
當
局
ニ
對
シ
良
民
保
僉
ノ

見
地
ヨ
リ
抗
日
分
子
ノ
策
動
取
締
ニ
關
シ
日
本
側
ニ
協
力
方
ヲ
慫
慂

シ
外
人
團
体
ニ
於
テ
モ
善
後
策
ヲ
協
議
ス
ル
等
相
當
波
紋
ヲ
起
シ
ツ

ツ
ア
リ
タ
ル
カ
他
方
抗
日
分
子
ノ
策
動
ハ
兩
租
界
外
ニ
於
テ
極
メ
テ

¹
極
的
ト
ナ
リ
小
規
模
ノ
放
火
事
件
ヲ
發
生
シ
ツ
ツ
ア
ル
W
度
ニ
�

キ
ス
從
ツ
テ
損
º
モ
極
少
額
ニ
シ
テ
大
体
交
�
制
限
ノ
效
果
ヲ
*
メ

ツ
ツ
ア
リ
タ
ル

第
ナ
ル
處
本
間
部
@
ニ
於
テ
ハ︵

昨マ
マ

八︶

日
午
5
零
時

ヲ
期
シ
別
»
第
一
號
佈
吿
ノ
�
一
齊
ニ
交
�
制
限
解
除
ヲ
行
ヒ
從
來

配
置
セ
ル
軍
@
及
警
察
官
ハ
其
儘
引
續
キ
配
置
ヲ
爲
シ
容
疑
者
ノ
ミ

ニ
對
シ
隨
時
檢
問
檢
索
ヲ
行
フ
コ
ト
ト
シ
別
»
第
二
號

(
省
略
)

軍
當
局
談
ヲ

發
表
セ
ル
カ
軍
部
ニ
於
テ
ハ
交
�
制
限
解
除
ニ
ヨ
リ
テ
再
ヒ
抗
日
分

子
ノ
活
¬
行
ハ
ル
ル
ニ
至
ラ
ハ
何
時
ニ
於
テ
モ
從
5
ヨ
リ
モ
一
層
嚴

重
ナ
ル
制
限
ヲ
行
フ
豫
定
ナ
リ

尙
英
佛
租
界
內
居
M
一
般
市
民
ハ
右
制
限
解
除
ニ
ヨ
リ
一
先
ツ
愁
眉

ヲ
開
キ
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
市
況
ハ
k
ニ
活
況
ヲ
¼
ス
ル
ニ
至
レ
リ

右
何
等
御
參
考
迄
報
吿
ス

本
信
寫
7
付
先

在
支
大
使

北
京

上
海

南
京

漢
口

靑
島

濟
南

張
家
口

第
一
號佈

吿

�
︑
天
津
ニ
於
ケ
ル
抗
日
共
產
分
子
ノ
策
動
ハ
我
檢
問
及
交
�
制
限
ニ

依
リ
一
時
小
康
ヲ
見
ル
ニ
至
レ
リ
依
テ
二
月
八
日
十
二
時
以
降
英

佛
租
界
ニ
�
ス
ル
左
記
�
路
ニ
限
リ
交
�
制
限
ヲ
解
除
ス
︑
但
シ

必
	
ニ
應
シ
臨
時
檢
問
檢
索
ヲ
行
フ

左

記

萬
國
橋
︑
旭
街
︑
中
街
︑
山
口
街
︑
芙
蓉
街
︑
英
國
競
馬
場
�
︑

泰
安
�

�
︑
右
ノ
如
ク
制
限
解
除
ス
ト
雖
)
勢
ニ
應
シ
テ
ハ
隨
時
之
ヲ
復
活
ス

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
更
ニ
之
ヲ
强
&
シ
或
ハ
他
ノ
有
效
ナ
ル
手
段
ヲ
執

ル
�
︑
二
月
七
日
以
5
發
行
セ
ル
�
行
證
ハ
爾
今
無
效
ト
ス

2474



昭
和
十
四
年
二
月
八
日

大
日
本
軍

天
津
防
衞
司
令
官

昭
和

年
�
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1475

14

28

日
本
軍
に
よ
る
天
津
英
仏
租
界
周
囲
へ
の
高
圧
線
付

き
鉄
条
網
架
設
を
英
仏
側
抗
議
に
つ
い
て

天

津

�
月

日
後
発

28

本

省

�
月

日
夜
着

28

第
一
〇
三
號

本
二
十
八
日
佛
總
領
事
及
英
首
席
領
事
本
官
來
訪
今
般
日
本
軍
ニ
於

テ
英
佛
租
界
周
圍
ニ
高
壓
線
附
鐵
條
網
ヲ
架
設
セ
ル
件
ニ
關
シ
嚴
重

ナ
ル
抗
議
文
ヲ
提
出
ス
ル
ト
共
ニ
右
架
設
ノ
理
由
如
何
ヲ
問
ヘ
ル
ニ

依
リ
本
官
ヨ
リ
5
囘
ノ
檢
問
解
除
ニ
關
ス
ル
布
吿
ニ
モ
示
サ
レ
タ
ル

如
ク
英
佛
當
局
ノ
抗
日
分
子
取
締
ニ
�
意
ヲ
缺
キ
徹
底
セ
サ
ル
限
リ

何
時
ニ
テ
モ
更
ニ
嚴
重
ナ
ル
�
圍
ヲ
實
施
シ
抗
日
分
子
ノ
策
動
ニ
備

ヘ
得
ル
樣
準
備
シ
居
ル
ニ
�
キ
サ
ル
旨
ヲ
答
ヘ
日
本
側
ト
シ
テ
モ
決

シ
テ
事
ヲ
好
ン
テ
爲
シ
居
ル

第
ニ
ア
ラ
サ
ル
ニ
付
從
來
ノ
當
方
ノ

申
入
ニ
對
シ
積
極
的
ニ
協
力
ノ
�
意
ヲ
示
ス
ニ
於
テ
ハ
問
題
ノ
q
和

ヲ
計
リ
得
ヘ
シ
ト
�
ヘ
タ
ル
處
英
佛
租
界
側
ニ
向
ツ
テ
ハ
高
壓
線
カ

½
險
防
止
ノ
設
備
ナ
ク
非
人
�
問
題
ナ
リ
等
ト
頻
リ
ニ
﹁
コ
ン
プ
レ

ー
ン
﹂
シ
居
リ
タ
リ

北
京
︑
上
海
︑
漢
口
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
¾
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1476

14

14

四
月
末
ま
で
に
天
津
英
仏
租
界
当
局
が
抗
日
活
動
家

の
取
締
に
誠
意
を
示
さ
な
け
れ
ば
厳
重
な
検
問
検
索

を
実
行
す
る
と
の
軍
側
意
向
に
つ
い
て

天

津

¾
月

日
後
発

14

本

省

¾
月

日
夜
着

14

第
一
六
〇
號
(
部
外
祕
)

軍
側
ニ
於
テ
英
佛
租
界
周
圍
ノ
鐵
條
網
ヲ
一
層
强
&
ス
ル
ト
共
ニ
從

來
ノ
一
時
的
檢
問
檢
索
!
ヲ
煉
瓦
¿
ノ
�
永
久
的
設
備
ニ
改
¿
シ
タ

ル

第
ハ
�
電
第
一
〇
三
號
及
第
一
〇
八
號
ノ
�
リ
ナ
ル
處
軍
側
目

標
ハ
一
ニ
英
佛
租
界
內
抗
日
共
產
分
子
ノ
徹
底
的
取
締
ニ
在
リ
テ
最

�
ノ
空
氣
ハ
右
目
的
�
成
ノ
爲
英
佛
租
界
當
局
ニ
對
シ
�
迄
是
等
反

日
分
子
ノ
Q
捕
引
渡
ヲ
	
求
ス
ル
モ
似
警
吾
問
題
ノ
如
ク
引
渡
ヲ
肯

1 封鎖実施に至る経緯
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セ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
租
界
外
>
放
(
似
警
吾
ノ
場
合
當
僂
英
總
領
事
ハ

>
放
シ
日
時
場
!
ノ
內
報
ハ
絕
對
ニ
セ
ス
ト
主
張
シ
タ
ル
爲
我
方
ノ

嚴
重
ナ
ル
抗
議
ト
ナ
リ
w
ニ
倫
敦
ニ
�
訓
ノ
結
果
>
放
セ
サ
ル
代
リ

ニ
引
渡
モ
セ
ス
工
部
局
警
察
署
內
ニ
事
態
T
了
迄
留
置
シ
置
ク
コ
ト

ト
ナ
レ
リ
客
年
�
電
御
參
照
)
モ
已
ム
ヲ
得
ス
但
シ
極
力
日
時
場
!

等
ヲ
內
報
セ
シ
ム
ル
樣
工
作
ス
ト
ノ
建
5
ニ
テ
英
佛
當
局
ノ
�
意
ア

ル
協
力
ヲ
	
求
シ
四
月
末
迄
(
軍
側
ニ
テ
ハ
五
月
迄
ニ
北
支
治
安
工

作
ニ
目
鼻
ヲ
付
ケ
タ
キ
希
�
ヲ
有
ス
)
效
果
ノ
有
無
ヲ
驗
シ
タ
ル
上

w
ニ
效
果
ナ
シ
ト
*
メ
タ
ル
場
合
ハ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
付
租
界
內
抗

日
分
子
ノ
Q
捕
引
渡
︑
工
部
局
警
察
ニ
若
干
名
ノ
®
人
Á
問
乃
至
親

日
支
%
人
傭
聘
方
書
面
ヲ
以
テ
	
求
シ
聽
カ
サ
ル
場
合
ハ
直
ニ
租
界

周
圍
ノ
鐵
條
網
ヲ
電
&
シ
人
及
物
ニ
及
フ
極
メ
テ
嚴
重
ナ
ル
檢
問
檢

索
ヲ
開
始
セ
ン
ト
ス
ル
意
�
ナ
ル
カ
如
シ
御
參
考
迄

北
京
︑
上
海
︑
漢
口
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
¾
月

日

在
上
海
三
浦
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1477

14

16

天
津
租
界
問
題
に
関
す
る
仏
国
側
対
日
態
度
の
軟
化

を
窺
わ
せ
る
同
国
代
理
大
使
の
内
話
に
つ
い
て

上

海

¾
月

日
後
発

16

本

省

¾
月

日
夜
着

16

第
六
九
三
號

森
島
參
事
官
ヨ
リ

佛
代
理
大
使
北
支
旅
行
ヨ
リ
歸
來
セ
ル
ニ
付
十
五
日
懇
談
セ
ル
處
同

代
理
大
使
ハ
特
ニ
北
支
方
面
ノ
日
佛
關
係
ニ
關
シ
種
々
苦
)
ヲ
�
ヘ

居
タ
ル
カ
日
本
側
ニ
對
ス
ル
佛
當
局
ノ
協
力
ノ
握
ニ
關
シ

佛
ト
シ
テ
ハ
主
義
原
則
ノ
問
題
ニ
觸
レ
ス
且
先
般
漢
口
佛
租
界
手
入

ノ
際
日
本
憲
兵
カ
佛
官
憲
ト
協
力
シ
タ
ル
場
合
佛
領
事
ハ
日
本
憲
兵

ノ
關
與
ヲ
祕
シ
タ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ス
日
本
側
�
信
カ
露
骨
ニ
之
ヲ
報
�

シ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
タ
ル
カ
右
ノ
如
ク
表
沙
汰
ナ
ラ
サ
ル
限
リ
出
來
得

ル
限
リ
日
本
側
ト
協
力
ス
ル
方
針
ニ
シ
テ
天
津
租
界
內
銀
封
印
問
題

(
北
京
發
天
津
宛
電
報
第
二
二
七
號
御
參
照
)
ニ
付
曩
ニ
田
代
總
領
事

ヨ
リ
日
本
總
領
事
館
代
表
者
ノ
立
會
方
申
入
ア
リ
其
ノ
後
更
ニ
同
總

領
事
ヨ
リ
陸
軍
側
代
表
者
ノ
立
會
方
希
�
ア
リ
タ
ル
カ
自
分
ト
シ
テ

ハ
5
者
ハ
勿
論
差
支
ナ
ク
後
者
ハ
¡
:
ニ
テ
立
會
ハ
ル
ル
ナ
ラ
ハ
悪

*
ス
ル
樣
致
度
キ
方
針
ナ
リ
ト
內
話
セ
ル
ニ
付
本
官
ヨ
リ
天
津
ニ
於

ケ
ル
日
佛
間
ノ
協
力
ヲ
更
ニ
一
層
+
體
&
セ
ン
カ
爲
佛
租
界
ノ
抗
日

分
子
乃
至
共
產
分
子
等
ノ
引
渡
ヲ
實
行
シ
テ
ハ
如
何
左
ス
レ
ハ
天
津
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方
面
ノ
日
佛
關
係
改
善
ニ
Â
ス
ル
コ
ト
大
ナ
ル
ヘ
シ
ト
誘
ヒ
タ
ル
處

同
大
使
ハ
日
本
側
限
リ
ノ
獨
立
ノ
行
動
ハ
*
メ
得
サ
ル
モ
日
本
側
ヨ

リ
確
證
ヲ
御
提
示
ア
ラ
ハ
租
界
側
ニ
於
テ
搜
査
及
其
ノ
他
�
宜
ノ
措

置
ヲ
執
ル
ヘ
ク
其
ノ
際
犯
罪
ニ
付
確
證
ヲ
得
レ
ハ
佛
租
界
ノ
治
安
ヲ

º
ス
ル
者
ト
シ
テ
引
渡
シ
又
ハ
>
放
ス
ル
モ
可
ナ
リ
ト
內
話
シ
從
來

屢

ノ
會
談
ニ
於
テ
佛
租
界
ノ
中
立
性
ヲ
盾
ニ
取
リ
引
渡
又
ハ
>
放

ヲ
主
義
上
拒
否
シ
來
レ
ル
佛
從
5
ノ
態
度
ニ
比
シ
著
シ
キ
變
&
ヲ
來

シ
居
レ
リ
ト
*
メ
ラ
レ
タ
リ


テ
同
代
理
大
使
ハ
先
般
漢
口
佛
領
事
ヨ
リ
同
地
佛
租
界
內
ノ
交
�

銀
行
ノ
建
物
ニ
關
シ
日
本
側
ニ
テ
使
用
シ
タ
キ
旨
申
入
ア
リ
タ
ル
趣

ニ
テ
�
訓
越
シ
タ
ル
ニ
付
自
分
ト
シ
テ
主
義
上
ノ
問
題
ト
ス
ル
コ
ト

ヲ
¶
ケ
大
使
館
側
ニ
對
シ
何
事
モ
ナ
カ
リ
シ
建
5
ノ
下
ニ
同
地
限
リ

ニ
テ
措
置
方
指
圖
シ
置
ケ
リ
ト
�
ヘ
タ
リ

右
靑
天
白
日
旗
揭
揚
禁
止
等
ニ
モ
關
聯
シ
御
參
考
迄

北
京
︑
天
津
︑
漢
口
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月
�
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1478

14
天
津
租
界
取
締
問
題
で
英
国
側
が
誠
意
あ
る
対
応
を

と
る
よ
う
ピ
ゴ
ッ
ト
少
将
へ
要
請
に
つ
い
て

天

津

�
月
�
日
後
発

本

省

�
月
�
日
夜
着

第
二
二
三
號

貴
電
合
第
五
八
八
號
ニ
關
シ

｢
ピ
ゴ
ツ
ト
﹂
少
將
ハ
三
日
來
津
四
日
本
官
來
訪
現
地
ノ
困
難
ナ
ル

日
英
關
係
ノ
眞
ノ
原
因
ヲ
探
究
ス
ル
爲
來
津
シ
タ
ル
旨
ヲ
�
ヘ
本
官

ノ
忌
憚
無
キ
意
見
ヲ
求
メ
タ
ル
ニ
付
英
國
側
カ
北
支
ノ
實
)
ヲ
*
闇

セ
ス
常
ニ
租
界
ノ
中
立
乃
至
臨
時
政
府
不
承
*
等
ノ
理
論
ニ
拘
泥
シ

租
界
內
抗
日
共
產
分
子
ノ
取
締
ニ
效
果
ア
ル
協
力
ヲ
爲
サ
サ
ル
爲
w

ニ
今
日
ノ
如
キ
事
態
ニ
立
至
リ
タ
ル

第
ヲ
似
警
吾
問
題
等
ノ
例
ヲ

擧
ケ
詳
細
說
明
シ
タ
ル
上
英
國
側
ニ
シ
テ
似
ノ
引
渡
ヲ
手
始
メ
ニ
租

界
內
抗
日
共
產
分
子
ノ
Q
捕
引
渡
(
引
渡
不
能
ノ
場
合
租
界
外
ニ
>

放
シ
日
時
場
!
等
ヲ
內
報
ス
ル
コ
ト
)
ヲ
承
諾
シ
英
租
界
工
部
局
警

察
ニ
日
本
人
Á
問
若
ク
ハ
聯
絡
員
及
日
本
側
ノ
推
薦
ス
ル
支
%
人
幹

部
警
察
官
ヲ
�
用
ス
ル
等
充
分
協
力
ノ
�
意
ヲ
示
ス
ニ
於
テ
ハ
租
界

境
界
線
ニ
於
テ
檢
問
檢
策
ヲ

(
索
ヵ
)

行
フ
ノ
必
	
モ
無
カ
ル
ヘ
キ
旨
�
ヘ
タ

ル
處
﹁
ピ
﹂
ハ
自
分
ハ
武
官
タ
ル
地
位
以
上
ニ
或
W
度
ノ
﹁
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ス
﹂
ヲ
持
チ
居
ル
ニ
付
英
國
總
領
事
ト
モ
打
合
ノ
上
出
來
得

1 封鎖実施に至る経緯
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ル
限
リ
日
本
側
ノ
	
�
ニ
副
フ
樣
盡
力
ス
ヘ
ク
尙
之
カ
爲
ニ
ハ
日
本

側
ニ
ヨ
リ
英
國
ノ
輿
論
ヲ
s
分
ニ
テ
モ
q
和
ス
ル
カ
如
キ
﹁
ゼ
ス
チ

ユ
ア
﹂
(
例
ヘ
ハ
太
古
洋
行
ノ
白
河
渡
G
復
活
︑
Ｐ
︑
Ｔ
﹁
タ
イ
ム

ス
﹂
ノ
解
禁
等
)
ア
ラ
ハ
工
作
上
極
メ
テ
好
都
合
ニ
テ
然
ル
時
ハ
日

本
側
ノ
	
�
モ
何
ト
カ
シ
テ
實
現
セ
シ
メ
得
ル
ヤ
ノ
口
吻
ヲ
漏
ラ
シ

タ
リ
尙
﹁
ピ
﹂
ハ
明
五
日
本
間
部
@
長
ヲ
訪
問
ノ
筈

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月
§
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1479

14
天
津
英
租
界
内
で
の
捜
査
協
力
に
関
す
る
本
間
師
団

長
と
ピ
ゴ
ッ
ト
少
将
と
の
会
談
内
容
報
告

天

津

�
月
§
日
後
発

本

省

�
月
§
日
夜
着

第
二
二
四
號

�
電
第
二
二
三
號
ニ
關
シ

本
五
日
﹁
ピ
ゴ
ツ
ト
﹂
少
將
ハ
本
間
中
將
�
訪
租
界
問
題
ニ
關
シ
意

見
ノ
交
換
ヲ
爲
シ
タ
ル
際
同
中
將
ヨ
リ
英
界
內
不
�
分
子
ノ
搜
査
Q

捕
ノ
實
績
ヲ
擧
ク
ル
爲
隨
時
私
:
ノ
日
本
警
察
官
若
ハ
憲
兵
ヲ
同
租

界
內
ニ
入
レ
英
側
警
察
ニ
協
力
ス
ル
コ
ト
ト
シ
不
�
分
子
Q
捕
ノ
場

合
英
側
ニ
テ
引
渡
不
能
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
日
時
場
!
等
ヲ
日
本
側
ニ
內

報
シ
租
界
外
ニ
>
放
ス
ル
コ
ト
ト
シ
テ
ハ
如
何
ト
提
示
シ
タ
ル
ニ

﹁
ピ
﹂
ハ
日
本
側
ニ
於
テ
ハ
何
ノ
位
ノ
人
員
ヲ
英
界
內
ニ
入
レ
タ
キ

希
�
ナ
リ
ヤ
ト
e
ネ
タ
ル
ニ
付
同
中
將
ハ
夫
ハ
個
々
ノ
場
合
ニ
依
リ

テ
異
ル
ヘ
ク
細
目
ハ
憲
兵
@
長
ニ
就
キ
承
知
セ
ラ
レ
タ
キ
旨
答
ヘ
タ

ル
趣
ナ
リ

本
間
中
將
ト
會
談
後
﹁
ピ
﹂
ハ
本
官
ヲ
來
訪
シ
會
談
ノ
內
容
ヲ
�
報

ス
ル
ト
共
ニ
昨
夜
﹁
ハ
ー
バ
ー
ト
﹂
首
席
領
事
ヲ
僂
メ
英
工
部
局
關

係
者
ト
晚
餐
ヲ
共
ニ
シ
懇
談
シ
タ
ル
結
果
本
官
!
見
ノ
內
英
工
部
局

ニ
日
本
人
連
絡
員
ヲ
設
置
ス
ル
件
ニ
付
テ
ハ
各
方
面
共
異
議
ナ
キ
模

樣
ニ
テ
租
界
問
題
解
決
ニ
第
一
步
ヲ
踏
出
シ
得
タ
ル

第
ナ
リ
ト
語

レ
リ

尙
﹁
ピ
﹂
ハ
明
六
日
t
北
京
ニ
赴
キ
杉
山
大
將
ニ
敬
意
ヲ
表
シ
タ
ル

上
同
夜
歸
任
引

(
津
ヵ
)

續
キ
當
地
滯
在
ノ
上
八
日
カ
九
日
頃
歸
京
シ

(
t
ヵ
)

タ
キ
旨

�
ヘ
タ
リ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

2478



昭
和

年
�
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1480

14

10

天
津
海
関
監
督
に
任
命
さ
れ
た
程
錫
庚
が
天
津
英
租

界
内
で
殺
害
さ
れ
た
旨
報
告

天

津

�
月

日
後
発

10

本

省

�
月

日
夜
着

10

第
二
二
八
號

5
當
地
聯
銀
支
店
長
W
錫
庚
(
�
電
第
一
九
九
號
溫
世
珍
ノ
後
任
ト

シ
テ
天
津
海
關
監
督
ニ
任
命
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
未
タ
就
任
セ
ス
)
昨
九

日
夜
英
租
界
映
畫
館
﹁
グ
ラ
ン
ド
﹂
ニ
於
テ
映
畫
觀
覽
中
兇
漢
ニ
狙

擊
セ
ラ
レ
卽
死
シ
È
席
ニ
居
合
シ
タ
ル
露
國
人
及
瑞
西
人
之
ヲ
抑
ヘ

ン
ト
シ
兩
名
共
又
狙
擊
セ
ラ
レ
一
名
ハ
卽
死
一
名
ハ
重
傷
ヲ
É
ヒ
タ

リ
犯
人
ハ
逸
早
ク
Ê
走
セ
ル
趣
ニ
テ
目
下
行
衞
嚴
探
中

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1481

14

10

天
津
租
界
工
部
局
へ
の
日
本
人
顧
問
採
用
決
定
な
ど

対
日
協
力
に
関
す
る
ピ
ゴ
ッ
ト
の
言
明
に
つ
い
て

天

津

�
月

日
後
発

10

本

省

�
月

日
夜
着

10

第
二
三
〇
號

�⑴

電
第
二
二
三
號
ニ
關
シ

六
日
﹁
ピ
ゴ
ツ
ト
﹂
ハ
北
京
ニ
赴
キ
杉
山
司
令
官
ト
約
四
十
分
ニ
亘

リ
租
界
問
題
等
ニ
付
會
談
ノ
後
憲
兵
司
令
部
幕
僚
ニ
面
會
挨
拶
ヲ
交

ハ
シ
テ
歸
津
七
日
柴
山
特
務
/
關
長
及
村
野
憲
兵
@
長
ヲ
訪
問
租
界

問
題
ニ
付
意
見
ヲ
交
換
セ
ル
カ
憲
兵
@
ニ
於
テ
ハ
英
租
界
內
抗
日
共

產
分
子
ノ
活
動
狀
況
ニ
付
其
ノ
組
囲
系
統
竝
ニ
犯
行
ニ
使
用
セ
ル
時

計
仕
掛
爆
彈
等
證
據
物
件
ヲ
示
シ
テ
詳
細
說
明
ヲ
與
ヘ
タ
ル
結
果

﹁
ピ
ゴ
ツ
ト
﹂
ハ
我
方
カ
租
界
內
不
�
分
子
ノ
Q
捕
引
渡
方
	
求
ス

ル
ハ
決
シ
テ
無
理
ナ
ラ
サ
ル
!
以
ヲ
良
ク
了
解
シ
英
國
側
ノ
善
處
方

極
力
斡
旋
ス
ヘ
キ
旨
�
ヘ
居
タ
ル
趣
ナ
リ

テ
八
日
本
官
ニ
於
テ
本

間
中
將
及
﹁
ピ
ゴ
ツ
ト
﹂
﹁
ジ
エ
ミ
ソ
ン
﹂
竝
ニ
﹁
ハ
ー
バ
ー
ト
﹂

ヲ
茶
會
ニ
招
待
セ
ル
際
本
間
中
將
ヨ
リ
主
ト
シ
テ
﹁
ジ
エ
﹂
ニ
對
シ

時
餘
ニ
亘
リ
英
工
部
局
ニ
於
ケ
ル
日
本
人
Á
問
�
用
及
抗
日
共
產
分

子
ノ
共
同
Ë
査
︑
Q
捕
竝
ニ
引
渡
方
等
ニ
付
縷
々
我
方
意
�
ヲ
說
�

セ
ル
ニ
對
シ
﹁
ジ
エ
﹂
ハ
充
分
考
慮
シ
置
ク
ヘ
キ
旨
答
ヘ
テ
引
取
リ

タ
ル
カ

1 封鎖実施に至る経緯
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同⑵

日
﹁
ハ
ー
バ
ー
ト
﹂
宅
ニ
於
ケ
ル
晚
(
餐？
)
ノ
席
上
﹁
ピ
ゴ
ツ
ト
﹂

ハ
本
官
ニ
對
シ
Á
問
ノ
件
ハ
旣
ニ
工
部
局
ニ
於
テ
�
用
ノ
コ
ト
ニ
決

定
シ
(
候
補
者
ト
シ
テ
我
方
ヨ
リ
5
2
屯
軍
�
譯
官
中
澤
コ
ウ
助
ヲ

推
薦
ノ
豫
定
同
人
ハ
目
下

A
d
v
ise
r
o
f
th
e
A
sso
c
ia
te
d
B
ritish

C
o
m
m
itte
e
o
n
th
e
Ja
p
a
n
e
se
A
ffa
irs(
天
津
英
國
各
/
關
聯
合
委

員
會
Á
問
)
ナ
ル
名
目
ニ
テ
英
租
界
內
ニ
事
務
!
ヲ
持
チ
活
¬
中
)
タ

ル
ニ
付
�
々
ノ
內
ニ
實
現
ノ
Ö
ヒ
ト
ナ
ル
ヘ
キ
旨
及
抗
日
共
產
分
子

ノ
Q
捕
引
渡
ハ
兎
モ
角
是
等
不
�
分
子
ノ
租
界
外
>
放
(
日
時
竝
ニ

場
!
等
豫
メ
我
方
ニ
內
報
ノ
上
)
ハ
何
ト
カ
シ
テ
實
現
シ
得
ル
ニ
ア

ラ
ス
ヤ
ト
思
考
セ
ラ
ル
ル
旨
內
話
ス
ル
!
ア
リ
タ
リ
﹁
ピ
ゴ
ツ
ト
﹂

ハ
九
日
夜
行
ニ
テ
t
鮮
經
由
歸
t
ノ
�
ニ
就
ケ
ル
カ
在
津
中
寸
暗
ヲ

惜
ミ
テ
各
方
面
ト
接
觸
シ
日
英
間
困
難
ナ
ル
諸
問
題
ノ
原
因
除
去
方

ニ
付
眞
摯
熱
�
ナ
ル
努
力
ヲ
續
ケ
タ
ル
ハ
我
方
齊
シ
ク
之
ヲ
*
メ
居

ル
!
ナ
リ
(
此
ノ
握
﹁
ピ
﹂
ハ
十
二
日
澤
田

官
晚
餐
ニ
招
待
セ
ラ

レ
居
ル
由
ナ
ル
ニ
付

官
ヨ
リ
同
人
ニ
然
ル
ヘ
ク
御
傳
ヘ
ア
リ
タ

シ
)

北
京
︑
天
津
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1482

14

14

程
殺
害
事
件
に
お
け
る
日
英
共
同
捜
査
を
英
国
側
承

諾
に
つ
い
て

天

津

�
月

日
後
発

14

本

省

�
月

日
後
着

14

第
二
三
七
號

�
電
第
二
三
〇
號
ニ
關
シ

英
工
部
局
ニ
於
ケ
ル
日
本
人
Á
問
�
用
ノ
件
ハ
我
方
ヨ
リ
私
信
ノ
形

式
ヲ
以
テ
﹁
ジ
エ
ミ
ソ
ン
﹂
ニ
�
用
方
申
入
レ
先
方
ヨ
リ
應
諾
ノ
囘

答
ヲ
寄
越
ス
コ
ト
ニ
打
合
セ
昨
十
三
日
申
入
ヲ
了
セ
リ
(
�
復
文
書

郵
7
)

�
︑
抗
日
共
產
分
子
ノ
共
同
搜
査
Q
捕
ノ
件
ハ
十
日
英
國
側
ヲ
說
得
ノ

結
果
W
¢
殺
事
件
ニ
付
テ
ハ
先
方
ヨ
リ
我
憲
兵
@
ノ
協
力
×
助
ヲ

求
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
十
一
日
右
依
賴
ノ
公
文
(
原
文
郵
7
)
ヲ
7
付

越
セ
リ

尙
右
犯
人
竝
ニ
關
係
者
ハ
Q
捕

第
我
方
ニ
引
渡
ス
コ
ト
ニ
了
解

濟
�
︑
其
ノ
他
ノ
抗
日
共
產
分
子
ニ
付
テ
ハ
引
渡
モ
租
界
外
>
放
ノ
際
ノ

2480



內
報
モ
不
可
能
ナ
ル
カ
Q
捕
ノ
際
武
器
等
發
見
シ
タ
ル
時
ハ
引
渡

ス
建
5
ニ
テ
倫
敦
ニ
�
訓
ス
ヘ
ク
倫
敦
ハ
ヨ
モ
ヤ
引
渡
ヲ
拒
絕
ス

ル
カ
如
キ
コ
ト
ナ
カ
ル
ヘ
シ
ト
テ
我
方
ノ
入
手
セ
ル
)
報
ニ
基
キ

兎
ニ
角
共
同
搜
査
Q
捕
ヲ
現
實
ニ
=
メ
引
渡
等
ノ
握
ニ
付
テ
ハ

個
々
ノ
場
合
ニ
付
更
ニ
協
議
ス
ル
方
實
際
的
ナ
ラ
ス
ヤ
ト
ノ
口
吻

ヲ
洩
ラ
シ
居
レ
リ
此
ノ
握
我
方
	
求
貫
徹
方
一
層
努
力
ス
ヘ
キ
モ

右
不
取
敢

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1483

14

19

天
津
英
租
界
で
の
日
英
共
同
捜
査
に
よ
り
程
殺
害
事

件
の
容
疑
者
検
挙
に
つ
い
て

天

津

�
月

日
後
発

19

本

省

�
月

日
夜
着

19

第
二
四
四
號

�
電
第
二
三
七
號
ニ
關
シ

十
四
日
我
憲
兵
@
ハ
英
國
側
ト
打
合
ノ
結
果
十
五
日
午
5
六
時
將
校

以
下
憲
兵
七
名
�
譯
三
名
英
國
側
ノ
搜
査
ニ
共
同
セ
ル
カ
英
國
側
ハ

署
長
以
下
6
捕
七
十
名
指
S
官
十
二
名
探
偵
三
十
名
ヲ
以
テ
英
界
十

四
號
路
恆
裕
里
地
袷
其
ノ
他
三
箇
!
(
以
上
三
箇
!
ハ
憲
兵
@
側
ノ

)
報
ニ
基
ク
)
ヲ
約
二
時
間
�
ニ
亘
リ
一
齊
檢
索
シ
タ
ル
カ
+
體
的

ノ
收
穫
ナ
カ
リ
キ

テ
十
七
日
第
二
囘
共
同
搜
査
ヲ
實
施
我
方
ヨ
リ

將
校
以
下
憲
兵
四
名
�
譯
四
名
英
國
側
署
長
以
下
六
十
名
(
五
小
@
)

參
加
其
ノ
結
果
英
界
張
莊
大
橋
六
號
ニ
テ
王
文
科
ナ
ル
者
ヲ
Q
捕
目

下
工
部
局
ニ
テ
取
Ë
中
同
人
ハ
﹁
モ
ー
ゼ
ル
﹂
三
號
Ø
銃
一
及
彈
藥

百
發
ヲ
!
持
シ
居
タ
ル
由
尙
當
日
憲
兵
@
側
ノ
)
報
ニ
基
キ
共
產
第

八
路
軍
系
﹁
テ
ロ
﹂
團
容
疑
者
二
名
ヲ
取
抑
ヘ
目
下
工
部
局
ニ
テ
取

Ë
中
ナ
ル
カ
物
的
證
據
ナ
キ
爲
之
カ
引
渡
方
ニ
付
對
策
考
究
中
ナ
リ

第
三
囘
共
同
搜
査
ハ
不
日
實
施
ノ
豫
定
以
上
二
囘
ニ
亘
ル
共
同
搜
査

ニ
於
テ
ハ
英
國
側
ノ
態
度
ハ
極
メ
テ
熱
心
且
好
意
的
ニ
見
受
ケ
ラ
ル

ル
趣
ナ
リ

右
不
取
敢
御
參
考
迄

上
海
︑
北
京
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
�
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1484

14

26

程
殺
害
事
件
の
容
疑
者
に
対
す
る
日
本
側
取
調
べ
を

1 封鎖実施に至る経緯
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在
天
津
英
国
総
領
事
が
独
断
で
容
認
に
つ
い
て

天

津

�
月

日
後
発

26

本

省

�
月

日
後
着

26

第
二
六
〇
號

�
電
第
二
四
四
號
ニ
關
シ

憲
兵
@
ニ
於
テ
ハ
二
十
二
日
更
ニ
第
三
囘
共
同
搜
査
ヲ
行
ヒ
タ
ル
結

果
W
¢
殺
事
件
容
疑
者
支
%
人
數
名
ヲ
Q
捕
シ
タ
ル
カ
英
國
側
ハ
何

等
證
據
ナ
キ
ヲ
理
由
ト
シ
之
カ
引
渡
ハ
勿
論
訊
問
其
ノ
他
Ë
査
ノ
爲

日
限
ヲ
附
シ
我
方
ニ
貸
與
ス
ル
コ
ト
ヲ
モ
拒
否
ノ
態
度
ニ
出
テ
タ
ル

ヲ
以
テ
二
十
四
日
午
後
四
時
ヨ
リ
我
方
最
後
的
態
度
決
定
ノ
爲
各
關

係
/
關
會
合
ノ
手
筈
ヲ
定
メ
タ
ル
上
英
國
側
ニ
對
シ
容
疑
者
ヲ
貸
與

シ
得
ル
ヤ
否
ヤ
三
時
迄
ニ
囘
答
方
强
硬
ニ
申
入
置
キ
タ
ル
處
漸
ク
五

時
�
(
旣
ニ
會
議
中
)
英
國
側
ヨ
リ
明
日
正
午
迄
待
タ
レ
タ
シ
ト
電
話

越
シ
タ
リ

テ
二
十
五
日
正
午
英
總
領
事
本
官
ヲ
來
訪
熟
慮
ノ
結
果

﹁
カ
ー
﹂
大
使
ニ
モ
�
訓
セ
ス
獨
斷
ニ
テ
容
疑
者
一
同
ヲ
一
時
憲
兵

@
ニ
貸
與
ス
ル
コ
ト
ニ
決
シ
タ
ル
カ
四
十
八
時
間
以
內
ニ
 
Ú
ノ
コ

ト
︑
拷
問
ニ
掛
ケ
サ
ル
コ
ト
︑
之
ヲ
以
テ
先
例
ト
爲
サ
サ
ル
コ
ト
ノ

三
條
件
ヲ
附
シ
タ
シ
ト
�
ヘ
タ
ル
ニ
付
軍
側
ト
モ
協
議
ノ
上
英
國
側

ト
折
衝
ノ
結
果
我
方
ヨ
リ
五
日
以
內
ニ
 
Ú
ノ
コ
ト
拷
問
ニ
掛
ケ
サ

ル
コ
ト
將
來
ニ
關
シ
テ
ハ
個
々
ノ
場
合
ニ
付
協
議
ス
ヘ
ク
英
國
側
ハ

京
津
地
方
治
安
確
持

(
維
ヵ
)

ノ
見
地
ヨ
リ
今
囘
ト
同
樣
凡
ユ
ル
考
慮
ヲ
拂
フ

ヘ
シ
ト
ノ
趣
旨
ノ
公
文
(
郵
7
ス
)
ヲ
發
出
シ
直
ニ
容
疑
者
ヲ
憲
兵
@

ニ
引
取
リ
來
レ
リ
尙
英
國
側
ヨ
リ
右
ハ
現
地
限
リ
ノ
取
計
ナ
ル
ニ
付

新
聞
ニ
發
表
セ
サ
ル
樣
依
賴
ア
リ
タ
ル
ニ
付
御
含
置
キ
ア
リ
タ
シ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
§
月
§
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1485

14
臨
時
政
府
警
察
当
局
へ
の
程
殺
害
事
件
容
疑
者
の
引

渡
し
を
英
国
側
拒
絶
に
つ
い
て

天

津

§
月
§
日
前
発

本

省

§
月
§
日
前
着

第
二
八
〇
號

�
電
第
二
六
〇
號
ニ
關
シ

當
方
ニ
於
テ
ハ
本
件
犯
人
ノ
 
Ú
期
日
タ
ル
三
十
日
t
英
國
側
ニ
引

渡
5
犯
行
場
!
タ
ル
﹁
グ
ラ
ン
ド
シ
ア
タ
ー
﹂
5
ニ
於
テ
英
國
側

﹁
ハ
ー
バ
ー
ド
﹂
首
席
領
事
︑
﹁
デ
ニ
ス
﹂
署
長
及
﹁
グ
リ
ン
ス
レ

ー
﹂
特
察
長
︑
日
本
側
田
中
領
事
及
太
田
憲
兵
@
特
高
課
長
立
會
ノ

2482



下
ニ
實
地
檢
證
ヲ
爲
サ
シ
メ
タ
ル
處
犯
人
ハ
自
供
�
リ
議
場
5
ニ
見

張
リ
シ
居
タ
ル
犯
行
模
樣
ヲ
再
現
ス
ル
ニ
依
リ
英
國
側
ニ
於
テ
モ
本

件
犯
人
カ
W
¢
殺
事
件
關
係
者
ナ
ル
コ
ト
ヲ
確
*
シ
憲
兵
@
ヨ
リ
本

件
聽
取
書
ヲ
7
付
ア
リ

第
直
ニ
支
%
側
ヘ
引
渡
ス
ヘ
キ
旨
言
明
セ

ル
カ
夫
レ
ニ
モ
拘
ラ
ス
支
%
側
ヲ
シ
テ
引
渡
ヲ
	
求
セ
シ
メ
ル
ヤ
本

件
犯
人
等
カ
其
ノ
後
英
國
工
部
局
ニ
於
テ
憲
兵
@
ニ
於
ケ
ル
自
供
ヲ

H
部
Û
ヘ
シ
タ
ル
コ
ト
及
憲
兵
@
ニ
於
ケ
ル
自
供
中
ニ
信
ス
ヘ
カ
ラ

サ
ル
僞
虛
ノ
握
二
箇
!
ア
ル
ヲ
理
由
ト
シ
テ
殆
ト
引
渡
ヲ
肯
セ
サ
ル

態
度
ニ
出
テ
來
レ
ル
ヲ
以
テ
當
方
ニ
於
テ
ハ
再
三
其
ノ
不
當
ヲ
指
易

シ
至
k
無
條
件
引
渡
方
折
衝
ニ
努
メ
タ
ル
モ
英
國
側
ニ
ハ
何
等
反
省

ノ
色
ナ
シ
仍
テ
五
日
午
5
軍
側
各
/
關
ト
共
ニ
之
カ
對
策
協
議
ノ
筈

右
不
取
敢

上
海
︑
北
京
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
§
月
Ý
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1486

14
容
疑
者
引
渡
し
問
題
に
関
し
英
国
の
対
応
次
第
で
は

検
問
検
索
の
実
施
な
ど
有
効
手
段
を
講
じ
る
こ
と
を

軍
側
と
協
議
決
定
に
つ
い
て

天

津

§
月
Ý
日
後
発

本

省

§
月
Ý
日
夜
着

第
二
八
四
號

�
電
第
二
八
〇
號
ニ
關
シ

五
日
軍
側
ト
合
同
會
議
ヲ
開
キ
タ
ル
カ
最
惡
ノ
場
合
�
ル
ヘ
キ
强
力

手
段
ニ
付
軍
中
央
側
ノ
意
�
モ
未
タ
Þ
明
セ
ス
旁
或
W
度
迄
交
涉
ノ

餘
地
ヲ
殘
シ
置
ク
方
總
テ
ニ
好
都
合
ナ
ル
握
ヲ
モ
考
慮
シ
先
ツ
言
論

/
關
ヲ
動
員
シ
テ
英
國
側
ノ
常
ヲ

(
非
ヵ
)

鳴
ラ
サ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
其
ノ
出
樣

如
何
ニ
依
リ
テ
ハ
我
方
ハ
斷
乎
强
行
手
段
ニ
出
ル
ノ
決
意
ア
ル
ヲ
仄

カ
シ
英
國
總
領
事
ノ
反
省
ヲ
求
メ
尙
效
果
ナ
キ
場
合
ハ
人
及
物
ニ
及

フ
檢
問
檢
索
ヲ
實
施
ス
ル
等
有
效
�
切
ナ
ル
手
段
ヲ
�
ル
コ
ト
ニ
意

見
ノ
一
致
ヲ
見
タ
リ

八
日
英
國
總
領
事
ハ
本
件
ニ
關
ス
ル
新
聞
記
事
ヲ
見
テ
本
官
ヲ
來
訪

種
々
辯
明
ニ
努
メ
タ
ル
カ
就
中
四
日
同
人
ヲ
�
訪
セ
ル
溫
天
津
市
長

祕
書
ト
ノ
會
談
ヲ
引
用
シ
電
話
局
問
題
解
決
ノ
遲
ß
ハ
寧
ロ
日
本
側

ニ
其
ノ
責
ア
リ
李
漢
元
ノ
免
夷
ニ
付
テ
ハ
李
カ
抗
日
分
子
ヲ
庇
僉
セ

ル
實
證
ナ
キ
限
リ
不
可
能
ナ
ル
旨
及
W
¢
殺
犯
人
ト
*
メ
ラ
レ
居
ル

本
件
藍
向
隆
外
三
名
ノ
引
渡
ニ
付
テ
ハ
何
等
之
ヲ
拒
否
ス
ル

第
ニ

ア
ラ
ス
唯
彼
等
カ
果
シ
テ
W
¢
殺
事
件
ニ
關
係
ア
リ
ヤ
否
ヤ
疑
問
ナ

1 封鎖実施に至る経緯
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ル
ヲ
以
テ
何
等
カ
提
示
ヲ
希
�
シ
居
ル

第
ナ
リ
等
ト
陳
辯
シ
藍
以

下
ノ
引
渡
方
ニ
付
テ
ハ
大
使
及
倫
敦
ニ
�
訓
シ
タ
ル
モ
未
タ
囘
訓
ニ

接
セ
サ
ル
旨
�
ヘ
居
リ
タ
リ

右
ニ
對
シ
本
官
ヨ
リ
â
一
當
方
ノ
5
囘
主
張
ヲ
�
ヘ
タ
ル
上
殊
ニ
W

¢
殺
犯
人
一
同
カ
日
本
軍
人
狙
擊
事
件
ニ
關
係
ア
ル
握
ヲ
强
Ë
シ
軍

ハ
勿
論
一
般
輿
論
モ
度
重
ナ
ル
英
側
ノ
抗
日
分
子
庇
僉
的
態
度
ニ
憤

激
シ
居
リ
日
本
內
地
輿
論
ノ
動
向
ニ
モ
知
ラ
ル
ル
�
リ
租
界
問
題
ヲ

重
大
視
シ
居
ル
折
柄
英
側
ノ
出
方
如
何
ハ
頗
ル
/
移
ナ
ル
影
�
ヲ
與

フ
ヘ
キ
旨
ヲ
�
ヘ
猛
省
ヲ
促
シ
置
ケ
リ

昭
和

年
§
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1487

14

25

容
疑
者
引
渡
し
問
題
の
円
満
解
決
に
向
け
在
本
邦
英

国
大
使
ら
と
折
衝
方
意
見
具
申

天

津

§
月

日
後
発

25

本

省

§
月

日
夜
着

25

第
三
一
九
號

�
電
第
三
〇
四
號
ニ
關
シ

十
九
日
英
國
軍
參
謀
﹁
デ
ラ
メ
ン
﹂
少
佐
k
遽
北
京
出
張
ノ
本
間
司

令
官
ヲ
�
訪
東
京
﹁
ピ
ゴ
ツ
ト
﹂
少
將
ヨ
リ
ノ
﹁
ア
ー
ジ
エ
ン
ト
︑

メ
ツ
セ
ー
ヂ
﹂
ヲ
傳
�
セ
ル
趣
ノ
處
右
﹁
メ
ツ
セ
ー
ヂ
﹂
ハ
本
間
中

將
ノ
私
信
ニ
答
ヘ
﹁
ピ
﹂
カ
東
京
ニ
於
テ
本
件
圓
滿
解
決
方
努
力
中

ナ
ル
ヲ
傳
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
由
ナ
ル
カ
其
ノ
際
﹁
デ
ラ
メ
ン
﹂
少
佐

ハ
﹁
カ
ー
﹂
大
使
ヨ
リ
﹁
ジ
ユ
ミ
ソ
ン
﹂
總
領
事
ニ
對
シ
本
件
犯
人

不
引
渡
ノ
訓
令
ア
リ
タ
ル
ニ
付
﹁
ジ
ユ
﹂
ハ
改
メ
テ
本
國
政
府
ニ
之

カ
引
渡
方
�
訓
シ
又
在
東
京
英
當
局
ニ
於
テ
モ
側
面
ヨ
リ
本
國
政
府

ニ
對
シ
之
カ
引
渡
方
極
力
盡
力
中
ナ
ル
旨
內
話
シ
タ
ル
趣
ナ
リ
シ
ニ

依
リ
二
十
二
日
本
官
英
總
領
事
ヲ
�
訪
右
ニ
關
シ
質
問
セ
ル
ニ
﹁
カ

ー
﹂
大
使
カ
倫
敦
ニ
+
申
セ
ル
意
見
ハ
轉
電
越
セ
ル
モ
何
等
囘
訓
ニ

接
シ
居
ラ
ス
而
シ
テ
右
意
見
ノ
內
容
ハ
今
申
上
ケ
ã
ヌ
ル
旨
答
ヘ
タ

ル
ト
共
ニ
本
件
ハ
何
レ
圓
滿
解
決
ヲ
見
ル
モ
ノ
ト
自
分
ハ
樂
觀
シ
居

ル
旨
�
ヘ
居
タ
リ
就
テ
ハ
英
側
ノ
囘
訓
ß
引
ノ
爲
當
地
ノ
空
氣
惡
&

シ
ツ
ツ
ア
ル
折
柄
東
京
ニ
於
テ
モ
﹁
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂
大
使
及
﹁
ピ
ゴ

ツ
ト
﹂
少
將
ヲ
�
シ
本
件
圓
滿
解
決
方
本
國
政
府
ニ
勸
說
セ
シ
ム
ル

樣
御
取
計
相
成
度
ク
當
方
ト
シ
テ
ハ
假
令
本
件
カ
希
�
�
リ
解
決
ス

ル
ト
モ
將
來
此
ノ
種
ノ
問
題
ヲ
繰
 
サ
サ
ル
樣
此
ノ
際
何
等
根
本
的

解
決
ヲ
$
ス
ル
ノ
	
ア
リ
ト
*
メ
居
ル
處
此
ノ
握
改
メ
テ
電
報
ス
ヘ

キ
モ
右
不
取
敢
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北
京
︑
上
海
ヘ
(
轉
電
セ
リ
)

昭
和

年
§
月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
天
津
田
代
総
領
事
宛
(
電
報
)

1488

14

27

容
疑
者
引
渡
し
に
カ
ー
駐
華
英
国
大
使
が
反
対
し
て

い
る
と
の
情
報
通
報

本

省

§
月

日
後
ä
時
å
分
発

27

第
一
六
四
號

貴
電
第
三
一
九
號
ニ
關
シ

二
十
六
日
﹁
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂
ノ
島
ニ
內
話
ス
ル
!
ニ
依
レ
ハ
﹁
カ

ー
﹂
ハ
英
國
警
察
當
局
カ
證
據
不
十
分
ト
*
メ
居
ル
本
件
容
疑
者
ヲ

支
%
側
(
卽
チ
日
本
側
)
ニ
引
渡
ス
コ
ト
ハ
人
�
上
能
ク
ス
ル
!
ニ
ア

ラ
ス
ト
ノ
理
由
ニ
テ
﹁
ジ
ェ
ー
ミ
ソ
ン
﹂
ノ
�
訓
ヲ
斥
ケ
タ
ル
由
ニ

テ
﹁
ク
﹂
及
﹁
ピ
ゴ
ッ
ト
﹂
ハ
引
渡
承
*
方
夫
々
本
國
外
務
省
及
陸

軍
省
ニ
電
報
セ
ル
モ
何
分
ニ
モ
﹁
カ
ー
﹂
ノ
管
æ
ニ
屬
ス
ル
事
項
ナ

レ
ハ
本
件
ニ
關
ス
ル
限
リ
現
地
英
國
警
察
カ
犯
罪
事
實
ニ
付
滿
足
ス

ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
引
渡
實
現
ハ
困
難
ナ
ル
ヘ
シ
(﹁
ク
﹂
ハ
﹁
ジ
ェ
ー

ミ
ソ
ン
﹂
ノ
報
吿
ニ
依
レ
ハ
﹁
デ
ニ
ス
﹂
ハ
本
件
容
疑
者
ヲ
犯
人
ト

斷
定
ス
ル
ニ
ハ
證
據
不
十
分
ト
*
メ
居
ル
旨
�
ヘ
タ
リ
)
但
シ
若
シ

日
本
側
カ
引
渡
後
ノ
容
疑
者
ノ
生
命
ヲ
保
障
セ
ラ
ル
ル
ニ
於
テ
ハ
解

決
容
易
ト
成
ル
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
ト
思
考
ス
尤
モ
﹁
カ
ー
﹂
カ
二
十
八
日

上
海
ニ
歸
任
セ
ハ
﹁
ジ
ェ
﹂
ヨ
リ
﹁
今
後
租
界
內
ニ
於
テ
ア
ラ
ユ
ル

反
日
行
爲
ヲ
實
施
シ
又
ハ
計
画
シ
タ
ル
者
ハ
權
限
ア
ル
當
局
(
支
%

人
ニ
付
テ
ハ
支
%
側
)
ニ
引
渡
サ
ル
カ
又
ハ
英
國
租
界
ヨ
リ
放
â
セ

ラ
ル
ヘ
シ
﹂
ト
ノ
趣
旨
ノ
布
吿
ヲ
出
ス
コ
ト
ト
成
リ
居
ル
ニ
付
將
來

類
似
事
件
發
生
ノ
際
ニ
ハ
問
題
ナ
カ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
リ
(
右
出

!
ハ
貴
官
限
リ
ノ
御
含
ト
セ
ラ
レ
タ
シ
)

北
大
及
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月
�
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1489

14
容
疑
者
引
渡
し
に
関
し
英
国
側
に
六
月
七
日
正
午
ま

で
に
回
答
方
要
求
に
つ
い
て

天

津

ç
月
�
日
後
発

本

省

ç
月
�
日
夜
着

第
三
二
七
號

�
電
第
三
一
九
號
ニ
關
シ

｢
カ
ー
﹂
大
使
歸
¦
後
モ
何
等
è
沙
汰
ナ
キ
ヲ
以
テ
本
間
司
令
官
ハ

1 封鎖実施に至る経緯
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二
十
九
日
英
軍
參
謀
﹁
デ
ラ
メ
ン
﹂
少
佐
ヲ
招
致
︑
本
官
ハ
三
十
日

﹁
ヂ
エ
ミ
ソ
ン
﹂
ヲ
�
シ
テ
督
促
シ
タ
ル
處
双
方
共
5
言
ヲ
繰
 
ス

ノ
ミ
ニ
テ
何
等
事
態
ノ
=
展
ノ
期
待
シ
得
ル
模
樣
ナ
カ
リ
シ
爲
本
間

中
將
ヨ
リ
ノ
依
賴
モ
ア
リ
三
十
一
日
田
中
領
事
ヲ
シ
テ
口
頭
ヲ
以
テ

六
月
七
日
正
午
迄
本
件
犯
人
引
渡
ノ
有
無
囘
答
方
︑
若
シ
囘
答
ナ
キ

場
合
ハ
引
渡
ヲ
拒
否
セ
ル
モ
ノ
ト
*
ム
ル
旨
申
入
レ
シ
メ
タ
ル
カ
英

側
ニ
テ
ハ
當
方
申
入
ヲ
直
ニ
本
國
政
府
ニ
電
報
セ
ル
由

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月
ç
日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
天
津
田
代
総
領
事
宛
(
電
報
)

1490

14
容
疑
者
引
渡
し
の
拒
絶
お
よ
び
将
来
に
お
け
る
テ
ロ

犯
人
は
在
天
津
英
国
総
領
事
の
判
断
で
引
渡
し
に
応

じ
る
な
ど
ク
レ
ー
ギ
ー
英
国
大
使
通
報
に
つ
い
て

付

記

昭
和
十
四
年
六
月
六
日
付

右
通
報
に
際
し
ク
レ
ー
ギ
ー
大
使
が
有
田
外
相
に
手

交
し
た
覚
書
要
訳

本

省

ç
月
ç
日
後

時

分
発

10

20

第
一
六
八
號

貴
電
第
三
二
七
號
ニ
關
シ

本
六
日
英
國
大
使
本
大
臣
ヲ
來
訪
シ
本
國
政
府
ヨ
リ
ノ
訓
令
ニ
依
ル

趣
ヲ
以
テ
W
錫
庚
¢
殺
被
疑
者
ニ
付
テ
ハ
英
國
側
ニ
於
テ
十
分
ノ
證

據
ナ
キ
爲
之
ヲ
引
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
然
レ
ト
モ
將
來
ニ
關
シ
テ
ハ
�

常
ノ
Q
捕
狀
發
給
ノ
上
ハ
英
國
總
領
事
ハ
自
己
ノ
*
定
ニ
於
テ
﹁
テ

ロ
﹂
行
爲
ニ
關
係
ア
リ
ト
*
ム
ル
者
ハ
凡
テ
之
ヲ
支
%
側
地
方
官
憲

ニ
引
渡
ス
ヘ
ク
又
比
較
的
輕
移
ナ
ル
政
治
的
犯
人
ハ
之
ヲ
租
界
外
ニ

>
放
ス
ヘ
ク
之
カ
爲
!
	
ノ
布
吿
ヲ
發
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ヘ
キ
ニ
依

リ
5
記
W
事
件
被
疑
者
引
渡
問
題
ハ
穩
カ
ニ
收
メ
タ
シ
ト
申
出
テ
タ

ル
ニ
付
本
大
臣
ヨ
リ
我
方
ト
シ
テ
ハ
右
被
疑
者
ニ
付
テ
ハ
憲
兵
@
ニ

於
テ
愼
重
之
ヲ
取
Ë
ヘ
眞
犯
人
タ
ル
心
證
ヲ
十
分
得
居
リ
又
英
國
側

立
合
ノ
下
ニ
實
地
檢
證
モ
濟
マ
セ
居
ル

第
ナ
ル
ニ
付
至
k
其
ノ
引

渡
ヲ
	
�
ス
ル
旨
竝
ニ
若
シ
之
ヲ
引
渡
サ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
從
來
モ
良

好
ト
言
ヒ
得
サ
ル
天
津
ニ
於
ケ
ル
日
英
間
空
氣
ヲ
一
層
惡
&
ス
ル
惧

ア
リ
貴
方
ノ
不
引
渡
決
定
カ
最
後
的
ノ
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヲ
希
�
ス
ル

旨
�
ヘ
タ
ル
處
大
使
ハ
別
ニ
新
タ
ナ
ル
證
據
ナ
キ
限
リ
最
後
的
ノ
モ

ノ
ト
*
メ
サ
ル
ヲ
得
ス
ト
�
ヘ
更
ニ
5
言
ヲ
繰
 
シ
殊
ニ
將
來
ノ
問

題
ハ
5
�
ノ
�
リ
取
計
フ

第
ナ
ル
握
ヲ
强
Ë
シ
テ
穩
カ
ニ
本
件
ヲ

解
決
ス
ル
樣
願
ヒ
度
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
�
ヘ
タ
リ
仍
テ
本
大
臣
ヨ
リ
右
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ニ
依
リ
穩
カ
ニ
收
マ
ル
モ
ノ
ト
約
束
ハ
出
來
サ
ル
モ
兎
モ
角
御
申
出

ノ

第
ハ
現
地
ニ
�
報
ス
ヘ
シ
ト
答
ヘ
置
キ
タ
リ
尙
英
國
大
使
ハ
貴

地
英
國
總
領
事
ヨ
リ
モ
同
樣
貴
官
ニ
申
出
テ
タ
ル
筈
ナ
ル
旨
�
ヘ
居

タ
リ

北
京
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

(
付

記
)

天
津
英
國
租
界
問
題
ニ
關
ス
ル
件
(
W
¢
殺
犯
人
引
渡
問
題
)

(
昭
和
�
B
︑
E
︑
�
�
︑

亞
一
)

六
月
六
日
在
京
英
國
大
使
ノ
有
田
大
臣
ニ
手
交
セ
ル

書
キ
物
	
譯

本
國
外
務
省
ヨ
リ
ノ
訓
令

將
來
ノ
取
扱
ニ
關
シ
英
國
總
領
事
ハ
本
國
政
府
ヨ
リ
日
本
現
地
官
憲

ニ
對
シ
﹁
テ
ロ
﹂
行
動
ニ
關
與
シ
タ
リ
ト
英
國
總
領
事
ニ
於
テ
確
*

シ
タ
ル
者
ハ
�
常
ノ
Q
捕
狀
發
給
ト
同
時
ニ
地
方
支
%
官
憲
ニ
引
渡

シ
得
ル
コ
ト
及
輕
移
ノ
政
治
犯
人
ニ
關
シ
テ
ハ
租
界
ヨ
リ
>
放
シ
得

ル
旨
�
報
ス
ル
許
可
ヲ
得

｢
テ
ロ
﹂
團
員
ナ
リ
ト
ノ
日
本
側
證
據
ニ
基
キ
抑
留
セ
ラ
レ
居
ル
四

名
ニ
關
シ
テ
ハ
英
國
政
府
ハ
彼
等
カ
日
本
官
憲
ニ
引
渡
サ
ル
ヘ
キ
攪

亂
罪
ニ
關
與
シ
タ
リ
ト
ノ
十
分
ノ
證
據
ヲ
未
タ
受
領
シ
居
ラ
サ
ル
モ

ノ
ト
*
メ
居
レ
リ
英
國
政
府
ハ
(
將
來
ニ
於
ケ
ル
政
治
犯
人
ノ
引
渡

又
ハ
>
放
ヲ
命
令
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
)
旣
ニ
日
本
側
	
�
ヲ
十
分
受

é
シ

(
諾
ヵ
)

居
ル
モ
主
張
サ
レ
居
ル
犯
罪
ノ
證
據
ヲ
未
タ
受
領
セ
サ
ル
者
ヲ

處
刑
ノ
爲
引
渡
ス
コ
ト
ハ
英
國
的
正
義
ノ
觀
念
ニ
甚
タ
シ
ク
悖
ル
モ

ノ
ナ
リ

編

注

本
文
書
の
原
文
(
英
文
)
は
省
略
︒

な
お
︑
右
原
本
に
は
﹁
W
¢
殺
犯
人
ノ
如
ク
犯
行
明
白
ナ
ル
モ

ノ
ニ
付
テ
ス
ラ
﹁
證
據
無
シ
﹂
ト
言
フ
英
國
側
ナ
レ
ハ
將
來

﹁
證
據
ア
リ
ト
思
フ
モ
ノ
ハ
引
渡
ス
﹂
ト
言
フ
コ
ト
ハ
實
行
上

何
W
ノ
コ
ト
ヲ
モ
意
味
セ
ス
(
m
e
a
n
s
a
lm
o
st
n
o
th
in
g
)
﹂
と

の
東
亜
局
第
一
課
曽
Ú
益
書
記
官
の
書
き
込
み
が
あ
る
付
箋
あ

り
︒

昭
和

年
ç
月
ç
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1491

14
程
殺
害
事
件
の
容
疑
者
引
渡
し
は
物
的
証
拠
な
く
不

可
能
と
の
英
国
側
回
答
に
つ
い
て

1 封鎖実施に至る経緯
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天

津

ç
月
ç
日
後
発

本

省

ç
月
ì
日
前
着

第
三
三
二
號

�
電
第
三
二
七
號
ニ
關
シ

本
六
日
本
國
政
府
ヨ
リ
囘
訓
到
着
セ
ル
趣
ニ
テ
﹁
ゼ
﹂
總
領
事
本
官

ヲ
來
訪
語
ル
!
左
ノ
如
シ

f
日
本
側
ニ
テ
ハ
藍
以
下
三
名
ヲ
以
テ
W
其
ノ
他
ノ
﹁
テ
ロ
﹂
犯
人

ト
主
張
セ
ラ
ル
ル
モ
右
ハ
單
ナ
ル
自
供
ニ
�
キ
ス
他
ニ
何
等
物
的

其
ノ
他
有
力
ナ
ル
證
據
ノ
提
示
ナ
キ
ヲ
以
テ
其
ノ
引
渡
ハ
英
國
法

ニ
照
シ
不
可
能
ナ
リ

g
之
ニ
反
シ
W
¢
殺
事
件
5
英
租
界
內
ニ
於
テ
爆
彈
携
帶
ノ
廉
ニ
ヨ

リ
英
側
ニ
テ
Q
捕
監
禁
セ
ラ
ル
ル
元
第
九
路
軍
參
謀
長
崔
外
一
名

ハ
之
ヲ
引
渡
ス
ヘ
シ
而
シ
テ
之
等
二
名
ハ
5
記
外
三
名
ノ
上
官
ナ

レ
ハ
右
引
渡
ハ
其
ノ
取
Ë
ニ
於
テ
藍
等
ニ
關
ス
ル
更
ニ
有
力
ナ
ル

證
據
ヲ
發
見
シ
得
ル
可
能
性
ア
リ

h
英
工
部
局
ニ
ハ
外
ニ
十
數
名
ノ
抗
日
分
子
Q
捕
監
禁
セ
ラ
レ
居
ル

處
之
等
分
子
ハ
此
ノ
/
會
ニ
)
狀
ニ
依
リ
租
界
外
ニ
>
放
ス
ル
等

�
當
ノ
措
置
ヲ
執
ル
ヘ
シ
(
但
シ
例
ノ
似
警
吾
ハ
別
問
題
ナ
ル
旨

�
ヘ
タ
リ
)

í
將
來
ノ
租
界
內
抗
日
分
子
取
締
ニ
關
シ
テ
ハ
今
囘
ノ
訓
令
ニ
依
リ

本
官
ハ
抗
日
分
子
ニ
シ
テ
確
實
ナ
ル
證
據
ア
ル
者
ノ
引
渡
シ
ニ
付

テ
ハ
其
ノ
都
度
訓
令
ヲ
仰
ク
事
ナ
ク
自
己
ノ
裁
量
ニ
依
リ
之
ヲ
支

%
側
ニ
引
渡
ス
權
限
ヲ
得
タ
ル
ニ
付
先
ツ
�
日
中
ニ
嚴
重
ナ
ル
布

吿
ヲ
發
ス
ル
ト
共
ニ
租
界
內
ノ
警
備
ヲ
一
層
嚴
ニ
シ
不
穩
分
子
ヲ

徹
底
的
ニ
彈
壓
ス
ル
意
�
ナ
リ

昭
和

年
ç
月
Ý
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1492

14
天
津
英
仏
租
界
封
鎖
措
置
の
決
定
に
至
る
軍
側
と
の

協
議
経
緯
に
つ
い
て

天

津

ç
月
Ý
日
前
発

本

省

ç
月
Ý
日
前
着

第
三
三
三
號
(
至
k
︑
部
外
祕
)

�
電
第
三
三
二
號
ニ
關
シ

英
國
側
カ
我
	
求
ニ
應
セ
サ
ル
場
合
如
何
ニ
對
處
ス
ヘ
キ
カ
ニ
付
テ

ハ
從
來
軍
側
ト
モ
密
接
ナ
ル
聯
絡
ノ
下
ニ
愼
重
考
究
シ
來
レ
ル
處
豫

テ
軍
側
ニ
テ
計
畫
中
ノ
嚴
重
ナ
ル
交
�
制
限
(
檢
問
檢
索
)
ニ
付
テ
ハ

f
佛
租
界
ハ
總
領
事
交
代
後
H
般
的
ニ
我
方
ニ
好
意
的
協
力
ノ
態
度

2488

(欄外記入一)



ヲ
示
シ
來
レ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ス
地
理
上
之
モ
同
時
ニ
�
圍
セ
サ
ル
ヘ

カ
ラ
ス

g
獨
伊
ヲ
僂
メ
直
接
無
關
係
ナ
ル
米
國
人
等
ニ
對
シ
多
大
ノ
不
自
由

不
便
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ヘ
ク
又

h
例
ヘ
ハ
⻝
料
品
搬
入
ヲ
阻
止
セ
サ
ル
建
5
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
Ö
搬
遲

ß
等
ノ
爲
動
モ
ス
レ
ハ
人
�
問
題
ナ
リ
等
ノ
思
ハ
シ
カ
ラ
サ
ル
批

Þ
ヲ
生
ス
ル
惧
ア
リ

í
第
三
國
人
及
其
ノ
!
有
物
ニ
對
シ
�
行
證
發
給
等
�
當
q
和
策
ヲ

執
ル
ト
セ
ハ
支
%
人
ニ
對
シ
同
樣
措
置
ヲ
執
リ
得
サ
ル
關
係
上
外

支
人
ノ
間
ニ
差
別
待
î
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
宣
撫
工
作
上
甚
タ

面
白
カ
ラ
ス

ï
今
囘
ノ
目
的
ハ
英
側
ヲ
反
省
セ
シ
メ
眞
摯
我
方
ニ
協
力
セ
シ
メ
ル

ニ
在
ル
處
其
ノ
目
的
�
成
ノ
爲
ニ
ハ
交
�
制
限
自
然
長
期
ニ
亘
ル

ヘ
キ
ヲ
以
テ
此
ノ
間
我
方
ニ
倦
怠
ノ
氣
分
ヲ
生
セ
シ
メ
結
局
龍
頭

蛇
尾
ニ
T
ル
ノ
惧
ア
リ

ト
ノ
理
由
ニ
依
リ
當
館
ト
シ
テ
ハ
寧
ロ
事
玆
ニ
至
レ
ル
以
上
何
等
拔

本
的
措
置
ニ
出
ツ
ル
ヲ
	
シ
之
カ
爲
ニ
ハ
英
租
界
當
局
カ
抗
日
分
子

取
締
ノ
能
力
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
寧
ロ
之
ヲ
庇
僉
ス
ル
カ
如
キ
態
度
ナ

ル
ヲ
理
由
ト
シ
自
衞
上
已
ム
ヲ
得
ス
一
時
英
工
部
局
ヲ
專
掌
管
理
ス

ル
コ
ト
5
�
ノ
如
キ
惡
影
�
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
ノ
效
果
ハ
最
モ
直

接
且
顯
著
ナ
リ
但
シ
或
W
度
ノ
兵
力
衝
突
ヲ
覺
悟
ス
ル
ノ
	
ア
ル
モ

我
方
ニ
於
テ
眞
ニ
右
決
意
ヲ
固
ム
ル
ニ
於
テ
ハ
事
5
ニ
堂
々
英
側
ニ

�
報
シ
實
行
ニ
移
ル
場
合
先
方
ハ
案
外
折
レ
ル
ヤ
モ
知
レ
ス
ト
ノ
見

解
ノ
下
ニ
意
見
ノ
交
換
ヲ
重
ネ
來
レ
ル
モ
軍
側
ニ
於
テ
ハ
中
央
ヨ
リ

租
界
ニ
對
シ
直
接
强
力
ヲ
用
フ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
旨
嚴
重
ナ
ル
訓
令
ヲ

受
ケ
居
ル
趣
ヲ
以
テ
中
央
ノ
方
針
ニ
變
更
ナ
キ
限
リ
現
狀
ニ
於
テ
ハ

不
滿
足
乍
ラ
モ
交
�
制
限
以
外
ニ
方
法
ナ
キ
由
ニ
テ
今
般
英
側
カ
我

方
ノ
最
後
的
	
求
ヲ
拒
否
セ
ル
ニ
依
リ
約
一
ñ
間
ノ
諸
準
備
完
了


第
卽
チ
本
月
中
旬
頃
愈
々
之
ヲ
實
施
ス
ル
コ
ト
ニ
決
定
セ
リ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

(
欄
外
記
入
一
)

課
長

軍
側
ノ
意
向
ヲ
確
メ
オ
ク
コ
ト
(
栗
原
東
亜
局
長
サ
イ
ン
)

(
欄
外
記
入
二
)

永
井
中
佐
ニ
連
絡
セ
ル
處
軍
中
央
ト
シ
テ
ハ

�
︑
武
力
ノ
行
使
ハ
*
メ
ス
ト
ノ
方
針
ナ
リ

�
︑
交
�
制
限
措
置
ハ
差
支
ナ
シ
ト
ノ
意
見
ナ
リ

1 封鎖実施に至る経緯
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ト
ノ
コ
ト
ナ
リ

六
月
九
日

昭
和

年
ç
月
Ý
日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1493

14
天
津
英
仏
租
界
封
鎖
措
置
の
余
儀
な
き
旨
を
米
仏
独

伊
各
国
へ
事
前
説
明
に
つ
い
て

天

津

ç
月
Ý
日
後
発

本

省

ç
月
Ý
日
夜
着

第
三
三
七
號

�
電
第
三
三
二
號
ニ
關
シ

�
ク
實
施
ニ
決
定
セ
ル
檢
問
檢
査
カ
第
三
國
側
ニ
對
シ
鮮
カ
ラ
ス
不

便
ヲ
招
來
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
豫
メ
�
吿
シ
之
カ
諒
解
ヲ
取
付
ケ
置
ク
必

	
ア
リ
ト
*
メ
ラ
レ
タ
ル
ヲ
以
テ
米
佛
側
ニ
對
シ
テ
ハ
本
官
自
ラ
獨

伊
側
ニ
對
シ
テ
ハ
館
員
カ
各
總
領
事
領
事
ヲ
夫
々
�
訪
當
方
措
置
ノ

餘
儀
無
キ

第
ヲ
說
明
シ
其
ノ
諒
解
ヲ
求
メ
置
キ
タ
ル
カ
其
ノ
際
ノ

先
方
談
話
	
領
左
ノ
�
御
參
考
迄

�
︑
米
總
領
事
ハ
日
本
側
ノ
措
置
ハ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
!
ナ
ル
ヘ
キ
モ
米

商
ノ
大
部
分
カ
英
租
界
ニ
居
M
シ
且
ツ
米
人
!
有
ノ
工
場
カ
英
租

界
內
ニ
モ
分
散
シ
居
リ
英
租
界
外
ト
ノ
�
復
極
メ
テ
多
キ
現
狀
ニ

於
テ
其
ノ
被
ム
ル
不
便
ハ
甚
大
ナ
ル
ニ
付
一
應
本
國
政
府
ニ
報
吿

セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
其
ノ
際
本
國
政
府
ニ
對
シ
英
國
政
府
ヲ
シ

テ
犯
人
引
渡
問
題
ヲ
至
k
解
決
セ
シ
ム
ル
樣
慫
慂
シ
見
ル
積
リ
ナ

リ
ト
內
話
セ
リ

�
︑
佛
領
事
ハ
本
官
カ
貴
國
側
從
來
ノ
協
Ë
的
態
度
ニ
鑑
ミ
今
囘
ノ
�

圍
工
作
ヨ
リ
除
外
シ
タ
キ
モ
貴
租
界
ノ
地
理
的
關
係
上
甚
タ
氣
ノ

傳
乍
ラ
除
外
シ
得
サ
ル

第
ヲ
諒
ト
セ
ラ
レ
タ
シ
ト
�
ヘ
タ
ル
ニ

對
シ
此
ノ
事
ア
ル
ハ
旣
ニ
覺
悟
シ
居
タ
ル
!
ニ
シ
テ
日
本
側
ノ
目

標
カ
英
國
ニ
在
ル
限
リ
諦
メ
サ
ル
ヲ
得
ス
ト
�
ヘ
タ
リ
依
テ
本
官

ハ
更
ニ
極
祕
ノ
含
ト
シ
テ
米
總
領
事
ノ
言
ヲ
內
話
シ
タ
ル
處
自
分

モ
之
ヲ
大
使
ニ
報
吿
ス
ル
ト
共
ニ
佛
蘭
西
ノ
﹁
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ス
﹂
ヲ
以
テ
成
ル
ヘ
ク
英
國
側
ノ
態
度
ヲ
變
更
セ
シ
ム
ル
樣
+
申

ス
ヘ
シ
ト
�
ヘ
タ
リ

�
︑
獨
伊
兩
總
領
事
ハ
孰
レ
モ
當
方
ノ
豫
吿
ヲ
諒
ト
シ
唯
出
來
得
ル
限

リ
自
國
人
ニ
便
宜
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
タ
キ
旨
希
�
セ
リ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
天
津
田
代
総
領
事
宛
(
電
報
)

1494

14

10

2490



程
殺
害
事
件
の
容
疑
者
引
渡
し
実
現
の
た
め
英
国
側

に
提
出
す
べ
き
証
拠
に
つ
き
軍
側
と
協
議
方
訓
令

本

省

ç
月

日
後
ä
時

分
発

10

40

第
一
七
六
號

本
大
臣
發
北
京
宛
電
報
第
四
四
九
號

(
見
当
ラ
ズ
)

會
談
ノ
際
英
國
大
使
ハ
W
¢
殺

犯
被
疑
者
四
名
ノ
引
渡
問
題
ニ
言
及
シ
本
件
解
決
ノ
�
ハ
姐
被
疑
者

等
ノ
否
*
シ
居
レ
ル
自
白
ノ
問
題
ト
離
レ
日
本
側
ニ
於
テ
有
セ
ラ
ル

ル
證
據
ヲ
提
供
ス
ル
ニ
ア
リ
ト
�
ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ
本
大
臣
ヨ
リ
英
國

側
ニ
於
テ
ハ
日
本
官
憲
ノ
言
明
ト
本
件
容
疑
者
等
ノ
!
言
ト
何
レ
ヲ

信
用
セ
ラ
ル
ル
ヤ
ト
�
ヘ
日
本
官
憲
ノ
言
明
ヲ
信
シ
d
ニ
引
渡
ア
リ

タ
キ
旨
重
ネ
テ
	
�
シ
置
キ
タ
リ

本
件
ニ
關
シ
テ
ハ
英
國
側
ト
シ
テ
自
白
以
外
ニ
何
等
カ
ノ
證
據
事
實

ノ
提
供
ニ
依
リ
引
渡
ノ
名
目
ヲ
得
タ
シ
ト
考
ヘ
居
ル
ヤ
ニ
看
取
セ
ラ

ル
ル
ニ
就
テ
ハ
證
據
事
實
ノ
提
供
ニ
付
軍
側
ト
連
絡
シ
�
宜
考
案
ノ

上
可
然
措
置
セ
ラ
レ
度

尙
後
暗
英
大
使
ヨ
リ
今
t
ノ
會
談
ニ
於
テ
言
落
シ
タ
ル
カ
>
加
シ
度

キ
コ
ト
ア
リ
ト
テ
英
國
側
ハ
威
嚇
的
措
置
ニ
屈
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
從

テ
租
界
ニ
對
ス
ル
壓
©
的
措
置
ハ
却
テ
ó
效
果
ヲ
齎
ス
ニ
�
キ
サ
ル

モ
ノ
ト
思
考
ス
ル
旨
非
公
式
書
面
ヲ
以
テ
申
越
セ
リ

北
京
︑
上
海
ニ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
天
津
田
代
総
領
事
宛
(
電
報
)

1495

14

10

天
津
租
界
へ
の
実
力
行
使
に
関
す
る
中
央
の
方
針
は

現
地
へ
派
遣
さ
れ
る
土
田
東
亜
局
第
一
課
長
よ
り
詳

細
聴
取
方
訓
令

別

電

昭
和
十
四
年
六
月
十
日
発
有
田
外
務
大
臣
よ
り
在
天

津
田
代
総
領
事
宛
第
一
七
五
号

参
考
と
し
て
上
海
租
界
対
策
処
理
方
針
回
示
に
つ
い

て

本

省

ç
月

日
後

時

分
発

10

10

50

第
一
七
四
號
(
極
祕
︑
部
外
祕
)

貴
電
第
三
三
三
號
ニ
關
シ

强
力
行
使
問
題
ニ
關
ス
ル
中
央
ノ
方
針
ニ
關
シ
テ
ハ
土
田
課
長
ヨ
リ

詳
細
聽
取
ア
リ
度
ク
尙
上
海
租
界
對
策
ニ
關
シ
テ
ハ
曩
ニ
外
︑
陸
︑

海
協
議
ノ
結
果
別
電
第
一
七
五
號
ノ
�
リ
處
理
方
針
ヲ
決
定
シ
現
地

ニ
指
示
シ
ア
ル

第
ナ
ル
ニ
付
御
參
照
ア
リ
度

別
電
ト
共
ニ
北
京
ニ
轉
電
シ
本
電
ノ
ミ
上
海
ニ
轉
電
セ
リ

1 封鎖実施に至る経緯
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(
別

電
)

本

省

ç
月

日
後

時

分
発

10

10

50

第
一
七
五
號
(
極
祕
)

�
︑
上
海
租
界
今
後
ノ
對
策
ニ
關
シ
テ
ハ
事
變
處
理
ノ
根
本
精
神
ニ
基

キ
合
理
的
手
段
ニ
ヨ
リ
之
カ
解
決
ヲ
期
ス
之
レ
カ
爲
漸

左
記
㈠

㈡
ノ
實
現
ヲ
圖
ル
モ
ノ
ト
ス

㈠
新
)
勢
ニ
應
ス
ル
�
國
勢
力
ノ
發
展
ニ
õ
ヒ
當
然
更
改
セ
ラ
ル

ヘ
キ
諸
般
ノ
租
界
ニ
關
ス
ル
案
件
ヲ
公
正
�
當
ナ
ル
手
段
ヲ
以

テ
處
理
ス

㈡
租
界
內
ニ
現
存
ス
ル
重
慶
政
府
ノ
勢
力
ヲ
芟
除
シ
維
新
政
府

(
又
ハ
上
海
市
政
府
)
ノ
勢
力
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ

之
レ
カ
爲
特
ニ
第
三
國
ヲ
シ
テ
維
新
政
府
(
又
ハ
上
海
市
政
府
)

ヲ
事
實
上
承
*
セ
シ
ム
ル
如
ク
施
策
ス

�
︑
本
施
策
ノ
實
施
ニ
際
シ
テ
ハ
特
ニ
外
國
權
益
ニ
留
意
シ
極
力
我
對

列
國
國
際
關
係
ノ
惡
&
ヲ
防
止
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
右
ニ
關
聯
シ
我
方

ヨ
リ
モ
=
ン
テ
對
第
三
國
懸
案
ノ
解
決
ヲ
計
ル
如
ク
努
ム
ル
モ
ノ

ト
ス

�
︑
本
件
施
策
ニ
方
リ
テ
ハ
現
地
及
中
央
關
係
各
/
關
ニ
於
テ
密
ニ
連

繫
ヲ
保
持
シ
一
�
ノ
方
針
ノ
下
ニ
處
理
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
緊
	
ナ
ル

ニ
鑑
ミ
中
央
ハ
現
地
各
/
關
ヲ
シ
テ
施
策
ノ
統
制
ヲ
期
ス
ル
如
ク

指
S
ス
ル
ト
共
ニ
現
地
各
/
關
ニ
於
テ
モ
之
レ
等
ノ
施
策
ノ
重
	

ナ
ル
モ
ノ
ニ
關
シ
テ
ハ
豫
メ
中
央
ニ
連
絡
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

昭
和

年
ç
月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
天
津
田
代
総
領
事
︑
在
厦
門
岡
本
(
久
吉
)

総
領
事
代
理
宛
(
電
報
)

1496

14

10

天
津
租
界
問
題
お
よ
び
鼓
浪
嶼
問
題
に
関
す
る
わ
が

方
意
向
を
在
本
邦
米
国
代
理
大
使
が
照
会
に
つ
い
て

本

省

ç
月

日
発

10

合
第
一
二
三
〇
號

本
十
日
在
京
米
國
代
理
大
使

官
ヲ
來
訪
シ
本
國
政
府
ノ
訓
令
ニ
依

ル
趣
ヲ
以
テ
天
津
及
鼓
浪
嶼
問
題
ニ
關
ス
ル
日
本
側
ノ
意
向
承
知
シ

度
旨
�
ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ

官
ヨ
リ
天
津
ノ
問
題
ニ
付
テ
ハ
英
國
側
カ

我
方
ノ
	
求
ニ
屬
シ

(
應
ヵ
)

十
分
﹁
コ
ン
シ
リ
エ
ー
ト
リ
ー
﹂
ノ
態
度
ヲ
�

リ
サ
ヘ
ス
レ
ハ
事
態
ハ
收
マ
ル
モ
ノ
ト
考
ヘ
居
ル

第
ナ
リ
ト
答
ヘ

タ
ル
處
代
理
大
使
ハ
米
國
側
カ
仲
ニ
入
リ
テ
英
國
側
ヲ
誘
フ
ヤ
ウ
仕

向
ク
ル
コ
ト
ニ
付
如
何
ニ
考
ヘ
ラ
ル
ル
ヤ
ト
問
ヘ
ル
ヲ
以
テ

官
ヨ

2492



リ
我
方
ト
シ
テ
ハ
米
國
側
ニ
賴
ミ
ハ
セ
サ
ル
モ
在
天
津
米
國
總
領
事

ニ
於
テ
英
國
側
カ
一
層
﹁
コ
ン
シ
リ
エ
ー
ト
リ
ー
﹂
ナ
ル
態
度
ヲ
�

ル
ヤ
ウ
誘
S
セ
ラ
ル
レ
ハ
﹁
ヘ
ル
プ
フ
ル
﹂
ナ
ル
ヘ
シ
ト
�
ヘ
置
キ

タ
リ

鼓
浪
嶼
問
題
ニ
關
シ
テ
ハ
我
方
ト
シ
テ
ハ
現
地
交
涉
ニ
任
セ
居
ル
處

目
下
厦
門
總
領
事
ハ
打
合
ノ
爲
歸
t
ノ
�
ニ
ア
リ
詳
細
事
)
聽
取
シ

打
合
ヲ
爲
ス
コ
ト
ト
ナ
リ
居
レ
ル
カ
同
官
歸
任
ノ
上
交
涉
ヲ
繼
續
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ヘ
シ
ト
�
ヘ
タ
ル
處
代
理
大
使
ハ
其
ノ
間
ニ
何

等
)
勢
ノ
變
&
ハ
ア
ル
マ
シ
キ
ヤ
ト
問
ヒ
タ
ル
ヲ
以
テ
格
別
ノ
變
&

ア
リ
ト
ハ
思
考
セ
ス
ト
答
ヘ
置
キ
タ
リ

本
電
宛
先

天
津
︑
厦
門

北
京
︑
上
海
︑
臺
灣
外
務
部
長
︑
香
O
ニ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1497

14

10

天
津
租
界
問
題
に
関
し
英
国
外
務
省
極
東
部
長
が
事

態
緩
和
方
要
望
に
つ
い
て

ロ
ン
ド
ン

ç
月

日
後
発

10

本

省

ç
月

日
前
着

11

第
六
一
八
號

九
日
﹁
ハ
ウ
﹂
極
東
部
長
ハ
岡
本
ニ
對
シ
最
�
上
海
︑
厦
門
︑
天
津
︑

張
家
口
ニ
於
テ
發
生
セ
ル
事
件
ハ
日
英
關
係
ノ
½
/
ヲ
生
セ
シ
メ
英

政
府
ト
シ
テ
ハ
極
メ
テ
重
大
視
シ
居
ル
處
就
中
天
津
ニ
於
ケ
ル
事
態

ハ
最
モ
½
險
ト
*
ム
元
來
英
國
ト
シ
テ
ハ
日
支
双
方
ニ
對
シ
嚴
正
不

偏
ノ
態
度
ヲ
執
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
立
場
ニ
在
ル
カ
天
津
英
國
租
界

內
ニ
於
ケ
ル
犯
人
引
渡
問
題
ニ
關
シ
テ
ハ
犯
罪
ノ
證
據
擧
カ
レ
ハ
之

ヲ
特
別
裁
Þ
!
ニ
引
渡
ス
ヘ
ク
又
治
安
ヲ
º
ス
ル
惧
ア
ル
モ
ノ
ハ
之

ヲ
租
界
外
ニ
>
放
ス
ル
方
針
ヲ
執
リ
居
ル

第
ニ
シ
テ
右
ハ
公
正
�

當
ナ
ル
態
度
ナ
リ
ト
確
信
シ
居
ル
處
日
本
側
ハ
�
般
租
界
內
ニ
於
テ

發
生
セ
ル
﹁
テ
ロ
﹂
事
件
ニ
對
シ
單
ニ
犯
人
引
渡
ヲ
	
求
ス
ル
モ
英

國
租
界
側
ノ
希
�
ス
ル
何
等
カ
ノ
證
據
ヲ
提
出
セ
サ
ル
爲
´
リ
方
無

キ

第
ナ
リ
然
ル
ニ
日
本
側
ハ
實
力
ヲ
以
テ
英
國
側
ヲ
壓
©
セ
ン
ト

ス
ル
ノ
擧
ニ
出
テ
ツ
ツ
ア
ル
ハ
p
憾
ニ
シ
テ
此
ノ
儘
ニ
推
移
セ
ハ
衝

突
ノ
外
無
ク
形
勢
憂
慮
ニ
堪
ヘ
ス
最
�
ノ
諸
事
件
ニ
依
リ
英
國
各
方

面
ノ
對
日
感
)
ハ
著
シ
ク
刺
戟
セ
ラ
レ
來
ñ
月
ö
(
十
二
日
)
ヨ
リ
再

開
ノ
議
會
ニ
於
テ
極
東
問
題
ニ
關
ス
ル
質
問
�
吿
ハ
頗
ル
多
數
ニ
上

リ
﹁
バ
ト
ラ
ー
﹂

官
ハ
之
等
應
酬
振
リ
ニ
當
惑
シ
居
ル
如
キ
實
)

ナ
リ
議
員
中
ニ
ハ
日
本
側
ノ
態
度
ニ
Á
ミ
英
國
側
モ
報
復
手
段
ト
シ

1 封鎖実施に至る経緯
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テ
�
商
壓
©
等
ノ
擧
ニ
出
ツ
ヘ
シ
ト
ノ
强
硬
意
見
ヲ
主
張
シ
居
ル
者

ア
リ
事
態
改
善
ヲ
見
サ
ル
際
ニ
ハ
政
府
モ
之
ヲ
押
ヘ
ã
ヌ
ル
羽
目
ニ

至
ル
ヲ
惧
レ
居
レ
リ
就
テ
ハ
東
京
及
現
地
ニ
於
テ
モ
交
涉
セ
シ
メ
居

レ
ル
モ
何
ト
カ
日
英
兩
國
ノ
修
交
上
ヨ
リ
觀
テ
形
勢
ヲ
q
和
ス
ル
樣

日
本
政
府
ニ
於
テ
御
盡
力
ヲ
願
度
シ
ト
熱
心
ニ
�
ヘ
タ
ル
ニ
依
リ
岡

本
ヨ
リ
英
國
側
カ
從
來
ノ
×
蔣
態
度
ヲ
改
メ
日
本
側
ニ
=
ン
テ
協
力

ス
ル
ノ
態
度
ニ
出
テ
サ
ル
限
リ
今
日
ノ
行
詰
リ
ニ
逢
着
ス
ヘ
キ
ハ

豫
々
憂
慮
セ
ラ
レ
居
リ
タ
ル

第
ナ
ル
カ
何
ヨ
リ
モ
先
ツ
出
先
英
國

官
憲
ニ
於
テ
事
每
ニ
日
本
側
ヲ
敵
視
シ
日
本
側
ノ
行
動
ヲ
阻
碍
ス
ル

態
度
ヲ
改
ム
ル
事
カ
肝
	
ナ
リ
此
ノ
握
篤
ト
考
慮
セ
ラ
レ
タ
ク
御
申

出
ノ
趣
ハ
報
吿
ス
ヘ
シ
ト
答
ヘ
置
キ
タ
ル
趣
ナ
リ

昭
和

年
ç
月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
天
津
田
代
総
領
事
宛
(
電
報
)

1498

14

12

天
津
租
界
問
題
に
関
す
る
声
明
発
出
は
慎
重
措
置
方
訓
令

本

省

ç
月

日
後
ç
時

分
発

12

40

第
一
七
七
號
(
極
祕
︑
大
至
k
)

英
租
界
問
題
ニ
關
シ
十
一
日
貴
地
發
同
盟
ハ
�
ク
何
等
ノ
﹁
重
大
聲

明
﹂
發
セ
ラ
ル
ル
旨
報
シ
居
リ
右
ハ
貴
官
︑
天
津
市
長
ノ
布
吿
等
ヲ

指
ス
モ
ノ
ト
*
メ
ラ
ル
ル
處
固
ヨ
リ
此
ノ
種
布
吿
ニ
相
當
ノ
決
意
ヲ

表
明
ス
ル
ノ
	
ハ
ア
ル
ヘ
キ
モ
今
後
英
國
側
ト
ノ
話
合
ニ
依
リ
犯
人

引
渡
問
題
解
決
ヲ
圖
ル
�
ヲ
封
ス
ル
カ
如
キ
�
ツ
引
キ
ナ
ラ
ヌ
字
句

表
現
等
ハ
之
ヲ
¶
ケ
ラ
ル
ル
コ
ト
可
然
御
如
才
無
キ
コ
ト
ト
存
ス
ル

モ
爲
念

尙
政
治
犯
人
ハ
別
ト
シ
刑
事
犯
人
ニ
付
テ
ハ
支
%
側
ノ
Q
捕
狀
ア
レ

ハ
(
新
政
權
ヲ
*
ム
ル
ヤ
否
ヤ
ノ
議
論
ハ
別
ト
シ
)
英
國
側
ト
シ
テ
ハ

證
據
ノ
完○

否○

ヲ
詮
議
立
テ
ス
ル
コ
ト
無
ク
引
渡
サ
ザ
ル
ヲ
得
サ
ル
モ

ノ
ナ
ル
ヤ
ニ
*
メ
ラ
ル
ル
處
此
ノ
握
現
在
如
何
ニ
取
扱
ハ
レ
居
ル
ヤ

承
知
致
度
又
米
佛
側
ニ
モ
�
當
斡
旋
セ
シ
メ
此
ノ
方
法
ニ
依
リ
穩
便

ニ
犯
人
ヲ
引
渡
サ
シ
ム
ル
�
ナ
キ
ヤ
考
慮
ア
リ
度

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

(
欄
外
記
入
)

大
臣
︑

官
ノ
下
命
ニ
依
ル

曾
禰

昭
和

年
ç
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1499

14

13

天
津
租
界
封
鎖
実
施
に
際
し
て
軍
側
が
英
国
の
援
蔣

2494
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態
度
に
猛
省
を
求
め
る
と
の
談
話
発
表
に
つ
い
て

付

記

昭
和
十
四
年
六
月
十
四
日
付

有
田
外
務
大
臣
と
在
本
邦
ク
レ
ー
ギ
ー
英
国
大
使
と

の
会
談
要
領

天

津

ç
月

日
後
発

13

本

省

ç
月

日
夜
着

13

第
三
五
一
號

貴
電
第
一
七
七
號
ニ
關
シ
(
天
津
英
租
界
問
題
ノ
件
)

�
︑
本
官
ト
シ
テ
ハ
何
等
聲
明
等
ヲ
發
ス
ル
意
圖
ナ
ク
單
ニ
在
留
民
ニ

對
シ
英
佛
租
界
出
入
ニ
付
愼
重
ヲ
期
ス
ヘ
キ
旨
吿
諭
ス
ル
筈

�
︑
軍
側
ニ
於
テ
ハ
本
十
三
日
記
者
團
ト
ノ
﹁
イ
ン
タ
ー
ビ
ユ
ー
﹂
ニ

於
テ
左
記
ノ
	
旨
ノ
談
話
ヲ
發
表
セ
リ

英
側
カ
罪
狀
明
白
ナ
ル
犯
人
ヲ
證
據
不
充
分
ナ
リ
ト
强
辯
シ
其
ノ

引
渡
ヲ
拒
絕
セ
ル
事
實
竝
ニ
斯
ル
不
�
意
ナ
ル
態
度
コ
ソ
總
ユ
ル

抗
日
策
謀
ノ
溫
床
ト
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
軍
ハ
北
支
治
安
確
保

及
軍
自
體
ノ
自
衞
ノ
爲
現
)
勢
ニ
於
テ
絕
對
必
	
且
最
少
限
度
ノ

方
法
ト
シ
テ
英
租
界
ヲ
他
ノ
地
袷
ヨ
リ
�
絕
ス
ル
爲
必
	
ナ
ル
處

置
ヲ
執
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
更
ニ
本
問
題
ハ
犯
人
引
渡
ヲ
契
/
ト
シ

テ
惹
起
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
モ
右
ハ
單
ニ
直
接
的
原
因
ニ
�
キ

ス
從
來
ニ
於
ケ
ル
英
國
ノ
×
蔣
政
策
ニ
對
ス
ル
日
本
t
野
ノ
憤
激

カ
此
ノ
形
式
ニ
於
テ
爆
發
セ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
旣
ニ
)
勢
ハ
單
ナ
ル

犯
人
引
渡
ヲ
以
テ
治
ル
ヘ
キ
性
質
ノ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
軍
ハ
之
ニ
テ

英
國
ノ
×
蔣
態
度
ニ
猛
省
ヲ
求
ム
ル
ト
共
ニ
政
治
經
濟
金
融
思
想

各
方
面
ニ
於
ケ
ル
其
ノ
攪
亂
工
作
ノ
根
絕
ヲ
	
求
ス
ル
モ
ノ
ト
シ

テ
英
租
界
當
局
カ
百
九
十
度
ノ
轉
向
ニ
北
支
ノ
新
)
勢
ヲ
*
闇
シ

衷
心
ヨ
リ
日
本
ト
協
Ë
シ
東
亞
ノ
新
秩
序
建
設
ニ
協
力
ス
ル
ニ
到

ル
迄
矛
ヲ
ü
メ
サ
ル
ヘ
シ

�
︑
尙
從
來
當
方
ニ
テ
Q
捕
セ
ル
犯
人
ハ
政
治
的
タ
ル
ト
共
ニ
刑
事
犯

人
タ
ル
者
多
ク
其
ノ
都
度
證
據
ノ
有
無
ニ
關
シ
問
題
ヲ
惹
起
セ
ル


第
ナ
ル
カ
曩
ニ
英
總
領
事
本
官
來
訪
ノ
際
此
ノ
握
再
三
確
メ
タ

ル
ニ
﹁
ジ
エ
﹂
ハ
英
側
ヲ
ü
得
セ
シ
ム
ル
ニ
足
ル
證
據
ハ
之
ヲ
必

	
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
唯
從
來
ハ
證
據
充
分
ナ
ル
場
合
ニ
モ
之
カ

引
渡
ノ
爲
ニ
ハ
倫
敦
ニ
�
訓
ノ
	
ア
リ
タ
ル
モ
今
後
ハ
倫
敦
ニ
�

訓
ノ
	
ナ
ク
ナ
リ
タ
ル

第
ナ
リ
ト
答
ヘ
又
田
中
﹁
ハ
ー
バ
ー

ト
﹂
會
談
ノ
際
ニ
モ
後
時
證
據
有
無
ノ
問
題
ニ
付
意
見
ヲ
交
換
シ

タ
ル
カ
﹁
ハ
﹂
ハ
此
ノ
握
ハ
明
瞭
ナ
ラ
サ
ル
ニ
付
﹁
カ
ー
﹂
大
使

ニ
�
訓
ス
ヘ
シ
ト
�
ヘ
タ
ル

第
モ
ア
リ
(
囘
答
未
着
)
旁
從
來
ノ

例
ニ
�
シ
英
側
ニ
テ
ハ
右
根
本
方
針
ヲ
確
定
シ
居
ル
譯
ニ
ア
ラ
サ

1 封鎖実施に至る経緯
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ル
樣
推
察
セ
ラ
レ
遽
ニ
先
方
ノ
言
ニ
信
ヲ
措
ク
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ

ラ
ス
5
項
軍
聲
明
後
�
ノ
如
ク
軍
ニ
於
テ
旣
ニ
事
態
ハ
犯
人
引
渡

問
題
ヲ
離
レ
英
側
ノ
×
蔣
方
針
轉
換
ニ
係
ル
モ
ノ
ト
爲
シ
居
ル
以

上
引
渡
ニ
關
ス
ル
主
義
上
ノ
話
合
ノ
成
否
ハ
最
早
問
題
ト
ナ
ラ
サ

ル

第
ナ
リ

北
支
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

(
付

記
)

お
ぼ
え

(
昭
十
四
︑
六
︑
十
四
)

六
月
十
四
日
在
京
英
國
大
使
有
田
大
臣
ヲ
來
訪
會
談
︒
英
大
使
ヨ
リ

十
三
日
ノ
天
津
軍
聲
明
ハ
政
府
ノ
意
見
ト
看
做
シ
差
支
無
キ
ヤ
ヲ
執

拗
ニ
訊
ネ
タ
ル
ニ
依
リ
大
臣
ハ
然
ラ
ハ
申
ス
カ
强
ヒ
テ
自
分
ノ
明
答

ヲ
求
メ
ラ
ル
レ
ハ
夫
レ
ハ
却
ツ
テ
英
國
政
府
ヲ
困
ラ
ス
コ
ト
ト
ナ
ル

ヘ
シ
ト
應
酬
セ
ル
處
英
大
使
ハ
ソ
レ
以
上
訊
ネ
サ
リ
キ

(
澤
田
大
使
談
︑
奧
村
記
)

昭
和

年
ç
月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
天
津
田
代
総
領
事
宛
(
電
報
)

1500

14

13

在
本
邦
米
国
代
理
大
使
が
天
津
租
界
問
題
で
の
日
英

斡
旋
の
た
め
容
疑
者
引
渡
し
を
審
査
す
る
混
合
委
員

会
の
設
立
案
を
わ
が
方
へ
打
診
に
つ
い
て

本

省

ç
月

日
後
Ý
時

分
発

13

30

第
一
八
〇
號
(
至
k
)

�
電
合
第
一
二
三
〇
號
ニ
關
シ

本
十
三
日
在
京
米
國
代
理
大
使

官
ヲ
來
訪
英
國
側
ニ
當
リ
見
タ
ル

處
天
津
英
國
總
領
事
ハ
本
國
政
府
ヨ
リ
新
タ
ナ
ル
訓
令
ヲ
受
ケ
タ
ル

模
樣
ニ
テ
其
ノ
內
容
ハ
例
ノ
四
名
ノ
容
疑
者
引
渡
ニ
付
英
日
及
第
三

國
人
ノ
三
名
ヨ
リ
成
ル
混
合
委
員
會
ヲ
組
囲
シ
テ
本
件
證
據
事
實
ヲ

審
査
シ
其
ノ
結
果
日
本
側
ニ
引
渡
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ハ
引
渡
ス
コ
ト

ト
ス
ル
ニ
ア
ル
趣
ナ
リ
就
テ
ハ
右
考
案
ハ
日
本
政
府
ニ
於
テ
取
上
ケ

得
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
承
知
致
度
シ
ト
�
ヘ
タ
ル
ニ
付

官
ヨ
リ

先
ツ
第
三
國
人
ヲ
交
ヘ
タ
ル
混
合
委
員
會
ノ
﹁
ア
イ
デ
ア
﹂
ナ
ル
モ

ノ
カ
元
來
﹁
ア
ク
セ
プ
タ
ブ
ル
﹂
ト
ハ
思
ハ
レ
ス
且
現
地
ニ
於
テ
ハ

旣
ニ

ノ
措
置
ヲ
執
ル
最
後
ノ
瞬
間
ニ
至
リ
居
リ
其
ノ
準
備
ニ
忙
殺

サ
レ
居
ル
狀
況
ナ
レ
ハ
右
ノ
如
キ
提
案
カ
現
地
ノ
事
態
ニ
副
フ
モ
ノ

ナ
リ
ヤ
疑
問
ナ
リ
ト
�
ヘ
尙
英
國
總
領
事
カ
右
ノ
如
キ
訓
令
ヲ
受
ケ

居
ル
ナ
ラ
ハ
何
故
ソ
レ
ヲ
執
行
セ
サ
ル
ヤ
米
國
側
ニ
於
テ
斡
旋
セ
ン

ト
ナ
ラ
ハ
米
國
總
領
事
ニ
於
テ
右
執
行
ヲ
爲
サ
シ
ム
ル
樣
仕
向
ク
ル
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コ
ト
カ
斡
旋
ノ
一
ト
モ
ナ
ル

第
ナ
ラ
ス
ヤ
ト
突
ý
ミ
タ
ル
上
何
レ

ニ
ス
ル
モ
今
日
ノ
事
態
ニ
於
テ
ハ
東
京
ニ
於
テ
之
ヲ
取
上
ケ
現
地
ニ

指
圖
ス
ル
コ
ト
ハ
出
來
ス
ト
答
ヘ
タ
ル
處
代
理
大
使
ハ
﹁
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ー
ヴ
﹂
ハ
勿
論
英
國
側
カ
取
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
付
英
國
大
使

館
側
ニ
モ
其
ノ
旨
話
ス
ヘ
キ
モ
右
申
出
ノ

第
ヲ
田
代
總
領
事
ニ
傳

�
願
ハ
レ
マ
シ
キ
ヤ
ト
�
ヘ
タ
ル
ニ
付
﹁
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
イ
シ
ョ

ン
﹂
ト
シ
テ
傳
�
ス
ル
コ
ト
ニ
ハ
異
存
ナ
シ
ト
答
ヘ
置
キ
タ
リ

北
京
︑
上
海
︑
厦
門
︑
香
O
ニ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1501

14

13

容
疑
者
引
渡
し
に
関
し
再
検
討
を
行
う
の
で
天
津
租

界
の
封
鎖
実
施
を
延
期
方
英
国
政
府
要
請
に
つ
い
て

ロ
ン
ド
ン

ç
月

日
後
発

13

本

省

ç
月

日
夜
着

13

第
六
二
八
號
(
大
至
k
)

十
三
日
t
英
國
政
府
ヨ
リ
天
津
ニ
於
ケ
ル
犯
人
引
渡
問
題
ニ
付
英
國

側
ノ
從
來
知
ラ
サ
リ
シ
犯
人
ニ
關
ス
ル
新
事
實
發
見
セ
ラ
レ
タ
ル
爲

再
考
ス
ヘ
キ
ニ
依
リ
不
取
敢
明
十
四
日
ヨ
リ
實
施
ノ
租
界
封
-
ハ
見

合
セ
ラ
レ
タ
キ
旨
本
使
ヘ
申
入
ア
リ
タ
リ
(
午
後
一
時
二
十
分
)

天
津
︑
北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1502

14

13

英
国
政
府
に
よ
る
天
津
租
界
封
鎖
延
期
要
請
の
詳
細

に
つ
き
報
告

ロ
ン
ド
ン

ç
月

日
後
発

13

本

省

ç
月

日
前
着

14

第
六
二
九
號
(
至
k
)

�
電
第
六
二
八
號
約
報

十
三
日
午
5
求
ニ
依
リ
岡
本
﹁
ハ
ウ
﹂
極
東
部
長
ヲ
�
訪
シ
タ
ル
處

同
部
長
ハ
﹁
ハ
リ
フ
ア
ク
ス
﹂
外
相
ノ
命
ニ
依
リ
至
k
御
傳
ヘ
ス
ル


第
ナ
リ
ト
5
置
キ
シ
天
津
ニ
於
テ
愈
英
國
租
界
封
-
强
行
セ
ラ
ル

ル
コ
ト
ト
ナ
ラ
ハ
日
英
關
係
ニ
重
大
ナ
ル
衝
擊
ヲ
與
フ
ル
コ
ト
ト
ナ

ル
ヲ
憂
慮
ス
ル
處
今
囘
ノ
犯
人
引
渡
	
求
ニ
付
テ
ハ
日
本
側
ニ
テ
確

タ
ル
證
據
ヲ
提
示
セ
ラ
レ
サ
ル
爲
英
國
側
ト
シ
テ
引
渡
ヲ
爲
シ
得
サ

ル
立
場
ニ
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
處
昨
十
二
日
在
天
津
英
國
總
領
事
ヨ

リ
ノ
報
吿
中
ニ
從
來
英
外
務
省
ニ
知
レ
居
ラ
サ
リ
シ
一
握
ア
リ
右
ハ

1 封鎖実施に至る経緯
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新
タ
ナ
ル
事
實
ニ
付
之
ヲ
至
k
取
Ë
ノ
上
事
實
分
明
ス
ル
ニ
於
テ
ハ

引
渡
問
題
ヲ
再
考
ス
ヘ
キ
ニ
付
夫
レ
迄
數
日
間
ノ
餘
裕
ヲ
與
フ
ル
樣

不
取
敢
明
十
四
日
ヨ
リ
封
-
實
施
ヲ
ß
期
ス
ル
樣
本
使
ヲ
�
シ
テ
日

本
政
府
ノ
考
慮
ヲ
希
�
ス
ト
�
ヘ
タ
リ
依
テ
岡
本
ヨ
リ
元
來
斯
ル
事

件
ニ
關
シ
確
タ
ル
證
據
ノ
提
示
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ハ
無
理
ナ
ル
場
合
ア

ル
ヘ
キ
ハ
旣
ニ
指
易
シ
タ
ル
�
リ
ナ
ル
カ
今
囘
ノ
新
事
實
ト
ハ
如
何

ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
ヤ
ト
反
問
セ
ル
處
右
ハ
目
下
日
本
側
ヨ
リ
引
渡
ヲ
	

求
セ
ラ
レ
ア
ル
容
疑
者
カ
劇
場
ノ
5
ニ
テ
武
裝
シ
居
リ
テ
犯
人
ノ
Ê

走
ヲ
掩
僉
セ
ル
コ
ト
分
明
セ
リ
ト
ノ
)
報
ナ
リ
右
カ
明
白
ト
ナ
ラ
ハ

勿
論
日
本
側
ニ
引
渡
シ
得
ヘ
シ
ト
思
考
ス
ト
答
ヘ
タ
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1503

14

13

英
国
外
務
省
が
天
津
租
界
問
題
の
対
応
に
苦
慮
し
て

い
る
模
様
に
つ
き
報
告

ロ
ン
ド
ン

ç
月

日
後
発

13

本

省

ç
月

日
前
着

14

第
六
三
一
號
(
至
k
︑
極
祕
)

�
電
第
六
二
八
號
ニ
關
シ

當
地
外
國
新
聞
記
者
カ
外
務
省
筋
ヨ
リ
得
タ
ル
印
象
ニ
依
レ
ハ
英
國

ハ
犯
人
引
渡
ニ
結
局
同
意
ス
ル
意
�
ナ
ル
モ
何
ト
カ
シ
テ
體
面
ヲ
保

タ
ン
ト
ス
ル
ニ
苦
心
シ
居
ル
模
樣
ニ
シ
テ
之
カ
爲
中
立
國
ヲ
加
ヘ
タ

ル
委
員
會
ノ
斡
旋
ニ
依
ル
形
式
ト
シ
タ
キ
意
�
ヲ
有
ス
ル
カ
如
キ
印

象
ヲ
受
ケ
タ
ル
趣
ナ
リ
尙
岡
本
ニ
對
ス
ル
﹁
ハ
ウ
﹂
ノ
談
話
中
ニ
モ

﹁
ク
レ
ー
ギ
ー
﹂
ハ
日
本
政
府
筋
ヨ
リ
在
天
津
米
國
總
領
事
ノ
斡
旋

ヲ
求
メ
テ
ハ
如
何
ト
示
唆
セ
ラ
レ
タ
ル
カ
英
國
政
府
ハ
右
ノ
如
キ
コ

ト
カ
出
來
レ
ハ
歡
�
ス
ル
!
ナ
リ
ト
�
ヘ
居
タ
ル
由
ナ
リ
本
使
ハ
斯

ル
コ
ト
ハ
事
態
ヲ
複
雜
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
付
一
切
不
�
切
ナ
ル
ニ

付
直
接
日
本
側
ト
接
觸
ヲ
保
チ
テ
問
題
ヲ
解
決
セ
シ
ム
ル
コ
ト
然
ル

ヘ
シ
ト
岡
本
ヲ
シ
テ
﹁
ハ
ウ
﹂
ニ
對
シ
强
ク
x
意
セ
シ
メ
置
キ
タ
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
北
京
堀
内
大
使
館
参
事
官
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1504

14

14

天
津
租
界
封
鎖
の
目
標
に
軍
側
が
経
済
的
要
求
を
含

め
た
事
情
に
つ
い
て

付

記

昭
和
十
四
年
六
月
十
三
日
付

北
支
那
方
面
軍
命
令
方
軍
作
命
戌
第
一
一
号

2498



北

京

ç
月

日
後
発

14

本

省

ç
月

日
夜
着

14

第
七
〇
四
號
(
部
外
極
祕
︑
館
長
符
號
扱
)

�
電
第
六
九
七
號
ニ
關
シ

軍
側
ニ
於
テ
ハ
今
囘
ノ
檢
問
ヲ
抗
日
﹁
テ
ロ
﹂
犯
人
ノ
引
渡
ニ
ノ
ミ

關
聯
セ
シ
ム
ル
時
ハ
英
國
側
カ
ア
ツ
サ
リ
引
渡
ニ
應
ス
ル
場
合
檢
問

ノ
理
由
ナ
ク
ナ
リ
租
界
工
作
ト
シ
テ
ノ
效
果
乏
シ
ト
シ
此
ノ
際
更
ニ

經
濟
的
目
標
ヲ
囲
ý
ミ
英
佛
兩
租
界
當
局
ニ
對
シ
法
�
流
�
禁
止
及

聯
銀
{
流
�
︑
租
界
內
銀
行
檢
査
︑
竝
ニ
租
界
內
現
銀
ノ
引
渡
特
ニ

交
�
︑
中
國
兩
銀
行
ノ
出
Â
部
分
タ
ル
千
二
百
五
十
萬
圓
ノ

(
元
ヵ
)

現
銀
引

渡
等
ニ
對
ス
ル
協
力
ヲ
	
求
シ
若
シ
應
セ
サ
ル
ニ
於
テ
ハ
更
ニ
强
度

ノ
經
濟
封
-
ヲ
行
ヒ
且
何
等
カ
ノ
切
掛
ヲ
促
ヘ

(
捉
ヵ
)

實
力
ニ
依
ル
現
銀
引

渡
ヲ
斷
行
セ
ン
ト
ノ
意
�
ナ
リ
シ
ヲ
以
テ
當
方
係
官
ヨ
リ
今
囘
ノ
檢

問
實
施
5
ヨ
リ
佛
國
側
ノ
態
度
相
當
好
轉
ノ
�
ア
リ
或
意
味
ニ
於
テ

英
佛
ノ
共
同
戰
線
ノ
步
Ë
合
ハ
ス
ト
モ
見
得
ヘ
キ
際
大
部
分
カ
佛
租

界
ニ
在
ル
現
銀
引
渡
ヲ
	
求
セ
ハ
假
令
佛
國
側
態
度
好
轉
セ
リ
ト
ハ

言
ヘ
本
件
ニ
關
ス
ル
從
來
ノ
經
梓
ニ
鑑
ミ
我
方
	
求
ヲ
直
ニ
容
ル
ヘ

シ
ト
モ
想
像
セ
ラ
レ
ス
却
テ
英
佛
ヲ
シ
テ
共
同
戰
線
ヲ
�
强
&
セ
シ

ム
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ヘ
シ
更
ニ
現
銀
ノ
實
力
接
收
ハ
短
時
間
ニ
爲
シ
得

サ
ル
!
ニ
シ
テ
少
ク
ト
モ
五
十
臺
ノ
﹁
ト
ラ
ツ
ク
﹂
數
百
人
ノ
苦
力

ニ
テ
約
三
日
ヲ
	
ス
ル
趣
ナ
ル
カ
其
ノ
間
英
佛
側
ト
ノ
衝
突
ハ
當
然

豫
想
ス
ヘ
ク
右
ニ
關
シ
テ
ハ
中
央
ノ
意
圖
必
ス
シ
モ
玆
ニ
在
ラ
サ
ル

ヤ
ニ
思
考
セ
ラ
レ
旁
々
經
濟
的
	
求
受
諾
ヲ
檢
問
廢
止
ノ
條
件
ト
爲

ス
コ
ト
ハ
愼
重
考
慮
ノ
	
ア
ル
旨
說
キ
タ
ル
モ
軍
側
ニ
テ
ハ
此
ノ
/

ヲ
逸
シ
テ
ハ
到
底
經
濟
的
	
求
ヲ
滿
タ
ス
/
會
ナ
カ
ル
ヘ
ク
今
囘
ノ

檢
問
ニ
經
濟
的
	
素
ヲ
囲
ý
ム
コ
ト
ハ
軍
司
令
官
ノ
强
キ
希
�
ニ
テ

實
力
行
使
ニ
至
ル
迄
ノ
段
階
ハ
當
然
之
ヲ
履
ム
ヘ
キ
カ
其
ノ
間
ニ
英

佛
側
ハ
當
方
	
求
ヲ
容
ル
ル
可
能
性
ア
リ
何
レ
ニ
ス
ル
モ
最
後
ノ
肚

ハ
充
分
ニ
定
メ
居
リ
先
般
武
�
少
將
上
京
ノ
際
斯
ル
手
段
ニ
出
ツ
ル

ノ
餘
儀
ナ
キ
ニ
至
ル
場
合
ア
ル
ヘ
キ
旨
�
ヘ
タ
ル
ニ
對
シ
軍
中
央
部

ニ
テ
ハ
左
シ
テ
反
對
ナ
カ
リ
シ
由
ナ
ル
ニ
付
5
記
趣
旨
ニ
テ
�
ク
司

令
官
ノ
決
裁
ヲ
經
軍
命
令
ヲ
發
ス
ル
意
�
ナ
ル
旨
�
ヘ
居
リ
タ
ル
趣

ナ
リ

上
海
︑
天
津
ヘ
轉
電
セ
リ

(
欄
外
記
入
)

六
月
十
五
日
永
井
中
佐
ハ
此
ノ
握
ノ
如
キ
事
實
ナ
シ
ト
內
話
セ
リ

1 封鎖実施に至る経緯
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(
付

記
)

方
軍
作
命
戌
第
一
一
號

北
支
%
方
面
軍
命
令

六
月
十
三
日
十
七
時

北
京
方
面
軍
司
令
部

�
︑
方
面
軍
ハ
天
津
英
佛
租
界
當
局
ヲ
シ
テ
反
省
飜
意
ノ
上
抗
日
共
產

活
動
ノ
彈
壓
︑
對
日
經
濟
攪
亂
行
爲
ノ
停
止
等
ヲ
實
現
シ
明
�
北

支
ノ
建
設
ニ
協
力
セ
シ
ム
ル
如
ク
對
租
界
積
極
工
作
ヲ
强
&
セ
ン

ト
ス

�
︑
第
二
十
七
師
團
長
ハ
豫
メ
準
備
セ
ル
積
極
工
作
ヲ
d
カ
ニ
再
開
シ

テ
租
界
內
抗
日
共
產
分
子
ノ
活
動
ヲ
封
止
ス
ル
ト
共
ニ
關
係
/
關

ヲ
指
S
シ
テ
租
界
內
ノ
反
日
經
濟
活
動
ヲ
阻
止
ス
ル
ニ
努
ム
ヘ
シ

第
二
十
七
師
團
長
ハ
租
界
ニ
對
ス
ル
+
體
的
工
作
ノ
實
施
ニ
關
シ

天
津
憲
兵
@
ヲ
指
揮
ス
ヘ
シ

�
︑
支
%
2
屯
憲
兵
@
ハ
5
項
第
二
十
七
師
團
ノ
積
極
工
作
ニ
協
力
ス

ヘ
シ

支
%
2
屯
憲
兵
@
司
令
官
ハ
天
津
憲
兵
@
ヲ
シ
テ
租
界
ニ
對
ス
ル

+
體
的
工
作
ノ
實
施
ニ
關
シ
第
二
十
七
師
團
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
シ

ム
ヘ
シ

B
︑
航
空
兵
團
ハ
天
津
ニ
於
ケ
ル
飛
行
場
施
設
ノ
一
部
ヲ
又
北
支
%
方

面
軍
兵
站
部
ハ
天
津
ニ
於
ケ
ル
兵
站
施
設
ヲ
成
ル
ヘ
ク
廣
ク
夫
々

開
放
シ
テ
第
二
十
七
師
團
ノ
積
極
工
作
ニ
協
力
ス
ヘ
シ

�
︑
細
部
ニ
關
シ
テ
ハ
參
謀
長
ヲ
シ
テ
指
示
セ
シ
ム

北
支
%
方
面
軍
司
令
官

杉
山

元

下
�
法

第
二
十
七
師
團
ヘ
	
旨
ヲ
電
報
セ
ル
後
一
括
シ
テ
印
刷
7
付
ス

指

示

方
軍
作
命
戌
第
一
一
號
ニ
基
キ
左
ノ
如
ク
指
示
ス

�
︑
今

工
作
ノ
目
標
ト
シ
テ
英
佛
租
界
當
局
ヲ
シ
テ
實
現
セ
シ
ム
ヘ

キ
事
項
槪
ネ
左
ノ
如
ク
之
カ
	
求
提
示
ハ
方
面
軍
ニ
於
テ
統
一
シ

關
係
/
關
ヲ
シ
テ
實
施
セ
シ
ム

�
︑
租
界
內
ニ
テ
Q
捕
セ
ラ
レ
タ
ル
抗
日
共
產
分
子
ヲ
d
カ
ニ
臨

時
政
府
側
ニ
引
渡
ス
コ
ト

�
︑
李
漢
元
等
著
名
ナ
ル
抗
日
的
夷
員
ヲ
工
部
局
ヨ
リ
驅
â
ス
ル

コ
ト

¾
︑
臨
時
政
府
ノ
�
?
政
策
ニ
協
力
シ
特
ニ
聯
銀
{
ノ
流
�
普
及

竝
舊
法
�
ノ
流
�
禁
止
ニ
協
力
ス
ル
コ
ト

�
︑
租
界
內
支
%
側
銀
行
ノ
內
容
檢
査
取
締
ニ
協
力
ス
ル
コ
ト

2500



§
︑
租
界
內
ノ
現
銀
檢
査
特
ニ
中
國
︑
交
�
兩
銀
行
ノ
聯
銀
出
Â

額
タ
ル
千
二
百
五
十
萬
元
ノ
租
界
外
搬
出
ニ
協
力
ス
ル
コ
ト

ç
︑
日
本
側
及
臨
時
政
府
側
ニ
對
シ
治
安
警
察
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
經
濟

警
察
ニ
關
ス
ル
租
界
內
協
同
搜
査
ヲ
*
ム
ル
コ
ト

ì
︑
日
本
側
及
臨
時
政
府
側
ノ
政
策
ニ
反
ス
ル
施
設
︑
言
動
︑
刊

行
物
︑
宣
傳
文
書
等
ノ
取
締
ヲ
嚴
ニ
ス
ル
コ
ト

�
︑
工
作
實
施
ハ
槪
ネ
左
ノ
	
領
ニ
據
リ
第
二
十
七
師
團
主
ト
シ
テ
之

ニ
任
シ
憲
兵
@
︑
航
空
兵
團
及
兵
站
部
ハ
密
ニ
之
ニ
協
力
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

�
︑
第
二
十
七
師
團
策
定
ノ
對
英
佛
租
界
特
別
警
備
計
畫
ニ
基
キ

租
界
內
外
ノ
交
�
制
限
︑
�
行
人
ノ
檢
問
︑
出
入
?
物
ノ
檢
索

ヲ
實
施
ス

�
︑
右
ト
併
行
シ
租
界
ニ
對
ス
ル
積
極
的
經
濟
工
作
準
備
ヲ
促
=

ス之
カ
爲
關
係
/
關
ヲ
指
S
シ
テ
租
界
內
ニ
在
ル
日
本
系
商
社
ノ

!
有
ス
ル
物
Â
ヲ
租
界
外
ニ
搬
出
セ
シ
ム
ル
ハ
勿
論
外
國
商
社

ノ
!
有
ス
ル
物
Â
ヲ
吸
引
セ
シ
ム
ル
ニ
努
メ
且
日
本
系
銀
行
商

社
ノ
租
界
外
引
上
ヲ
促
=
ス
ル
ト
共
ニ
租
界
外
ニ
於
ケ
ル
碼
頭

倉
庫
等
ノ
諸
施
設
利
用
ニ
努
ム
ル
等
積
極
的
經
濟
工
作
發
動
後

日
本
側
ノ
租
界
外
ニ
於
ケ
ル
經
濟
活
動
ニ
支
障
ナ
カ
ラ
シ
ム

¾
︑
租
界
當
局
ニ
シ
テ
�
意
ヲ
示
サ
サ
ル
時
ハ
>
テ
指
示
ス
ル
!

ニ
從
ヒ
積
極
的
經
濟
工
作
ヲ
發
動
シ
租
界
ヲ
シ
テ
困
惑
セ
シ
ム

ル
工
作
ヲ
併
用
ス

�
︑
本
工
作
間
租
界
內
ノ
協
同
搜
査
ヲ
頻
繁
ニ
續
行
シ
テ
抗
日
共

產
分
子
ノ
檢
擧
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
關
係
/
關
ヲ
指
S
シ
テ
外
國

商
社
ヲ
シ
テ
我
方
ニ
協
力
セ
シ
ム
ル
如
ク
誘
引
ス
ル
ニ
努
ム

§
︑
本
工
作
實
施
ニ
õ
ヒ
租
界
外
ノ
治
安
維
持
ニ
萬
H
ノ
x
意
ヲ

拂
フ
ト
共
ニ
租
界
內
攪
亂
ヲ
施
策
ス

昭
和
十
四
年
六
月
十
三
日北

支
%
方
面
軍
參
謀
長

山
下

奉
文

編

注

昭
和
十
四
年
六
月
二
十
七
日
付
の
東
亜
局
第
一
課
受
領
印
あ
り
︒

昭
和

年
ç
月

日

在
英
国
重
光
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1505

14

14

天
津
租
界
問
題
に
関
す
る
英
国
内
の
論
調
は
相
当
刺

激
的
で
あ
り
英
国
側
宣
伝
振
り
に
は
注
意
を
要
す
る

旨
意
見
具
申

1 封鎖実施に至る経緯
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ロ
ン
ド
ン

ç
月

日
後
発

14

本

省

ç
月

日
前
着

15

第
六
三
九
號

�
電
第
六
二
九
號
ニ
關
シ

�
︑
﹁
ハ
ウ
﹂
ノ
說
明
ニ
モ
拘
ラ
ス
外
務
省
)
報
部
ハ
英
國
カ
新
ニ
發

見
セ
ル
事
實
ニ
基
キ
犯
人
引
渡
ヲ
再
考
ス
ル
旨
ヲ
提
案
セ
ル
コ
ト

ヲ
何
等
外
部
ニ
洩
ラ
サ
ス
シ
テ
中
立
國
(
米
國
)
ヲ
入
レ
タ
ル
混
合

委
員
會
ヲ
設
ケ
テ
引
渡
ヲ
決
定
シ
タ
キ
意
�
ヲ
宣
傳
ニ
努
メ
居
レ

リ
事
件
ニ
對
ス
ル
英
國
側
ノ
宣
傳
振
及
新
聞
ノ
Ë
子
ハ
累

電
報

ノ
�
リ
相
當
刺
戟
的
ナ
リ

�
︑
英
國
側
ハ
當
方
ニ
對
ス
ル
�
電
第
六
三
一
號
申
出
及
約
束
ニ
拘
ラ

ス
天
津
ニ
於
テ
ハ
何
等
此
ノ
種
ノ
申
出
ヲ
爲
サ
ス
却
テ
混
合
委
員

會
ノ
提
案
ヲ
爲
シ
以
テ
益
々
事
態
ヲ
惡
&
ス
ル
結
果
ヲ
來
シ
タ
ル

樣
新
聞
電
報
ニ
テ
觀
取
セ
ラ
ル
ル
處
右
ハ
英
國
側
ノ
重
大
責
任
ト

考
ヘ
ラ
ル

�
︑
當
方
ニ
於
テ
ハ
元
來
本
件
ハ
地
方
的
問
題
ニ
シ
テ
日
英
現
地
當
局

間
ニ
直
接
處
理
セ
シ
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
拘
ラ
ス
當
地
ニ
於
テ
事

態
ヲ
擴
大
セ
ン
ト
ス
ル
カ
如
キ
宣
傳
ノ
行
ハ
レ
ツ
ツ
ア
ル
ハ
甚
タ

心
外
ト
ス
ル
!
ナ
リ
抑
本
事
件
ハ
當
方
ヨ
リ
英
國
政
府
ニ
モ
豫
々

x
意
ヲ
喚
起
セ
ル
カ
如
ク
支
%
ニ
於
ケ
ル
英
國
官
民
ノ
日
本
ニ
對

ス
ル
甚
タ
シ
キ
非
友
誼
的
態
度
ニ
其
ノ
源
ヲ
發
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

右
態
度
ハ
本
國
政
府
ノ
公
ニ
執
リ︵

タマ
マ

ツ︶

ツ
ア
ル
政
策
ヲ
反
映
ス
ル

モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
ノ
不
公
正
ナ
ル
態
度
ヲ
改
ム
ル
コ
ト
カ
先
決

問
題
ナ
リ
ト
ノ
從
來
ノ
趣
旨
ヲ
今
囘
ノ
/
會
ニ
於
テ
繰
 
シ
居
レ

リ
御
參
考
迄

尙
又
英
國
側
ニ
於
テ
ハ
5
記
ノ
�
リ
極
力
宣
傳
ニ
努
メ
居
レ
ル
ニ

付
我
方
ニ
於
テ
モ
宣
傳
振
ニ
付
テ
ハ
愼
重
x
意
ト
努
力
ト
ヲ
拂
フ

ノ
	
ア
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
米
国
堀
内
大
使
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1506

14

14

天
津
租
界
封
鎖
に
対
す
る
米
国
国
務
省
の
反
応
振
り
報
告

ワ
シ
ン
ト
ン

ç
月

日
後
発

14

本

省

ç
月

日
後
着

15

第
五
一
四
號

天
津
英
佛
租
界
交
�
制
限
ニ
關
シ
十
四
日
ノ
各
新
聞
ハ
十
三
日
ノ

Ｕ
・
Ｐ
及
Ａ
・
Ｐ
ノ
現
地
電
報
ヲ
第
一
面
ニ
大
見
出
ニ
テ
揭
ケ
租
界

ノ
地
圖
迄
入
レ
問
題
ノ
解
說
ヲ
試
ミ
居
ル
モ
ノ
鮮
カ
ラ
サ
ル
處
槪
シ
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テ
我
方
聲
明
ノ
	
握
ヲ
其
ノ
儘
傳
ヘ
我
立
場
ノ
理
解
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ

ム
ル
結
果
ヲ
¼
シ
居
レ
リ

國
務
省
ニ
於
テ
ハ
最
大
ノ
關
心
ヲ
以
テ
本
件
成
行
ヲ
x
視
シ
米
國
ノ

權
益
ハ
租
界
居
M
米
人
四
百
名
(
領
事
館
管
æ
袷
域
內
總
計
千
二
百

名
)
投
Â
額
百
七
十
萬
弗
︑
土
地
會
社
︑
染
物
工
場
︑
囲
物
工
場
︑

銀
行
及
自
動
車
會
社
夫
々
二
ヲ
算
ス
ル
外
貿
易
商
相
當
多
數
ア
リ
之

等
商
社
ノ
昨
年
度
取
引
總
額
二
千
六
百
萬
弗
(
約
�
額
ハ

C
h
a
se
及

N
a
tio
n
a
l
C
ity
兩
銀
行
ノ
取
引
高
)
ニ
�
シ
居
ル
ニ
鑑
ミ
日
本
官
憲

ヨ
リ
米
國
領
事
ニ
對
シ
米
國
權
益
ヲ


重
ス
ヘ
キ
旨
�
吿
ア
リ
タ
ル

モ
¸
ラ
ク
右
權
益
ニ
モ
累
ヲ
及
ホ
ス
ニ
至
ル
ヘ
シ
ト
觀
居
ル
モ
ノ
ノ

如
シ
尙
十
三
日
記
者
會
見
ニ
於
テ
國
務
長
官
ハ
一
層
明
確
ナ
ル
現
地

報
吿
接
到
ス
ル
迄
意
見
ヲ
留
保
ス
ル
ノ
態
度
ヲ
示
シ
タ
ル
趣
ナ
リ

紐
育
ニ
¢
7
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1507

14

15

天
津
英
仏
租
界
に
お
け
る
検
問
検
索
の
実
施
状
況
報
告

天

津

ç
月

日
後
発

15

本

省

ç
月

日
夜
着

15

第
三
五
八
號

十
四
日
早
t
ヨ
リ
實
施
シ
タ
ル
檢
問
檢
索
ノ
實
施
狀
況
及
之
カ
反
�

左
ノ
�
リ

�
︑
實
施
狀
況

檢
檢
!
�
行
者
ハ
北
堤
ノ
檢
問
!
ヲ
除
キ
大
部
分
ハ
華
人
ニ
シ
テ

®
人
及
第
三
國
人
ハ
僅
少
旭
街
檢
問
!
ノ
十
四
日
ノ
�
行
人
員
ハ

槪
略
三
千
人
¡
時
一
日
�
行
推
定
數
五
萬
人
ノ
六
分
見
當
ナ
リ

物
Â
ノ
搬
入
ハ
嚴
重
檢
査
ノ
爲
著
シ
ク
制
限
セ
ラ
レ
檢
問
!
筋
ヨ

リ
ノ
搬
入
ハ
殆
ト
不
能
ノ
狀
態
ヲ
¼
シ
居
レ
リ

�
︑
英
佛
租
界
內
ノ
華
商
ハ
閉？
店
休
業
ノ
狀
態
ヲ
¼
シ
物
Â
搬
入
不
能

及
一
部
商
人
ノ
賣
惜
ミ
等
ノ
爲
十
五
日
ニ
至
リ
主
ト
シ
テ
⻝
料
品

ハ
k
·
シ
生
瓜
一
本
二
十
仙
卵
一
箇
十
仙
ト
言
フ
高
値
ヲ
示
シ
タ

ル
ニ
付
英
佛
租
界
內
ノ
華
商
ハ
聯
合
會
ヲ
開
催
シ
代
表
者
ヲ
³
シ

租
界
當
局
ニ
對
シ
d
ニ
日
本
側
ノ
	
求
ニ
應
シ
圓
滿
解
決
ヲ
	
�

シ
タ
ル
趣
ニ
テ
英
佛
當
局
ハ
萬
一
ヲ
慮
リ
警
察
官
H
部
武
裝
總
動

員
警
備
シ
ツ
ツ
ア
リ

十
五
日
正
午
英
國
側
ハ
馬
h
�
檢
問
!
ニ
守
備
兵
二
十
名
及
工
部

局
6
捕
十
名
ヲ
³
シ
檢
問
ヲ
行
ヒ
午
後
ニ
至
リ
更
ニ
兵
十
名
(
脫？
)

警
備
兵
ハ
間
モ
ナ
ク
引
揚
ケ
タ
リ
(
脫？
)
工
部
局
6
捕
二
十
名
ヲ
增

1 封鎖実施に至る経緯
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員
シ
威
嚇
的
態
度
ニ
出
テ
タ
リ
然
ル
ニ
一
方
租
界
內
ハ
居
M
華
人

カ
事
態
ノ
惡
&
ヲ
懸
念
シ
外
出
ヲ
差
控
ヘ
居
ル
模
樣
ニ
テ
料
理
店

飲
⻝
店
劇
場
等
人
足
附
カ
ス
寂
寥
ノ
感
ヲ
¼
シ
タ
リ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

有
田
外
務
大
臣
よ
り

在
天
津
田
代
総
領
事
宛
(
電
報
)

1508

14

15

天
津
租
界
問
題
に
お
け
る
現
地
軍
の
対
英
仏
具
体
的

要
求
事
項
に
つ
き
査
報
方
訓
令

付

記

昭
和
十
四
年
五
月
二
十
九
日
︑
北
支
那
方
面
軍
司
令

部
作
成

｢
天
津
英
佛
租
界
ニ
對
ス
ル
工
作
	
領
案
﹂

本

省

ç
月

日
後
ä
時

分
発

15

30

第
一
八
三
號
(
極
祕
︑
部
外
祕
)

�
電
第
一
七
四
號
ニ
關
シ

本
件
處
理
ニ
關
シ
テ
ハ
關
係
方
面
ト
モ
連
絡
シ
中
央
ノ
方
針
ヲ
確
定

ス
ル
爲
折
角
考
究
中
ノ
處
今
後
ノ
租
界
對
策
殊
ニ
英
佛
側
ニ
對
シ
提

出
ス
ヘ
キ
	
求
事
項
ノ
+
体
案
等
ニ
關
シ
貴
地
軍
側
ニ
於
テ
ハ
如
何

ナ
ル
意
向
ヲ
有
シ
居
ル

第
ナ
リ
ヤ
貴
見
ト
共
ニ
至
k
囘
電
ア
リ
度

尙
十
二
日
陸
軍
側
ヨ
リ
北
支
方
面
軍
司
令
部
作
成
(
五
月
二
十
九
日

附
)
ノ
天
津
英
佛
租
界
ニ
對
ス
ル
工
作
	
領
案
ヲ
7
付
越
シ
當
方
意

見
ヲ
求
メ
來
レ
ル
ニ
依
リ
之
カ
審
議
ノ
必
	
上
軍
中
央
ト
シ
テ
ハ
如

何
ナ
ル
意
向
ヲ
有
ス
ル
ヤ
軍
側
ニ
連
絡
シ
タ
ル
處
軍
中
央
ト
シ
テ
ハ

右
案
ハ
今

ノ
交
�
制
限
措
置
斷
行
5
ノ
作
成
ニ
係
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

今
後
ノ
對
策
ニ
關
シ
テ
ハ
現
地
ヨ
リ
ノ
意
見
+
申
ヲ
俟
ッ
テ
考
慮
ス

ル
コ
ト
ト
シ
度
キ
考
ナ
ル
模
樣
ナ
リ

北
京
︑
上
海
ニ
轉
電
セ
リ

(
付

記
)

天
津
英
佛
租
界
ニ
對
ス
ル
工
作
	
領
案

昭
和
�
B
︑
�
︑
�
J

北
支
軍
司
令
部

第
一
︑
方

針

天
津
英
租
界
ニ
對
シ
成
ル
ヘ
ク
d
カ
ニ
積
極
工
作
ヲ
開
始
シ
以
テ
日

本
及
臨
時
政
府
ニ
協
力
ス
ル
ノ
實
ヲ
擧
ケ
シ
ム

第
二
︑
工
作
目
的

�
︑
治
安
肅
正
ノ
見
地
ヨ
リ
租
界
ヲ
シ
テ
其
內
部
ノ
抗
日
共
產
Ö
動
ヲ

取
締
ラ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
政
治
的
︑
經
濟
的
ニ
日
本
及
臨
時
政
府
側

ニ
協
力
セ
シ
ム

2504



之
カ
爲

⒈
日
本
憲
兵
ノ
租
界
內
協
同
挿
査

(
搜
ヵ
)

ヲ
*
ム
ル
コ
ト

⒉
日
本
憲
兵
ノ
租
界
碼
頭
ニ
於
ケ
ル
監
視
檢
査
ヲ
*
ム
ル
コ
ト

⒊
Q
捕
セ
ラ
レ
タ
ル
抗
日
共
產
分
子
ヲ
臨
時
政
府
側
ニ
引
渡
ス
コ

ト
⒋
李
漢
元
ノ
如
キ
著
名
ナ
ル
抗
日
的
夷
員
ヲ
工
部
局
ヨ
リ
驅
â
ス

ル
コ
ト

⒌
工
部
局
ニ
日
本
人
夷
員
又
ハ
Á
問
ヲ
入
ル
ル
コ
ト

(
以
上
旣
ニ
	
求
中
)

⒍
日
本
及
臨
時
政
府
側
ノ
政
策
ニ
反
ス
ル
施
設
︑
言
動
︑
刊
行
物
︑

宣
傳
文
書
等
ノ
取
締
ヲ
嚴
ニ
ス
ル
コ
ト

⒎
中
國
︑
交
�
兩
銀
行
ノ
內
容
檢
査
ヲ
*
ム
ル
コ
ト

⒏
租
界
內
ノ
現
銀
檢
査
特
ニ
中
國
︑
交
�
兩
銀
行
ノ
聯
銀
出
Â
額

タ
ル
千
二
百
五
十
萬
元
ノ
租
界
外
搬
出
ヲ
*
ム
ル
コ
ト

⒐
聯
銀
ノ
�
?
政
策
ニ
協
力
シ
少
ク
モ
之
ヲ
妨
º
セ
サ
ル
コ
ト

等
ヲ
	
求
ス

�
︑
兩
租
界
ヲ
シ
テ
政
治
的
︑
經
濟
的
ニ
疲
�
枯
渴
セ
シ
メ
w
ニ
之
ヲ

 
Ú
セ
シ
ム
ル
コ
ト

第
三
︑
實
施
	
領

�
︑
關
係
/
關
ニ
テ
從
來
ノ
主
張
(
5
項
目
的
ノ
一
)
ヲ
執
拗
ニ
反
Û
ス

ル
ト
共
ニ
臨
時
政
府
ヲ
シ
テ
强
硬
ナ
ル
抗
議
ヲ
¼
示
セ
シ
ム

�
︑
此
間
租
界
ニ
對
ス
ル
經
濟
封
-
準
備
ヲ
促
=
ス

租
界
外
碼
頭
倉
庫
ノ
增
强
︑
日
本
人
引
揚
ノ
徹
底
︑
租
界
內
支
%

人
ノ
登
錄
︑
反
日
)
報
ノ
的
確
ナ
ル
蒐
集
︑
關
稅
/
關
ノ
移
轉
︑

謀
略
準
備
等

�
︑
好
/
ヲ
捉
ヘ
租
界
內
支
%
人
ヲ
引
揚
ケ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
交
�
制
限

ヲ
開
始
シ
â

之
ヲ
强
&
シ
テ
經
濟
封
-
ヲ
實
施
シ
又
各
種
t
カ

ラ
セ
工
作
ヲ
併
用
ス

B
︑
右
實
施
ニ
õ
ヒ
租
界
外
ノ
治
安
維
持
ニ
萬
H
ノ
x
意
ヲ
拂
フ
ト
共

ニ
租
界
內
攪
亂
ヲ
企
圖
ス

�
︑
右
各
項
ノ
實
施
ニ
方
リ
	
ス
レ
ハ
兵
力
ヲ
租
界
周
邊
ニ
集
結
ス

又
現
銀
檢
査
ヲ
租
界
當
局
ニ
於
テ
妨
º
ス
ル
カ
如
キ
場
合
ニ
	
ス

レ
ハ
一
部
兵
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
强
行
ス
ル
コ
ト
ア
リ

備

考
國
際
)
勢
ノ
變
轉
ニ
際
シ
テ
ハ
臨
/
之
ニ
對
處
ス

昭
和

年
ç
月

日

在
天
津
田
代
総
領
事
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)
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14

16
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天
津
居
留
邦
人
が
租
界
問
題
の
全
般
的
解
決
を
強
く

要
望
し
て
い
る
旨
報
告

天

津

ç
月

日
後
発

16

本

省

ç
月

日
夜
着

16

第
三
六
四
號

當
地
居
留
民
各
方
面
ハ
六
日
英
國
側
ヨ
リ
我
方
	
求
ヲ
H
面
的
ニ
拒

否
シ
來
ル
ヤ
此
ノ
際
斷
乎
租
界
問
題
ノ
H
般
的
解
決
ヲ
計
ル
ヘ
シ
ト

ナ
シ
殊
ニ
英
佛
租
界
居
M
®
人
ハ
客
年
九
月
以
來
殆
ト
H
部
租
界
引

揚
ヲ
斷
行
シ
多
大
ノ
不
便
不
利
ヲ
�
ヒ
ツ
ツ
今
日
ニ
及
ヒ
居
ル

第

ナ
レ
ハ
5
囘
ノ
如
キ
檢
問
檢
索
ニ
テ
ハ
無
效
有
º
ナ
ル
コ
ト
旣
ニ
經

驗
濟
ノ
コ
ト
ニ
テ
モ
ア
リ
旁
今
囘
ハ
必
ス
ヤ
有
效
�
切
ナ
ル
或
種
ノ

强
力
行
使
セ
ラ
レ
極
メ
テ
短
期
間
ニ
一
擧
ニ
租
界
問
題
ノ
解
決
ヲ
心

私
カ
ニ
期
待
シ
居
タ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
再
ヒ
檢
問
檢
索
ノ
實
施
ヲ
見
ル

ヤ
大
イ
ニ
失
�
ノ
色
ヲ
示
シ
タ
ル
モ
5
囘
ト
異
リ
今
囘
ノ
實
施
ハ
極

メ
テ
嚴
重
ニ
シ
テ
目
下
ノ
!
效
果
ヲ
擧
ケ
ツ
ツ
ア
ル
ヤ
ニ
見
受
ケ
ラ

ル
ニ
付
一
般
ニ
落
着
キ
ヲ
見
セ
居
レ
リ
尙
本
官
ト
シ
テ
ハ
引
續
キ
輕

擧
妄
動
セ
サ
ル
樣
指
S
ヲ
與
ヘ
居
レ
リ

北
京
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
北
京
堀
内
大
使
館
参
事
官
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)

1510

14

20

天
津
租
界
問
題
要
求
事
項
に
関
す
る
臨
時
政
府
の
英

仏
大
使
館
宛
通
告
案
に
つ
い
て

付

記

昭
和
十
四
年
六
月
十
五
日
︑
興
亜
院
華
北
連
絡
部
作

成｢
在
天
津
英
佛
租
界
當
局
ニ
對
ス
ル
臨
時
政
府
ノ
�

吿
ニ
關
ス
ル
件
﹂

北

京

ç
月

日
後
発

20

本

省

ç
月

日
夜
着

20

第
七
二
五
號
(
館
長
符
號
扱
)

本⑴

官
發
天
津
宛
電
報

第
八
五
號

臨
時
政
府
ノ
英
佛
大
使
館
宛
公
文

�
︑
民
國
二
十
六
年
十
二
月
十
四
日
︑
本
政
府
ノ
成
立
以
來
臨
時
政
府

ニ
於
テ
ハ
北
支
民
心
ノ
安
定
ト
大
衆
ノ
安
居
樂
業
ト
ヲ
以
テ
施
政

ノ
根
元
ト
爲
シ
友
®
日
本
ト
相
提
携
シ
テ
東
亞
新
秩
序
建
設
ノ
爲

不
斷
ノ
努
力
ヲ
續
ケ
來
レ
ル
處
在
天
津
英
佛
租
界
當
局
ニ
於
テ
ハ

今
尙
東
亞
ニ
於
ケ
ル
新
事
態
ヲ
*
闇
セ
ス
天
津
租
界
ヲ
シ
テ
重
慶
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政
權
ニ
依
ル
北
支
治
安
破
壞
ノ
5
衞
陣
地
︑
經
濟
謀
略
ノ
策
源
地

タ
ラ
シ
メ
之
カ
爲
北
支
二
億
ノ
民
衆
ニ
對
シ
治
安
上
︑
經
濟
上
不

當
ノ
苦
痛
ヲ
招
來
セ
シ
メ
居
ル
ハ
臨
時
政
府
ノ
斷
シ
テ
悪
�
シ
得

サ
ル
!
ナ
リ

�
︑
租
界
ハ
元
文
物
制
度
等
ノ
相
N
ニ
基
キ
外
國
人
ノ
居
M
地
域
ト
シ

テ
特
定
セ
ラ
レ
右
外
國
人
間
ノ
諸
事
項
ヲ
其
ノ
自
治
ニ
委
シ
タ
ル

ニ
止
マ
リ
絕
對
的
行
政
ノ
自
由
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
卽
チ
外

國
租
界
ハ
同
租
界
ヲ
�
含
ス
ル
地
域
ヲ
支
配
ス
ル
行
政
權
ト
施
策

ニ
順
應
シ
一
般
ノ
安
寧
秩
序
ノ
保
持
ニ
協
力
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
租
界

存
立
ノ
條
件
ト
ス
依
テ

若⑵

シ
租
界
カ
周
圍
地
域
ノ
治
安
經
濟
其
ノ
他
一
般
秩
序
攪
亂
ノ
根

據
地
ト
ナ
リ
又
右
攪
亂
者
ニ
庇
僉
ヲ
與
フ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
右
ハ
租

界
ノ
本
質
ヲ
逸
脫
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

�
︑
今

日
支
事
變
ノ
勃
發
以
來
旣
ニ
二
箇
年
ノ
歲
月
ヲ
閱
シ
蔣
介
石

政
權
ハ
四
川
ノ
一
隅
ニ
蕞
爾
タ
ル
地
方
政
權
ニ
順
落
シ
天
津
地
方

ハ
素
ヨ
リ
北
支
ニ
對
シ
何
等
實
力
ヲ
及
ホ
シ
得
ス
北
支
ノ
安
寧
秩

序
ハ
一
ニ
本
政
府
ニ
依
ツ
テ
維
持
增
=
セ
ラ
レ
居
ル
現
實
ノ
事
態

ヲ
無
視
シ
5
陳
ノ
如
キ
態
度
ヲ
繼
續
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
是
卽
チ
本
政

府
竝
ニ
二
億
民
衆
ニ
對
シ
敵
意
ヲ
有
シ
其
ノ
福
祉
ヲ
破
壞
シ
テ
Á

ミ
サ
ル
モ
ノ
ト
言
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
本
政
府
ハ
北
支
ノ
治
安
保
持
及

大
衆
ノ
福
祉
增
=
ノ
爲
玆
ニ
不
取
敢
應
k
的
措
置
ト
シ
テ
英
佛
租

界
當
局
ニ
對
シ
左
記
ノ
項
目
ノ
	
求
ヲ
提
出
ス
本
政
府
ノ
意
ノ
在

ル
!
ヲ
諒
ト
セ
ラ
レ
d
ニ
本
	
求
ヲ
受
諾
シ
以
テ
治
安
竝
ニ
民
政

ニ
關
ス
ル
臨
時
政
府
ノ
施
政
ニ
順
應
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
	
�
ス

>⑶

テ
本
件
五
項
目
ハ
現
下
k
©
セ
ル
事
態
ニ
鑑
ミ
臨
時
政
府
ト
シ

テ
	
求
ス
ヘ
キ
最
小
限
度
ノ
條
件
ナ
ル
處
租
界
當
局
ニ
於
テ
右
ヲ

シ
モ
受

(
テ
欠

ヵ
)

諾
セ
ス
依
然
ト
シ
テ
蔣
介
石
政
權
ニ
依
ル
北
支
攪
亂
行
爲

ヲ
容
*
シ
臨
時
政
府
ノ
施
政
ニ
背
馳
ス
ル
行
動
ヲ
繼
續
ス
ル
ニ
於

テ
ハ
本
政
府
ハ
問
題
ノ
根
本
ニ
遡
リ
!
	
ノ
處
置
ヲ
$
ス
ル
ノ
已

ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
附
言
ス

B
︑
	
求
事
項

㈠
租
界
內
﹁
テ
ロ
﹂
及
共
產
分
子
ヲ
d
カ
ニ
臨
時
政
府
ニ
引
渡
ス

コ
ト

㈡
臨
時
政
府
ノ
�
?
政
策
ニ
對
ス
ル
協
力
特
ニ
租
界
內
ニ
於
ケ
ル

舊
法
�
ノ
流
�
禁
止
竝
ニ
現
銀
ノ
搬
出
ニ
關
シ
臨
時
政
府
ニ
協

力
ス
ル
コ
ト

㈢
臨
時
政
府
ニ
依
ル
租
界
內
支
%
側
銀
行
︑
錢
莊
及
商
社
ノ
檢
査

取
締
ニ
協
力
ス
ル
コ
ト
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㈣
臨
時
政
府
ノ
政
策
ニ
N
反
ス
ル
施
設
︑
言
行
︑
出
版
物
等
ヲ
嚴

重
取
締
ル
コ
ト

㈤
以
上
四
項
目
ノ
履
行
ヲ
確
*
シ
且
今
後
ニ
於
ケ
ル
取
締
ノ
實
效

ヲ
期
ス
ル
爲
租
界
內
ニ
於
テ
共
同
取
締
ヲ
實
施
ス
ル
コ
ト

編

注

本
電
報
第
七
二
五
号
は
別
電
と
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
本
電
は

見
当
ら
な
い
︒

(
付

記
)

在
天
津
英
佛
租
界
當
局
ニ
對
ス
ル
臨
時
政
府
ノ
�
吿
ニ
關
ス
ル
件

(
�
B
︑
E
︑
�
�
︑
華
北
連
絡
部
)

�
︑
臨
時
政
府
ヲ
シ
テ
英
佛
租
界
當
局
(
英
佛
各
總
領
事
)
ニ
對
シ
大
體

別
紙

(
編
注
)

ノ
如
キ
趣
旨
ノ
�
吿
ヲ
發
セ
シ
ム
(
�
吿
ノ
內
容
ニ
就
イ
テ

ハ
臨
時
政
府
側
ノ
意
向
ヲ
モ
斟
酌
シ
更
ニ
Ë
整
ヲ
加
フ
)

�
︑
本
件
�
吿
ハ
從
來
ノ
例
ニ
鑑
ミ
握
潰
シ
ト
ナ
ル
ヘ
キ
公
算
多
キ
ニ

付
�
吿
發
出
後
�
當
ノ
時
期
(
一
ñ
間
ト
豫
定
ス
)
ヲ
見
計
ヒ
臨
時

政
府
ヲ
シ
テ
�
吿
ノ
內
容
ヲ
發
表
セ
シ
ム
ル
ト
共
ニ
政
府
ノ
決
意

ヲ
表
明
ス
ル
聲
明
ヲ
出
サ
シ
メ
以
テ
租
界
封
-
工
作
ニ
關
ス
ル
我

方
今
後
ノ
立
場
ヲ
有
利
ナ
ラ
シ
ム
ル
カ
如
ク
措
置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

�
︑
租
界
封
-
工
作
ハ
右
臨
時
政
府
ノ
�
吿
竝
ニ
聲
明
ト
步
Ë
ヲ
併
セ

漸

其
ノ
內
容
ヲ
强
&
シ
行
ク
モ
ノ
ト
ス
︑
租
界
工
部
局
ノ
接
收
︑

行
政
權
ノ
囘
收
等
第
二
段
ノ
工
作
ハ
本
件
工
作
ト
併
行
シ
別
ニ
硏

究
ス

(
欄
外
記
入
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六
月
十
九
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土
田
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長
携
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編

注

別
紙
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北
京
堀
内
大
使
館
参
事
官
よ
り
有
田
外
務
大
臣
宛
電

報
第
七
二
五
号
と
ほ
ぼ
同
文
の
た
め
省
略
︒

昭
和

年
ç
月

日

在
北
京
堀
内
大
使
館
参
事
官
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)
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24

天
津
租
界
問
題
要
求
事
項
を
臨
時
政
府
よ
り
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仏
側

へ
通
告
に
つ
い
て

北

京

ç
月

日
後
発

24

本
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ç
月

日
夜
着
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第
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四
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號
(
館
長
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扱
)
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本
官
發
天
津
宛
電
報
第
八
五
號
ニ
關
シ

英
佛
租
界
當
局
宛
臨
時
政
府
ノ
�
吿
ハ
廿
一
日
附
ニ
テ
廿
二
日
溫
市

長
ヨ
リ
交
付
シ
一
方
廿
三
日
臨
時
政
府
ヨ
リ
當
地
英
佛
大
使
館
ニ
7

附
セ
ル
由

天
津
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ

昭
和

年
ç
月

日

在
北
京
堀
内
大
使
館
参
事
官
よ
り

有
田
外
務
大
臣
宛
(
電
報
)
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25

天
津
租
界
封
鎖
の
実
際
措
置
に
当
た
っ
て
は
仏
国
側

へ
は
手
加
減
を
加
え
る
旨
を
通
報
し
て
同
国
の
協
力

を
誘
致
す
る
よ
う
田
代
総
領
事
へ
要
請
に
つ
い
て

北

京

ç
月

日
後
発

25

本

省

ç
月

日
後
着

25

第
七
四
六
號
(
極
祕
︑
館
長
符
號
扱
)

本
官
發
天
津
宛
電
報

第
九
〇
號

本
官
發
大
臣
宛
電
報
第
七
四
四
號
ニ
關
シ

本
件
申
入
ハ
臨
時
政
府
ノ
立
場
上
英
佛
側
ニ
對
シ
文
句
其
ノ
他
同
樣

ノ
形
式
ヲ
執
リ
タ
ル

第
ハ
�
電
第
八
四
號
ニ
依
リ
御
承
知
ノ
�
リ

ナ
ル
處
先
方
ニ
對
ス
ル
實
際
上
ノ
當
リ
ハ
英
佛
ニ
依
リ
手
加
減
ヲ
加

フ
ル
	
ア
リ
軍
側
始
メ
當
地
關
係
各
方
面
共
貴
官
ニ
於
テ
佛
國
側
ニ

對
シ
�
頭
ノ
事
)
篤
ト
御
說
明
ノ
上
同
國
側
ノ
協
力
ヲ
誘
致
ス
ル
樣

御
盡
力
相
成
度
ク
切
�
シ
居
ル
ニ
付
右
然
ル
ヘ
ク
御
措
置
相
煩
度
シ

大
臣
︑
上
海
ヘ
轉
電
セ
リ
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